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前 書 き 
 
鉄道は、大量性、高速性、定時性に優れた輸送機関であり、通勤・通学を始め

とした旅客輸送や貨物輸送において重要な役割を担っていることから、一たび事

故が生じるとその被害は甚大となるおそれがある。このため、鉄道交通の安全対

策のより一層の充実、強化が求められている。 

国土交通省は、鉄道営業法（明治 33 年法律第 65 号）、鉄道事業法（昭和 61

年法律第92号）等に基づき、鉄道施設・車両の構造及び取扱いに関する技術上

の基準の制定、鉄道の運転業務従事者が常に服ようすべき運転の安全の確保に関

する規範の制定等の鉄道の安全かつ安定的な輸送の確保に関する各種の措置を

講じている。 

また、国土交通省は、ⅰ）鉄道事業者に対する事前規制は、鉄道が社会的に求

められる安全性等の水準を確保するために必要な最小限のものとすること、ⅱ）

万一適切な鉄道運営が行われていない場合には、その状況を是正するために事後

チェック型の行政手法を充実すること等を目的として、一連の措置を講じている。 

しかしながら、近年、鉄道運転事故件数は長期的には減少傾向にあるものの、

死傷者を伴う列車脱線事故などの重大事故が発生している。また、睡眠時無呼

吸症候群による新幹線運転士の居眠り運転、工事ミスによる運行ダイヤの混乱、

運転休止や旅客列車の 30 分以上の遅延など、安全で安定的な運行に支障をも

たらす事態が生じている。 

この行政評価・監視は、鉄道交通の安全を確保する観点から、鉄道事業に関

する制度及び運営の実態等を調査し、関係行政の改善に資するため実施したも

のである。 
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第１ 行政評価・監視の目的等 

 

 

１ 目的 

 この行政評価・監視は、鉄道交通の安全を確保する観点から、鉄道事業に関する制

度及び運営の実態等を調査し、関係行政の改善に資するため実施したものである。 

 

２ 調査対象機関 

（１）行政評価・監視対象機関 

   総務省、国土交通省 

（２）関連調査等対象機関 

特殊法人（北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会

社、日本貨物鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社） 

   都道府県、市町村、事業者          

   

３ 担当部局 

  行政評価局 

  管区行政評価局    全局（北海道、東北、関東、中部、近畿、中国四国、九州） 

  四国行政評価支局 

行政評価事務所    13事務所（福島、群馬、東京、千葉、神奈川、静岡、京都、

兵庫、島根、岡山、高知、長崎、熊本） 

 

４ 実施時期 

  平成17年８月～18年12月 
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第２ 鉄道交通の安全対策の概況 

 

１ 鉄道事業者数 

   

表１ 鉄道事業者数（平成17年10月１日現在） 

                                       （単位：事業者、％） 

普通鉄道 

ＪＲ 大手

民鉄 

準大 

手 

公営 中小 

民鉄 

貨物 

鉄道 

モノレ

ール 

(懸垂

式･跨

座式) 

新交通

システ

ム（案

内軌条

式） 

鋼索 

鉄道 

無軌 

条電 

車 

合計 

6 

(3.0) 

16 

(8.1) 

5 

(2.5) 

8 

(4.0) 

111 

(56.1)

13 

(6.6) 

5 

(2.5) 

9 

(4.5) 

23 

(11.6) 

2 

(1.0) 

198 

(100) 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

  ２ （ ）は、構成比である。 

  ３ 「公営」とは、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）に基づき鉄道事業を行っている事業者

である。 

 

 

２ 鉄道運転事故件数及び死傷者数の推移 

  

表２ 鉄道運転事故件数の推移 

587 558 548 497 531 489 482 468 438 445 455
706 688 612

1,899

1,296
945

402402395375399445396442416445459461492448

967

649

1,895

1,046
8578478338438819349279399641,0031,0731,180

1 154

1,594

2,263

3,794

0
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2,000
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3,000
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4,000

昭和50 55 60 平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
(年度）

（件）

ＪＲ

民鉄

合計
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表３ 鉄道運転事故件数及び死傷者数の推移 

（単位：件、人、％） 

年 度 

区分 

昭和 50 平成 10 11 12 13 14 15 16 17 

鉄道運転

事故件数 

3,794 

(100) 

939 

(24.7) 

927 

(24.4) 

934 

(24.6) 

881 

(23.2) 

843 

(22.2) 

833 

(22.0) 

847 

(22.3) 

857 

(22.6) 

死傷者数 2,597 

(100) 

714 

(27.5) 

751 

(28.9) 

686 

(26.4) 

824 

(31.7) 

726 

(28.0) 

694 

(26.7) 

722 

(27.8) 

1,397 

(53.8) 

死亡者 928 

(100) 

349 

(37.6) 

336 

(36.2) 

311 

(33.5) 

313 

(33.7) 

350 

(37.7) 

330 

(35.6) 

324 

(34.9) 

444 

(47.8) 

 

負傷者 1,669 

(100) 

365 

(21.9) 

415 

(24.9) 

375 

(22.5) 

511 

(30.6) 

376 

(22.5) 

364 

(21.8) 

398 

(23.8) 

953 

(57.1) 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

    ２ ( )内は、昭和50年度を100とした場合の指数である。 

 

 

    表４  列車百万キロ当たり運転事故件数の推移 

 
（件） 

3.02

2.15

1.74

1.05

1.02
0.93 0.88 0.84 0.82 0.75 0.84 0.80 0.78 0 77

0.710.67 0.69

1.31

2.35

0.98

0.75
0.77 0.70 0.71 0.7

0.65 0.66 0.58 0.60 0.55 0.60 0.57 0.60 0.63

3.45

2.09

1.50

0.77
0.75 0.71 0.61 0.64 0.64

0.90 0.9 0.83 0.80
0.72 0.73 0.68 0.66

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

昭和50 55 60 平成4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(年度）

ＪＲ

民鉄

合計

  （注）列車百万キロ当たり運転事故件数＝運転事故件数÷列車走行キロ×1,000,000 
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表５ 死傷者数の推移 

 
 
（件） 

350 444324330313311336349328360343366392430416
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398511375415
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444489492709 364376
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  表６ 鉄道運転事故の事故種類別発生状況（平成17年度） 

(単位：件、人、％） 

列車事故 その他の事故 区  分 

列車 

衝突 

列車 

脱線 

計 踏切 

障害 

道路 

障害 

人身 

障害 

物損 計 

合  計

件  数 6 

(0.7) 

22 

(2.6) 

28 

(3.3) 

414 

(48.3) 

41 

(4.8) 

368 

(42.9) 

6 

(0.7) 

829 

(96.7) 

857 

(100) 

死傷者 9 

<0> 

717 

<112> 

726 

<112> 

267 

<137> 

21 

<1> 

383 

<194> 

0 

<0> 

671 

<332> 

1,397 

<444> 

  （注）１ 国土交通省の資料による。 

     ２ ( )内は構成比、また、< >内は死亡者数で死傷者数の内数である。 

     ３ 事故種類は、次のとおり。 

      ① 列車衝突事故とは、列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。 

      ② 列車脱線事故とは、列車が脱線した事故をいう。 

      ③ 踏切障害事故とは、踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、

又は接触した事故をいう。 

      ④ 道路障害事故とは、踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等

と衝突し、又は接触した事故をいう。 

      ⑤ 鉄道人身障害事故とは、列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（①～④の事故に伴

うものを除く。）をいう。  

    ⑥ 鉄道物損事故とは、列車又は車両の運転により500万円以上の物損を生じた事故（①～⑤の事

故に伴うものを除く。）をいう。 
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   表７ 事故種別死傷者数・死亡者数（平成17年度） 

                   

事故種類別死傷者数      

    

合 計
1,397人

線路内立入,
 205人、14.7%

列車脱線,
717人, 51.3%

列車火災,
0人

ホームから転落,
52人、3.7%

人身障害,
383人, 27.5%

踏切障害,
267人, 19.1％

その他,
26人, 1.9%

ホーム上で接
触,100人, 7.2%

自動車,
104人, 7.4％

列車衝突,
9人、0.6%

歩行者,
128人,9.2%

道路障害,
 21人,1.5%

二輪車・軽車両,
 35人,2.5%

 

 

事故種類別死亡者数         

      

合 計
444人

人身障害,
194人, 43.7%

踏切障害,
137人, 31%

道路障害,
1人, 0.2%

線路内立入,
154人, 34.7%

ホームから転落,
23人, 5.2%

列車脱線,
112人, 25.2%

ホーム上で接触,
10人, 2.3%

列車衝突・列車
火災, 0人

その他,
7人, 1.6%

自動車,
 19人, 4.3%

二輪車・軽車両,
15人, 3.4%

歩行者,
103人, 23.2%
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表８ 輸送障害件数の推移 

 

（件） 

807 601
878 885 1,005 810 969 1,088 1,099 1,285

982 980 1,134

1,906 1,688
560

636

682 742
843

824
828

898 905
925

949 1,096
1,362

1,352
1,542

1,241 1,337

1,404 1,422
1,488

1,352
1,410

1,323
1,533

1,502

1,450
1,471

1,432

1,547
1,971

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(年度）

部内原因

部外原因

災害原因

 

（注）輸送障害の原因詳細は、以下のとおり。 

・ 部内原因：鉄道係員の取扱い誤り、車両や鉄道施設の故障等によるもの 

  ・ 部外原因：自殺や自動車の線路内支障等によるもの 

  ・ 災害原因：地震や風水害等によるもの  

 

表９  列車百万キロ当たり輸送障害件数の推移 

 
（件） 

6.0

5.3

4.5
4.2

4.1

4.6
4.3

3.9
3.7

3.5

4.0
3.6

3.4
3.2

3.0

2.12.2

1.5
1.41.41.51.31.3

1.20.80.9
0.80.9

0.9

0.6

3.6

2.9
2.82.82.6

2.2
2.5

2.2

3.9

3.1
2.92.7

2.2
2.02.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

平成3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(年度）

ＪＲ

民鉄

合計

 

（注）列車百万キロ当たり輸送障害件数＝輸送障害件数÷列車走行キロ×1,000,000 
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３ 国土交通省鉄道局・地方運輸局鉄道部組織図（平成18年度予算） 

 

[本  省] 
   鉄道局長   総務課  

    
  次長  幹線鉄道課  
    
  官房審議官  都市鉄道課  
    
  官房技術審議官  財務課  
     
    業務課  
     
    技術企画課  
      
      技術開発室 
     
    施設課  
     
      環境対策室 
     
    安全監理官  
      
      首席鉄道安全監査官 

（単位：人）

    区分
組織名 

職員数 左のうち安全担
当技術系職員数 

鉄道局 163 54 

北 海 道 18 12 
東    北 19 12 
北陸信越 22 16 
関    東 40 23 
中    部 27 15 
近    畿 30 16 
中    国 17 11 
四    国 15  8 

地
方
運
輸
局
鉄
道
部

九    州 21 14 
運輸局計 209 127 

合  計 372 181  

 

[地方運輸局]  

○北海道 
   鉄道部長   計画課  

    
  調整官  技術課  
     
    安全指導課  
      
      鉄道安全監査官 

○東 北 
   鉄道部長   計画課  

    
  調整官  技術課  
     
    安全指導課  

      首席鉄道安全監査官  
     
      鉄道安全監査官 

○北陸信越 
  鉄道部長   計画課 

   
  調整官  技術課 
    
    安全指導課  
      
      鉄道安全監査官 
    
    索道課 

○関 東 
  鉄道部長   監理課 

   
  調整官  計画課 
    
    技術第一課 

    
    技術第二課 
    
    安全指導課 
    
    首席鉄道安全監査官 
      
      鉄道安全監査官 

○中 部 
  鉄道部長   監理課 

   
  調整官  計画課 
    
    技術課 
    
    安全指導課 
    
    首席鉄道安全監査官 
      
      鉄道安全監査官  

○近 畿 
 鉄道部長  監理課 

調整官 計画課 
 
 技術課 
 
 安全指導課 
 
 首席鉄道安全監査官 
  
  鉄道安全監査官 

○中 国 
  鉄道部長  計画課  

 調整官 技術課  
  
 安全指導課  

  首席鉄道安全監査官  
   
   鉄道安全監査官 

○四 国 
  鉄道部長  計画課  

 調整官 技術課  
   
   鉄道安全監査官 
 
 安全指導推進官 

○九 州 
  鉄道部長  計画課  

 調整官 技術課  
  
 安全指導課  

  首席鉄道安全監査官  
   
   鉄道安全監査官  
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４ 鉄道交通の安全対策に関する主な制度の概要 

（１）交通安全対策の基本 

○ 交通安全対策基本法（昭和 41 年法律第 110 号） 

鉄道車両の使用者、運転者等の責務を明らかにするとともに、交通安全計画等の施策の基本を規

定 

 

（２）鉄道の営業 

○ 鉄道営業法（明治 33 年法律第 65 号） 

・ 鉄道の設備 

鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号。以下「技術基準省

令」という。）により、鉄道施設・車両の構造及び取扱いについて必要な技術上の基準を規定 

・ 鉄道の運転 

運転の安全の確保に関する省令（昭和 26 年運輸省令第 55 号）により、鉄道の運転業務に従事

する者が常に服ようすべき運転の安全に関する規範を規定 

・ 鉄道係員 

鉄道係員職制（昭和 62 年運輸省令第 13 号）により、鉄道係員の職制を規定 

鉄道係員の例： 運輸係員〔運輸長、駅長、営業係、構内係、踏切保安係、運転区長、運転士、

車掌区長、車掌、運転指令〕 

・ 鉄道係員の資格 

動力車操縦者運転免許に関する省令（昭和 31 年運輸省令第 43 号）により、鉄道、軌道等にお

ける動力車操縦者の運転免許制度を規定 

 

（３）鉄道の事業 

○ 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号） 

・ 鉄道事業の許可 

鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。許可基準は、

①事業計画が経営上適切なものであること、②事業計画が輸送の安全上適切なものであること、

③上記①及び②のほか、事業遂行上適切な計画を有するものであること、④事業を自ら適確に遂

行するに足る能力を有するものであること。 

・ 工事の施行の認可 

鉄道事業者は、鉄道施設の工事計画を定め、工事の施行の認可申請を行わなければならない。

国土交通大臣は、工事計画が鉄道事業者の事業基本計画及び技術基準省令に適合すると認めると

きは認可 

・ 工事の完成検査 

鉄道事業者は、鉄道施設の工事の完成の検査申請を行わなければならない。国土交通大臣は、

工事計画に合致し、技術基準省令に適合すると認めるときは、これを合格とする。 

・ 車両の確認 

鉄道事業者は、鉄道事業に供する車両が技術基準省令に適合することについて国土交通大臣の

確認を受けなければならない。 

・ 事故等の報告 

鉄道事業者は、鉄道運転事故、輸送障害、災害等が発生したときは、遅滞なく、事故の種類、

原因等を国土交通大臣に届け出なければならない。 

 - 8 -



・ 事業改善命令 

国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事

実があると認めるときは、鉄道事業者に対し事業の改善を命令 

・ 立入検査 

国土交通大臣は、その職員に、鉄道事業者の事業場に立ち入り、施設、書類等の物件を検査さ

せ、関係者に質問させることができる。 

監査の種類は、①保安監査（輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、鉄道施

設・車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうかについて行う監査）、②業務監査

（運輸の状況について行う監査）、③会計監査（会計の整理及び財産の管理の状況について行う監

査） 

全国９地方運輸局鉄道部及び国土交通省鉄道局に配置された職員が、国土交通大臣から監査員

に指名され、鉄道事業者の事業場の立入検査を担当 

 

○ 鉄道事業法の改正（平成 18 年３月） 

（運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成 18 年法律第 19 号)） 

      鉄道事業者に常に安全を最優先とする事業運営を行わせる仕組みの構築を目的 

    ◆ 輸送の安全の確保 

     ・ 「輸送の安全の確保」を鉄道事業法の目的規定に明記 

     ・ 鉄道事業者に対して輸送の安全性の向上に関する不断の努力を義務化 

    ◆ 鉄道事業者の安全管理体制の確立 

     ・ 安全管理の体制、方法等を定めた安全管理規程の作成及び届出 

     ・ 安全統括管理者（役員級：事業実施部門における安全に係る事項の確実な実施を指揮、組織

内に安全最優先の意識を徹底）、運転管理者（部長等の管理職級：列車の運行の管理、運転士の

資質の保持等運転に関する業務を管理・監督）の選任及び届出 

    ◆ 利用者による監視 

     ・ 国による安全に関わる情報の公表 

      （事故発生状況、安全に関わる取組状況、事業改善命令や保安監査に基づく内容） 

     ・ 鉄道事業者による安全報告書の公表 

      （安全に関する取組みの基本方針、組織体制等） 

◆ 国の指導・監督 

     ・ 安全管理規程の変更命令 

     ・ 安全統括管理者、運転管理者の解任命令 

     ・ 業務の管理の受委託の許可の取消し、受託者に対する改善命令、受託者への報告徴収、立入

検査（従来、鉄道事業者のみに限定されていた国の指導・監督権限を受託者まで拡大） 

     ・ 法人に対する罰則の強化 

 

（４）鉄道事故の原因究明 

○ 航空・鉄道事故調査委員会設置法（昭和 48 年法律第 113 号） 

・ 航空・鉄道事故調査委員会により、重大な鉄道事故（列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災、

死傷者５人以上の鉄道人身障害事故等）の原因を究明するための調査を実施し、必要に応じ、調

査結果に基づき国土交通大臣に勧告 
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（５）踏切道の改良 

○ 踏切道改良促進法（昭和 36 年法律第 195 号） 

・ 国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況等を考慮し、予算の範囲内で、

踏切道の立体交差化、踏切道に接続する鉄道又は道路の構造の改良、横断歩道橋などの歩行者等

立体横断施設の整備又は踏切遮断機、踏切警報機等の保安設備の整備を推進 

 

 

５ 鉄道交通の安全施策（国土交通省、平成 17 年度） 

（１）鉄道交通環境の整備 

 ア 線路施設等の点検及び整備 

   ・ 土砂崩壊、落石、雪崩等による施設の被害を防止するため、防災設備の整備を促進するとともに、

鉄道事業者に対し、適切な保守及び整備を実施するよう指導 

   ・ 地方中小鉄道について、平成 14 年度及び 15 年度に実施した安全性緊急評価の結果に基づき策定

した保全整備計画により施設、車両等の維持・改修等を実施するよう指導 

・ 駅施設等について、段差の解消、転落防止設備等の整備によりバリアフリー化を推進 

・ プラットホームからの転落事故防止対策（非常停止押しボタン又は転落検知マットの整備等）の

推進 

  イ 運転保安設備の整備 

   ・ 列車集中制御装置（ＣＴＣ：Centralized Traffic Control device）の整備の促進 

   ・ 急曲線における速度超過防止用自動列車停止装置（ＡＴＳ：Automatic  Train  Stop device） 等

の設置（平成 21 年度までに整備予定） 

 ウ 鉄道構造物の耐震性の確保 

   ・ 新設構造物について、耐震設計基準（平成 10 年度）を適用 

   ・ 「新幹線脱線対策協議会」（平成 16 年 10 月 25 日設置。鉄道事業者、関係団体等で構成）の検討

内容を踏まえ、活断層と交差していることが確認され耐震対策が必要なトンネルの対策及び中間部

付近が拘束されている高架橋柱の耐震補強を実施等 

  エ 地下鉄道の火災対策の推進 

   ・ 地下鉄道の火災対策基準に適合していない地下駅等について、火災対策施設の整備促進 

 

（２）鉄道の安全な運行の確保 

  ア 乗務員及び保安要員の教育の充実及び資質の向上 

   ・ 動力車操縦者の運転免許試験を実施 

   ・ 運転士の資質の向上を図るため、運転士の資質向上検討委員会（平成 17 年９月 28 日設置。学識

経験者、鉄道事業者等で構成）を開催し、運転士の教育手法の在り方や職場環境の改善方策等につ

いて検討 等 

  イ 列車の運行及び乗務員等の管理の改善 

   ・ 運転指令と乗務員間の無線設備及び列車集中制御装置（ＣＴＣ）の導入等を促進し、迅速かつ的

確な運転指令体制づくりに努めるよう鉄道事業者を指導 

   ・ 就業時に乗務員等の心身状態の把握を行い、安全管理に努めるよう鉄道事業者を指導等 
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 ウ 鉄道事業者に対する保安監査等の実施 

   ・ 鉄道事業者に対し、施設及び車両の保守管理の状況、運転取扱いの状況、乗務員等に対する教育

訓練の状況、安全管理体制等について指導等 

  エ 鉄道事故原因の究明及び未然防止対策の推進 

   ・ 航空・鉄道事故調査委員会による鉄道事故等が発生した場合における運行の状況、鉄道施設及び

車両等に係る調査、必要な試験・研究の実施、これらの結果を総合的に解析した報告書の作成・公

表等 

  オ 気象情報等の充実 

    JR 東日本羽越線列車脱線事故を踏まえ、「鉄道強風対策協議会」（平成 18 年１月 13 日設置。鉄道事

業者、気象庁等関係行政機関等で構成）を開催し、強風対策について、検討を実施 

 

（３）鉄道車両の安全性の確保 

ア 鉄道車両の構造・装置に関する保安上の技術基準の改善 

   ・ 車両の構造・装置等の改善 

   ・ 鉄道車両等に関する日本工業規格の整備 

  イ 鉄道車両の検査の充実 

   ・ 鉄道事業者に対し、新技術を取り入れた検査機器の導入による検査精度の向上、新技術の導入に

対応した検修担当者に対する教育訓練の充実等について指導 

 

（４）踏切道における交通の安全に関する施策 

  ア 踏切事故防止対策の現状 

   ・ 踏切道改良促進法（昭和 36 年法律第 195 号）及び第７次踏切事故防止総合対策に基づき、踏切道

の立体交差化、構造改良及び保安設備の整備を推進 

    

 ※ 踏切道改良促進法により指定した踏切道の改良の進ちょく状況（平成 16 年度末現在） 

      ・立体交差化指定箇所数： 2,279 ⇒ 竣
しゅん

工  1,845 (95.1%) 

      ・構造改良指定箇所数 ： 4,038 ⇒ 竣工   3,869 (96.6%)  

      ・踏切保安設備の整備 ：27,719 ⇒ 竣工  27,588 (99.5%) 

 

  イ 踏切道の立体交差化及び構造の改良の推進 

   ・ 大都市及び主要な地方都市における踏切道について、踏切による交通渋滞の解消等のため、道路

と鉄道の立体交差化等を促進 

・ ボトルネック踏切（注）と踏切道の幅員が接続する道路よりも狭いなど交通安全上危険な踏切に 

ついて、改良を促進 

    （注）ボトルネック踏切とは、「ピーク時遮断時間が 40 分/時以上」又は「踏切交通遮断量が５万台

時/日以上」の踏切である。 

  ウ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施 

   ・ 自動車交通量の多い踏切道について、障害物検知装置、門型警報装置（オーバーハング型警報装

置）、大型遮断装置等、事故防止効果の高い踏切保安設備の整備  

   ・ 道路の交通量等を勘案した交通規制を実施 等 
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 エ 踏切道の統廃合の促進 

   ・ 踏切道の立体交差化、構造改良等の事業に併せて、地域住民の通行に特に支障を及ぼさないと認

められる踏切道について、統廃合を促進 

オ その他踏切道の交通の安全及び円滑化を図るための措置 

   ・ 踏切道予告標、踏切信号機、横断歩道橋等の設置等 

 

 

６ 近年発生した鉄道運転事故等を契機とした安全対策の状況 

  

鉄道運転事故等 事故の概要及び安全対策の状況 

列車衝突事故 

(京福鉄道㈱) 

平成 12 年 12 月 17 日 

【事故の概要】 

京福鉄道永平寺線上り列車が、ブレーキ故障により越前本線との分岐駅（現在、

永平寺駅）に停車できないまま越前本線に進入し、下り列車と正面衝突（死者１名、

重軽傷者 24 名）。さらに、平成 13 年６月 24 日、普通列車の運転士の信号確認ミス

により急行列車と正面衝突（重軽傷者 24 名）する事故が発生 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、この事故を契機に、中小地方鉄道事業者を対象とした安全性緊急

評価事業を平成 14 年度及び 15 年度に実施 

ホーム転落死亡事故 

(JR 東日本㈱) 

平成 13 年１月 26 日 

【事故の概要】 

JR 東日本山手線新大久保駅で泥酔した男性がホームから転落、その男性を助け

ようとしてホームから飛び降りた韓国人留学生ら２名の計３名が折から進入して

きた電車にひかれ死亡する事故が発生 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、全鉄道事業者に対し、非常停止押しボタン又は転落検知マットの

設置など、プラットホームからの転落事故に対する安全対策を通知（平成 13 年２

月 19 日） 

鉄道人身障害事故 

(JR 西日本㈱) 

平成 14 年 11 月６日 

【事故の概要】 

JR 西日本の神戸線塚本・尼崎間で快速電車に接触した中学生を救助中の消防署

員が列車にはねられる事故（消防署員１名死亡、１名重傷）が発生。原因は、救助

現場にいた当該事業者の現場係員が安全確認を怠ったまま不正確な情報を運転指

令に伝達したことや、事故発生時における対応マニュアルが未整備であったことに

よる。 

【安全対策の状況】 

総務省（消防庁）及び国土交通省は、二次災害の防止の観点から、鉄道災害への

対応について、鉄道事業者と消防機関が協議し取決め等を行うようそれぞれ都道府

県、鉄道事業者に通知（平成 14 年 11 月 11 日） 
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鉄道運転事故等 事故の概要及び安全対策の状況 

韓国地下鉄放火事件

平成 15 年２月 18 日 

 

【事故の概要】 

韓国のテグ市地下鉄駅構内でガソリンによる放火事件が発生（死者 192 名、重軽

傷者 148 名）。多くの死傷者が発生した原因は、車両や駅施設が「不燃材」でなく

「難燃材」が使用されていたことや、駅構内の通気性の悪さ、非常口のわかりにく

さなどによるもの 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、この事件を契機に、地下駅の火災対策として、ガソリンによる放

火を想定した新たな基準を設定（平成 16 年 12 月 27 日） 

新幹線運転士の居眠

り運転 

（JR 西日本㈱） 

平成 15 年２月 26 日 

【事故の概要】 

JR 西日本山陽新幹線の運転士が広島発東京行き「ひかり」を運転中、岡山県金

光町のトンネル内から岡山駅までの約９分間（約 31 キロメートル）を最高時速 270

キロメートルで居眠りしたまま走行した結果、ATS（自動列車制御装置）が作動し、

岡山駅ホームの途中で停止。新幹線の運転士は専門医の検査の結果、SAS（睡眠時

無呼吸症候群）であることが判明 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、全鉄道事業者に対し、SAS への対応について、「必要な措置を講

じる」よう通知（平成 15 年３月５日） 

輸送障害 

（JR 東日本㈱） 

平成 15 年９月 28 日 

【事故の概要】 

JR 東日本中央線三鷹・国分寺間の高架切換工事において、転てつ器及び踏切保

安装置に関する配線誤りと転てつ器の連動装置との接続不具合があり、ポイント表

示に異常が生じた結果、利用者の利便を著しく阻害する輸送障害（運休 477 本、遅

延 37 本）が発生 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、事業改善命令を発出（平成 15 年 12 月 19 日） 

定期検査の虚偽報告 

（JR 西日本㈱） 

平成 16 年５月 20 日 

【事故の概要】 

JR 西日本山陽新幹線の広島県内の一部区間を管理する三原新幹線保線区西条管

理室が平成 12 年４月から約２年間にわたり鉄道営業法に基づく定期検査を一部し

か実施していないのにもかかわらず、すべて実施したように見せかける虚偽報告を

していたことが判明 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、事業改善命令を発出（平成 16 年８月 13 日） 

列車脱線事故 

（JR 東日本㈱） 

平成 16 年 10 月 23 日 

【事故の概要】 

新潟県中越地震による JR 東日本上越新幹線の列車脱線事故が発生 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、活断層と交差しており耐震対策が必要なトンネルについては平成

19 年度までに対策を、中間部付近が拘束されている高架橋柱については詳細調査

を行い、18 年度までに耐震補強を実施。その他の新幹線の高架橋柱の耐震補強は

19 年度までに完了する予定 
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鉄道運転事故等 事故の概要及び安全対策の状況 

列車脱線事故 

（土佐くろしお鉄道

㈱） 

平成 17 年３月２日 

【事故の概要】 

土佐くろしお鉄道岡山駅発宿毛駅行きの特急列車が宿毛駅構内で線路の車止め

を乗り越え、駅舎の壁に衝突し脱線する事故が発生（死者１名、負傷者 12 名） 

【安全対策の状況】 

国土交通省は自動列車停止装置（ATS）等を設けなければならないこととする技

術基準省令の一部改正を実施（平成 18 年３月 24 日） 

踏切障害事故 

（東武鉄道㈱） 

平成 17 年３月 15 日 

【事故の概要】 

東武鉄道伊勢崎線竹ノ塚駅付近の踏切で、踏切保安係が安全確認を怠って遮断機

を上げ、踏切内に入った通行人４名が準急列車にはねられる事故が発生。原因は、

踏切保安係が下り準急列車の接近を十分確認しないまま、遮断機を上げたことによ

る。 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、全鉄道事業者に対し、手動式踏切の確実な操作の徹底を指導（平

成 17 年３月 16 日） 

列車脱線事故 

（JR 西日本㈱） 

平成 17 年４月 25 日 

【事故の概要】 

兵庫県尼崎市の JR 西日本福知山線塚口から尼崎駅間の第１新横枕踏切の手前の

右急カーブする地点で、制限速度を超過する走行等により宝塚駅発同志社前駅行き

快速電車の車両７両のうち４両が脱線、うち２両がマンションに激突、大破し、107

名の死亡者と 500 名を超える負傷者を生じた事故が発生。原因は、現在、航空・鉄

道事故調査委員会が調査中 

【安全対策の状況】 

◆ 事故防止対策の検討及び実施 

   国土交通省に「福知山線事故対策本部」を設置(平成 17 年４月 25 日) 

早急に再発防止対策を検討するため、同省鉄道局に「福知山線事故再発防止対

策検討チーム」を設置（平成 17 年４月 28 日）等 

○ 急曲線に進入する際の速度制限に関する対策として、 

速度超過防止用ＡＴＳ等を緊急整備（平成 17 年度から 21 年度に整備予定）

（整備予定箇所：2,865 箇所(JR2,284 箇所、大手民鉄 414 箇所、中小 167 箇所）)

○ 列車防護の在り方等について検討中（技術基準検討委員会 平成 17 年６月

～ ） 

○ 運転士の教育手法等の在り方について検討中（運転士の資質向上検討委員会

平成 17 年９月～ ） 

 

◆ 法令の改正等事項   

（平成 18 年７月１日施行） 

○ 鉄道に関する技術基準を定める省令を改正（平成 18 年３月 24 日） 

ⅰ）速度制限装置の設置、ⅱ）運転士異常時列車停止装置の設置、ⅲ）運転

状況記録装置の設置、ⅳ）飲酒や薬物を使用した状態での運転の禁止  
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鉄道運転事故等 事故の概要及び安全対策の状況 

（平成 18 年 10 月１日施行） 

○ 運輸関係事業法（鉄道事業法等）を改正（平成 18 年３月 31 日） 

・ 陸・海・空の運輸事業者に輸送の安全性の向上の取組及び安全管理規程の

作成・届出等を義務化 

○ 動力車操縦者運転免許に関する省令を改正（平成 18 年７月 14 日） 

・ 運転士の身体の状態に関して必要な条件を付す必要があると認めたとき

は、運転士に対し身体検査結果の提出を求められる等を規定 

○ 新たに鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則を制定（平成 18 年７月 14

日） 

・ 鉄道事業者に対して運転士の資質の維持・管理の状況についての報告を義

務化 

列車脱線事故 

（JR 東日本㈱） 

平成 17 年 12 月 25 日 

【事故の概要】 

山形県庄内町榎木の JR 東日本羽越本線北余目駅から砂越駅間の第２最上川橋り

ょうで、秋田発新潟行き上り特急が、橋りょう通過直後に全車両６両が脱線、うち

３両が転覆し、先頭車両が沿線にある養豚場の飼料小屋に激突大破し、５名の死者、

33 名の負傷者を生じた事故が発生 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、全鉄道事業者に対し、風速計の緊急点検を指示（平成 17 年 12

月 26 日）するとともに、当面の強風対策の実施について通知（平成 18 年３月３日）

輸送障害 

（JR 東日本㈱） 

平成 18 年 2 月 20 日 

【事故の概要】 

山手線新橋駅と浜松町駅との間において、線路下の工事に起因すると思われる線

路の沈下により輸送障害が発生。また、平成 18 年４月 24 日にも山手線及び山手貨

物線高田馬場駅付近において、線路下の工事に起因すると思われる線路の隆起によ

り輸送障害が発生 

【安全対策の状況】 

国土交通省は、原因究明と再発防止の徹底を図るよう指導 

列車脱線事故 

（JR 西日本㈱） 

平成 18 年 11 月 19 日 

【事故の概要】 

  JR 西日本の津山線牧山駅と玉柏駅との間において、斜面からの落石に起因する

と思われる事象により、走行中の列車が脱線し、25 名の負傷者を生じた事故が発

生。原因については、航空・鉄道事故調査委員会において調査中 

【安全対策の状況】 

  国土交通省は、全鉄道事業者に対し、鉄道と道路が近接する区間において、落石

等により、災害が発生した場合には、必要に応じ、関係道路管理者に情報を速やか

に提供し共有化を図るよう指導   
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第３ 行政評価・監視結果 

 

１ 事後チェックの効果的な実施 

勧            告 説明図表番号

運輸大臣(当時。現在は国土交通大臣)は、「規制緩和推進３か年計画」（平成 10 年３月

31 日閣議決定）に基づく措置を講ずるため、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック

型の行政への転換を目的として、鉄道行政の在り方について運輸技術審議会（当時。現在

は交通政策審議会）に諮問した。 

表 1－① 

 

 

表 1－② 

平成 10 年 11 月の運輸技術審議会の答申「今後の鉄道技術行政のあり方について」（平成

10 年 11 月 13 日運輸技術審議会答申第 23 号。以下「答申」という。）においては、 

表 1－③ 

 

ⅰ）鉄道事業者への事前規制は、鉄道が社会的に求められる安全性等の水準を確保するた

めに必要な最小限のものとする、 

 

 

ⅱ）万一適切な鉄道運営が行われていない場合には、その状況を是正するため、事後チェ

ック型の行政手法を充実させる。このため、運営状態に関する情報の収集、鉄道事業者

への立入検査、事故等の調査・分析等を充実させる、 

 

 

 

ⅲ）利用者に対する情報公開により、利用者自らが鉄道の実情を的確に判断できるような

環境を整備する 

 

 

との行政手法の在り方が示された。  

答申を踏まえ、国土交通省は、事前規制の緩和と事後チェックの充実のため、ⅰ）鉄道

施設・車両の構造、運転取扱い等を定める技術基準の性能規定化、ⅱ）認定鉄道事業者制

度の導入、ⅲ）立入検査の充実、ⅳ）インシデント情報の収集、ⅴ）利用者に対する情報

公開の推進等の一連の措置を講じている。 

表１－④ 

 

 

 

  

（１）規制緩和の一環で設けられた制度  

平成 12 年度から 13 年度にかけて、事前規制の緩和と事後チェックの充実のため、

①認定鉄道事業者制度、②鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交

通省令第 151 号。以下「技術基準省令」という。）の実施に関する基準の鉄道事業者に

よる策定・届出制度及び③インシデント等の情報の鉄道事業者による届出制度が新た

に導入された。 

表１－④ 

 

 

 

 

今回、これらの制度の実施状況を調査した結果、次のような状況がみられた。  

  

ア 認定鉄道事業者制度  

（制度の概要）  

認定鉄道事業者制度は、事前規制の緩和と事後チェックの充実の一環として、鉄

道事業法（昭和61年法律第92号）の一部改正により、平成12年３月に導入された。 

表１-③、④ 

 

認定鉄道事業者制度については、鉄道事業法第14条第２項において、ⅰ）鉄道施

設・車両の設計に関する業務の能力が一定の基準に適合していると国土交通大臣が

認定した鉄道事業者（以下「認定鉄道事業者」という。）が、ⅱ）鉄道施設・車両

を設計し、かつ、技術基準省令に適合することを確認（以下「認定鉄道事業者の設

計・確認業務」という。）した場合には、ⅲ）鉄道施設の工事の施行の認可、車両

表 1-(1)-ア -

① 

図 1-(1)-ア -

①、② 
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の確認等の申請又は届出に際し、記載事項又は添付書類の一部を省略することがで

きるとされている。 

 

 

 認定の有効期間は、鉄道事業法施行規則（昭和62年運輸省令第６号）第25条第１

項において、ⅰ）鉄道施設の設計及び
しゅん

 竣 工並びに車両の設計の確認を行う者にあ

っては５年、ⅱ）鉄道施設又は車両の設計の確認を行う者にあっては10年とされて

いる。 

 

 

 また、鉄道事業法第56条第１項において、国土交通大臣は、職員に鉄道事業者の

事業場に立ち入り、鉄道施設、書類等の物件を検査させ、又は関係者に質問させる

こと（以下「立入検査」という。）ができるとされているほか、鉄道事業法第14条

第４項において、認定鉄道事業者の設計・確認業務が法令に従って適切に実施され

ていないなどの場合には、認定を取り消すことができるとされている。 

 

 

 

 

 平成17年度末現在、41鉄道事業者の78事務所が、認定鉄道事業者に認定されてい

る。 

表 1-(1)-ア -

② 

  

（調査結果）  

今回、認定鉄道事業者に対する立入検査の実施状況を調査した結果、次のような

状況がみられた。 

 

 

新規の認定に際し、地方運輸局の職員は、認定を受けようとする鉄道事業者の設

計・確認業務の能力について、認定申請書の審査を行うほか、次の事項について立

入検査を実施している。 

表 1-(1)-ア -

③ 

 

ⅰ）鉄道施設等の設計が技術基準省令に適合しているか確認する「設計管理者」、

設計管理者等の業務を統括管理する「業務統括管理者」等の要員が適正に選任さ

れていること 

 

 

 

ⅱ）設計の方法、設計の確認の方法等が適切であること  

ⅲ）必要な教育及び訓練が実施されていること 等  

また、認定の更新の際にも、国土交通省は、同様の立入検査を実施することとし

ている。 

 

 

しかしながら、認定の有効期間の途中における認定鉄道事業者の設計・確認業務

の能力に係る立入検査の実施については、明確な方針が立てられておらず、全国９

地方運輸局のうち２地方運輸局が大規模な輸送障害等を契機として実施したにと

どまっている。また、９地方運輸局が平成14年度から16年度までに23認定鉄道事業

者の37事務所の保安監査（鉄道事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、輸送の

安全を確保するための取組が適切であるかどうか、鉄道施設・車両の管理及び保守

並びに運転取扱いが適切であるかどうかについて行う監査。以下同じ。）で立ち入

った際に、認定鉄道事業者の設計・確認業務の実施状況について検査を行っている

のは、４地方運輸局で、その対象は７認定鉄道事業者の11事務所（30％）となって

いる。 

 

 

 

表 1-(1)-ア -

④ 

 

 

 

 

 

平成14年度から16年度までに鉄道事業者の責任による鉄道運転事故及び輸送障

害が発生した31認定鉄道事業者について、その発生原因をみると、認定鉄道事業者

の不適切な設計・確認業務によるもの（踏切設備の設計図面が技術基準省令に適合

しているか否かを確認せずに施工）が、１認定鉄道事業者の１事務所で１件発生し

 

事例 1-(1)-ア

-① 
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ている。  

この１件は、国土交通省が輸送障害の発生を契機として実施した保安監査で立ち

入った際に、当該認定鉄道事業者の不適切な設計・確認業務の実態を把握し、事業

改善命令を発出している。 

 

 

 

また、１地方運輸局が、認定の有効期間中の１認定鉄道事業者の事務所に立入検

査を実施した結果、ⅰ）設計確認書に業務統括管理者への報告日の記載がなく、報

告が行われたか否か明らかでない、ⅱ）設計確認日と完了報告日の記載が実際と異

なっている、ⅲ）記録が残されておらず、業務統括管理者が確認・指示したか否か

明らかでない等の不適切な実態が判明している。 

事例 1-(1)-ア

-② 

 

 

 

このようなことから、認定鉄道事業者の設計・確認業務について立入検査を実施

することにより、不適切な設計・確認業務の事例を収集・整理することができ、こ

れを認定鉄道事業者に周知すれば、同事業者の設計・確認業務の適正化に資すると

認められる。 

 

 

（所見） 
しゅん

竣したがって、国土交通省は、鉄道施設の設計及び 工並びに車両の設計の確認

の適正化を図る観点から、保安監査等の際に、認定鉄道事業者の設計・確認業務が

適切に実施されているかを検査するとともに、不適切な設計・確認等の事例及び留

意事項を整理し、認定鉄道事業者に周知する必要がある。 
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（説 明） 

表１－① 「規制緩和推進３か年計画」（平成 10 年３月 31 日閣議決定。抜粋） 

 

  我が国経済社会の抜本的な構造改革を図り、国際的に開かれ、自己責任原則と市場原理に立つ自由で

公正な経済社会としていくとともに、行政の在り方について、いわゆる事前規制型の行政から事後チェ

ック型の行政に転換していくことを基本とする。 

  このため、 1.経済的規制は原則自由、社会的規制は必要最小限との原則の下、規制の撤廃、又はより

緩やかな規制への移行、 2.検査の民間移行等規制方法の合理化、 3.規制内容の明確化、簡素化、 4.規

制の国際的整合化、 5.規制関連手続の迅速化、 6.規制制定手続の透明化を重視し、下記により、平成

10 年度（1998 年度）から 12 年度（2000 年度）までの３か年にわたり規制緩和等を計画的に推進する。

 

記 

１ 横断的検討、見直しの推進等 

(1) 事業参入規制の見直し 

（略） 

(4) 基準・規格及び検査・検定の見直し  

基準・規格及び検査・検定については、基準・方法等に関し、外国データの受入れ、相互承認制

度の導入を含め、国際的整合化を図るとともに、自己確認、自主保安、自主検査の導入などに向け

て見直しを進め、政府の直接的な規制を必要最小限とする。 

 その際、業界団体、公益法人など民間を活用した認証及び検査・検定については、競争原理の導

入を図ることを基本とする。 

 また、規制を受ける国民の負担を軽減し、技術開発の促進、設備管理の効率的実施等を促進する

観点から、適切な場合において性能規定化を進める。  

 

（別紙） 

 分野別措置事項 

５ 運輸関係 

(4) 鉄道事業 

実施予定時期 備考 所

管

事項名 措置内容 

平

成

12

年

度

平

成

11

年

度

平

成

10

年

度

省

庁

運○旅客

鉄道事

業に係

る需給

調整規

制 

旅客鉄道事業に係る

需給調整規制につい

て、運輸政策審議会の

答申に基づき、平成 11

年度に廃止する。その

際、退出規制について

は、事業者の主体性を

尊重した運用を行う。 

 11

年

度

 10 年６月までに運輸政策審議会の答

申 輸

省貨物鉄道事業に係る需給調整規制に

ついては、国鉄改革の枠組みの中で日本

貨物鉄道株式会社の完全民営化等経営

の改善が図られた段階で廃止する。 

また、貨物鉄道運賃に係る規制につい

ては、その段階で届出制へ移行する（概

ね４年後目標）。 

 

（注）下線は、当省が付した。 

 - 19 -



表 1－② 運輸技術審議会諮問第 23 号（平成９年 12 月 19 日） 
 

 運輸大臣(当時。現在は国土交通大臣)は、「規制緩和推進３か年計画」（平成 10 年３月 31 日閣議決定）に基

づく措置を講ずるため、いわゆる事前規制型の行政から事後チェック型の行政への転換を目的として、今後

の鉄道技術行政の在り方について運輸技術審議会に諮問した。 

 

 

○ 運輸技術審議会諮問第 23 号 

 

今後の鉄道行政のあり方について 

 

［諮問理由］ 

近年、鉄道システムを支える様々な技術分野で技術革新が進んでおり、我が国の鉄道は大きく変化して

きている。例えば、ハード面では、エレクトロニクス技術の活用により、システムの高度化、ブラックボ

ックス化が進展し、ソフト面でも、保守や運行管理手法の近代化が図られている。このような技術の高度

化は、システムとしての鉄道をより高度化し、安全性や快適性の向上をもたらしたが、一方で、技術の伝

承を困難なものとしたり、高度な技術を導入できる鉄道とできない鉄道の二極分化を生じさせる等の新た

な問題ももたらしている。また、このような技術の進展にもかかわらず、重大な事故が今なお発生してい

る状況でもある。さらに、鉄道を取り巻く経営環境の変化に伴い、省力化、低コスト化も極めて強く求め

られている。 

鉄道技術行政についても、旧来からの技術体系を前提に構築されているしくみこのような状況を受け、

から、鉄道技術の変化を踏まえた新たなしくみへと変革していくことが求められている。 

 また、地球環境問題、高齢化社会への対応等、利用者のみならず国民全般からの要請もますます高度化、

多様化しており、これらの問題への対応も喫緊の課題である。 

 さらに、運輸省においては、経済社会環境の変化に対応して交通運輸における需給調整規制廃止を行う

こととしたところであり、この効果を最大限発揮するため、技術分野においても、適切な対応が必要であ

る。 

このように、鉄道技術行政を取り巻く環境が大きく変化している中にあって、さらなる安全の確保、利

便の増進、新たなニーズへの対応、規制緩和の一層の推進等の諸課題に対処するため、今後の鉄道技術行

政の基本的なあり方を明らかにする必要がある。 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

   ２ 下線は、当省が付した。 
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表１－③  
「今後の鉄道技術行政のあり方について」（平成 10 年 11 月 13 日運輸技術審議会答申第 23 号。抜粋） 

 

第 1 章 鉄道技術行政の基本方針 

(略) 

Ⅱ 今後の鉄道技術行政の基本方針 

１ 鉄道技術行政の基本方針 

     (略) 

３ 行政手法のあり方 

鉄道技術行政の手法は、鉄道事業の活性化を図るため、鉄道事業者等の自主性、主体的判断を尊

重できるものとする一方、国民からの要請を効果的に実現できるものとしなければならない。この

ためには、許認可等の事前規制を量小限とすることにより合理化するとともに、鉄道の運営状態を

監視、評価し、その結果に基づき改善等を求める事後チェックを充実すべきである。具体的には、

鉄道技術行政は以下のような手法によるべきである。 

鉄道事業者への事前規制は、鉄道が社会的に求められる安全性等の水準を確保するために必要① 

な最小限のものとする。このため、事前規制は、以下のとおりとする。 

(ア) 鉄道が社会的に求められる安全性等の水準は、国が技術基準として示す。なお、この基準

は、新技術の導入等に柔軟に対応できるものとする。 

一定の技術力を有する鉄道事業者が増加(イ) する一方、適切な支援と監督を必要とする鉄道事

業者も多数存在することから、個々の施設等に対する事前規制は、鉄道事業者がその事業内

容に対応した十分な技術力を備えているか否かに応じたものとする。 

万一適切な鉄道運営が行われていない場合にその状況を是正するため、事後チェック型の行政② 

手法を充実させる。このため、運営状態に関する情報の収集、鉄道事業者への立入検査、事故等

の調査・分析等を充実させる。 

利用者に対する情報公開により、利用者自らが鉄道の実状を的確に判断できるような環境を整③ 

備する。また、鉄道事業者の自主的な安全性や利便性等の向上を目指した取組みを促進するよう

な施策を講じる。 

 (略) 

第３章 主要な施策のあり方 

Ⅰ 技術基準のあり方 

(1) 技術基準の性能規定化 

技術的な面から、鉄道事業者の自主性、主体的判断の幅を拡大するためには、法令に基づく技術

基準(以下「省令等」という。) の技術的な自由度を拡大しなければならない。 

現在の省令等は、その多くが仕様や規格を具体的に示した、いわゆる仕様規定となっている。こ

れは、具体的な基準が明示されているため、技術力にかかわりなく同一の判断を行うことが可能で

あるが、新技術や、個別事情への柔軟な対応には欠ける。 

省令等は、原則として、備えるこの問題点を改善し、鉄道事業者の技術的自由度を高めるため、

べき性能を規定した、いわゆる性能規定とする必要がある。なお、その規定は、体系的に、かつで

きる限り具体的な性能要件を示したものとすることが適当である。 

 

 

（続  く） 
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一方、省令等の性能規定化により、高度な技術的判断ができない鉄道事業者において具体的な判

断が困難となったり、許認可等の審査に際しての判断基準があいまいになったりするおそれがある。

このため、性能規定化された省令等の解釈を、強制力を持たない形で具体化、数値化して明示して

おく必要がある。(以下、この基準を「解釈基準」という。) 

 また、鉄道事業者は、省令等に適合する範囲内で、個々の鉄道事業者の実状を反映した詳細な技

術基準 (以下、「実施基準」という。) を策定し、これに基づき施設及び車両の設計や運用を行う必

要がある。 

この結果、鉄道事業者は、省令等で示される社会的水準を確保しつつ、自らの責任で、新技術の

導入や線区の個別事情を反映させることができるようになる。また、高度な技術的判断が困難な鉄

道事業者においても、解釈基準を参考に実施基準を策定することができ、社会的に求められる安全

性等の水準を満たした鉄道運営を容易に行うことが可能となる。 

(2) 技術基準に関する手続きのあり方 

実施基準については、以下の理由から、その策定又は変更に際し、事前に国にその内容を届出るよ

うにする必要がある。 

(ｱ) 解釈基準によらない実施基準については、安全の確保等の観点から、国がその内容を事前に把

握すべきである。なお、これにより、実施基準が解釈基準と異なる場合、国は、必要に応じ、安

全の確保等がなされているかどうかについて鉄道事業者に説明を求めることが可能となる。 

解釈基準にない新技術等を速やかに解釈基準に反(ｲ) 国が実施基準の内容を把握することにより、

映させ、多くの鉄道事業者に普及させることが可能となる。 

(ｳ) 実施基準をあらかじめ把握しておくことによって、個別の手続きや事後チェックを効率的かつ

迅速に行うことが可能となる。 

             （略） 

(3) 技術基準の内容 

国が役割を果たすべき内容を踏まえ、省令等に盛り込むべき事項は、社会的に求められる一定の

水準を示す必要がある最小限のものとすべきである。 

具体的には、以下の事項を必要最小限の事項として定めることが適当である。 

(ｱ) 安全の確保に関する事項 

(ｲ) 計画した輸送の確保に関する事項 

(ｳ) 移動制約者への配慮に関する事項（内容は、他の公共施設における規定と同程度の義務化とする。）

(ｴ) 環境への配慮に関する事項 

  

Ⅱ 事前規制のあり方 

１ 事業者認定制度 

(1) 技術力に応じた事前規制制度導入の必要性 

鉄道事業の活性化を促進し、あわせて鉄道事業者の負担軽減を図るためには、個々の施設整備

等に対する事前規制は、鉄道が求められる安全性等の社会的水準を確保するために必要となるも

のに限らなければならない。 

(略) 

現行の事前規制制度に加えこのため、 、以下のような制度（以下「認定制度」という。）を新

たに設けるべきである。 

 

（続  く） 

 - 22 -



鉄道事業者の申請によりその技術力を国が事前に評価し、一定の基準を満たした技術力を有     (ｱ) 

する場合にはその鉄道事業者を認定する。（認定を受けた鉄道事業者を以下「認定事業者」と

いう。） 

認定事業者が受ける国の事前規制は、その技術力に応じて必要最小限のもの          (ｲ) とする。 

 なお、このような制度を適用しても従前どおりの安全性等が確保されるようにしなければな

らない。このためには、国の事前規制を大幅に緩和しても、自らの責任により安全性等が確保

できるよう、国が必要な技術基準の整備と適切な事後チェックを行う必要がある。 

            （略） 

       (6) 認定事業者に対する事後チェック 

        ① 認定の更新  

          鉄道事業者の技術力は、事業環境の変化、時間の経過とともに変化する可能性があるため、

一定の期間ごとに、認定を更新する必要がある。 

          更新の期間は他の類似の例を参考に５年程度とし、更新時には国が立入検査を行い、過去に

おいて認定業務が適切に行われていたか否かを確認することが適当である。 

           ② 認定の取消等 

認定事業者が認定の基準に適合しなくなった場合又は認定業務が適切に行われていなかっ          

た場合には、当該認定の全部若しくは一部の停止又は取消しを行えるようにする必要がある。

        ③  他の事後チェック制度との関係 

認定事業者においても、その他の鉄道事業者と同様に監査を行う必要があるが、このうち定期

的に実施する監査については、①の観点を除いて実施することが適当である。 

 

Ⅲ 事後チェックのあり方 

１ 事後チェック充実の必要性 

鉄道の安全性等を確保するためには、鉄道事業者自らが努力することは当然であるが、国も、事

前規制だけでなく、立入検査等により安全等の確認を行い、万一鉄道事業者が不適切な事業運営を

行っている場合又は事故等を起こした場合には、是正のための措置を講じなければならない。 

（略） 

監査による事後チェさらに、事前規制も大幅に緩和されることから、安全等の確保のためには、

ックが従来にも増して重要となる。 

発生した個々の事故等の原因究明を行い、同種事故の再また、効果的な安全対策を講じるには、

発防止に取組むことが重要である。このためには、事故等の調査・分析を通じ、事故等を教訓とし

て安全対策に活かせるためのしくみの構築が不可欠である。 

さらに近年、利用者等からの要請は安全確保に留まらず多様化しており、これらの要請に対応す

る必要も生じている。 

したがって、監査及び事故等の調査・分析による事後チェックを充実させるべきである。 

２ 監査のあり方 

(1) 効果的、機動的な監査の実施 

効果的、機動的な監査を実施するためには、その頻度及び内容は、鉄道事業者の事故の発生状

況、運行の状況等を勘案して定めなければならない。したがって、定常的に鉄道事業者ごとにこ

れらの状況を把握し、これをもとに監査の実施計画を策定する必要がある。 

（続  く） 
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また、このためには、鉄道事業者から、定期的に事業の実施状況等についての報告を受け、こ

の情報を分析する必要がある。  

（略） 

３ 事故等の調査・分析のあり方 

(1) 国による事故等の調査・分析の必要性 

       より安全な鉄道を目指すためには、事故等の教訓を活かし、問題の所在に的を絞った効果的な

対策を講じること等により、同種の事故を未然に防止することが極めて重要である。 

事故等の調査・分析このためには、事故の原因究明及び同種事故の再発防止を目的とした を行

うとともに、その知見を集積し、安全対策に反映させていかなければならない。 

事故等の原因の究明等この場合、 は、一義的には鉄道事業者が行うものであるが、事故等の当

事者という立場を離れ、公平・中立の立場から、国が事故等の調査・分析を行うとともに、鉄道

事業者の事故等の調査・分析結果を的確に評価することが必要である。 

したがって、今後、国が事故調査等を行うための体制を整備する必要があり、以下に示す留意

事項を踏まえつつ、所要の検討を進めていく必要がある。 

      (2) 国が事故等の調査・分析を行う際の留意事項  

      ① 事故等の調査・分析の対象範囲 

国が行う事故等の調査・分析は、鉄道事業者が軽微な事故等を含め広範囲に調査等を行うこ

とを前提とすれば、発生した事故等の被害の大きさ等を考慮しながら重点的に行うべきである。

一方、事故等には至らないが、安全に影響を及ぼす、又は及ぼすおそれのある事象（以下「イ

ンシデント」という。）が多く存在していることも指摘されている。このようなインシデントを

分析し、事故等の未然防止に役立てることが、事故等の防止のために有効である。このため、イ

ンシデントについても鉄道事業者だけでなく、国も事故等の防止のために重要なものについて、

調査・分析を行う必要がある。 

また、統計的手法による調査・分析を行い、有効な対策を検討する必要もある。 

      ② 事故等の報告 

事故等について、国が必要な調査・分析を行うとともに、鉄道事業者の調査・分析結果の評

価を行うためには、鉄道事業者からの適切な報告が不可欠である。 

インシデントについても、国が分析等を行うためには、鉄道事業者による的確な把握また、

と、これを国に報告するためのしくみを整備しておかなければならない。 

したがって、鉄道事業者から国への事故等の報告は、分析等を行うための基礎資料として、

必要な情報を的確かつ効率的に把握できるようなものとする必要がある。 

      ③ 事故等の調査・分析の内容等 

事故等の調査・分析        については、原因究明、再発防止対策のほか、乗客等の被害軽減方策の

調査も行うことが望ましい。 

        なお、迅速、的確な原因究明には、客観的な事実の裏付けが不可欠であるため、列車の運行

状況を記録し、これを調査・分析に使用できるようにすることが有効である。 

      ④ 事故等の調査・分析結果の反映 

事故等の調査・分析結果は        、当該鉄道事業者の安全対策に反映するだけでなく、鉄道事業者

等で共有し、他の鉄道事業者における事故等の未然防止対策に反映することが重要である。 
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このため、国が行った調査・分析結果だけではなく、鉄道事業者が行った調査・分析結果に

ついても鉄道事業者等で情報の共有化や知見の集積が図られるようにする必要がある。 

また、調査・分析結果を、国の技術基準や安全性向上のための施策に反映させていく必要も

ある。 

⑤ 事故等の情報公開 

鉄道事業者から国に提出された報告や国の調査・分析結果については、利用者等が鉄道の実態

をより正確に把握できるようにするため、適切な情報公開を行っていく必要がある。 

⑥ 事故等の幅広い調査・分析 

事故等の調査・分析をさらに深度化するためには、大学や民間の研究機関に対し、事故等に

関する技術的情報を公開し、調査・分析や安全対策の提言が幅広く行われるようにする必要が

ある。 

 

Ⅳ 利用者等への安全性、利便性等に関する情報公開のあり方 

(1) 利用者等への安全性、利便性等に関する情報公開の必要性 

以下の理由から、安全性、利便性等に関する情報を利用者等に公開していくことが必要である。 

(ア)  利用者が適切に鉄道を選択できるようにするための環境整備 

鉄道事業について、鉄道事業者の自己責任を原則としたものとするためには、市場原理が

有効に働く環境を整備していくことが重要である。しかし、他の交通機関と競合性の高い路

線であっても、情報の公開が十分でなかったり、専門的な情報が理解されにくかったりする

ことにより、適切な選択が困難な場合がある。このため、利用者が、安全性、利便性等に関

する十分な情報をもとに鉄道を選択できる環境を整備し、市場原理をより有効に機能させる

ようにする必要がある。 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

   ２ 下線は、当省が付した。 
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表 1－④ 国土交通省における運輸技術審議会答申を踏まえた制度改正（概要） 

  

１ 普通鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 14 号）等５省令を統合して鉄道に関する技術上の基準を定

める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号）を制定。これにより、鉄道事業者が個々の実情を反映した

鉄道施設・車両の構造及び取扱いに関する詳細な実施基準を作成し、国に届け出る仕組みに改定 

 

認定鉄道事業者制度を創設２ (平成 12 年３月１日)し、鉄道施設・車両の設計に関する業務の能力を認定

し、設計確認やしゅん工確認を事業者が自ら行うことを認める。 

 

「鉄道事業保安監査の実施方針及び重点項目の策定について」（平成 11 年２月 23 日付鉄保第 14３ 号、鉄

施第 39 号鉄道局保安車両課長、施設課長通知。）により事後チェックの強化（事業者の実態を勘案し重

点的・計画的な監査を実施、監査項目も実態に応じて重点化、特に必要と認められる場合は特別監査を

実施) 

 

４ 鉄道事故を航空事故調査委員会の調査対象に追加（航空事故調査委員会設置法（昭和 48 年法律第 113

号）の改正（平成 13 年１月施行）） 

 

インシデントを５ 鉄道事故等報告規則（昭和 62 年運輸省令第８号）の改正(平成 13 年８月 31 日)により

国土交通省を通じて航空・鉄道事故調査委員会に報告（鉄道事業者がインシデントを国へ報告する仕組

みを整備し、調査・分析へ反映、情報公開) 

 

（注）国土交通省の資料に基づき当省が作成した。 
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表 1-(1)-ア-①        認定鉄道事業者に関する法令（抜粋） 

○ 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号） 

 

（認定鉄道事業者等） 

第 14 条 国土交通大臣は、鉄道事業者の申請により、鉄道施設又は車両の設計に関する業務を一体的

かつ有機的に実施する事務所ごとに、当該業務の能力が国土交通省令で定める基準に適合すること

について、認定を行う。 

２ その設置する事務所について前項の認定を受けた鉄道事業者（次項において「認定鉄道事業者」

という。）は、第８条第１項、第９条第１項若しくは第３項（これらの規定を第 12 条第４項におい

て準用する場合を含む。）、第 12 条第１項若しくは第２項又は前条の規定に基づく認可若しくは確

認の申請又は届出に際し、国土交通省令で定めるところにより、その設置する事務所であって前項

の認定を受けたものが鉄道施設又は車両を設計し、かつ、鉄道営業法第１条の国土交通省令で定め

る規程に適合することを確認した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に

係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手

続によることができる。

３ （略） 

４ 国土交通大臣は、第１項の認定を受けた事務所が同項の国土交通省令で定める基準に適合しなく

なったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 

（立入検査） 

第 56 条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道

事業者（許可受託者を含む。）の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若し

くは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることが

できる。 

 

○ 鉄道事業法施行規則（昭和 62 年運輸省令第６号） 

 

（設計に関する業務の種類等） 

第 23 条 法第 14 条第１項の認定は、次に掲げる鉄道施設又は車両（以下「鉄道施設等」という。）の

設計に関する業務の種類（以下「業務の種類」という。）ごとに行う。 

   一 第９条第１号から第３号までに掲げる鉄道施設（以下「鉄道土木施設」という。）の設計に関す

る業務 

   二 第９条第４号から第６号までに掲げる鉄道施設（以下「鉄道電気施設」という。）の設計に関す

る業務 

   三 車両の設計に関する業務 

  ２ 前項の認定は、業務の種類ごとに第 27 条及び第 28 条に規定する簡略化された手続によることがで

きる業務の能力又は第 27条の２及び第 28条の２に規定する簡略化された手続によることができる業

務の能力の別に応じて行う。 

  ３ 第１項の認定は、第４条各号に掲げる鉄道の種類の別（普通鉄道にあっては、新幹線鉄道又はそれ

以外の普通鉄道の別を含む。）その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。 

 

（認可の申請） 

第 24 条 法第 14 条第１項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提

出しなければならない。 
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    一 氏名又は名称及び住所 

    二 事務所の名称及び所在地 

    三 認定を受けようとする業務の種類 

    四 認定を受けようとする業務の能力の別 

    五 前条３項による限定を受けようとする場合は、その旨 

   ２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

    一 次に掲げる事項を記載した業務実施規程

     イ 設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項 

     ロ 設計に関する業務の実施の方法（品質管理制度を含む。）に関する事項 

     ハ その他設計に関する業務の実施に関し必要な事項 

    二 申請しようとする者の組織図（申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第１種鉄道事業者

にあってはその使用させる相手方、第２種鉄道事業者にあっては鉄道線路の使用を許諾する者、

第３種鉄道事業者にあっては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む。）

 

（業務の能力の基準） 

第 24 条の２ 法第 14 条第１項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の

別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。 

一  第 27 条及び第 28 条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 

イ  設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、そ

れぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確

に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 

ロ 業務の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものと

して選任されていること。 

ハ 次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであ

ること。 

 (1) 設計の方法 

  (2) 設計の確認の方法 

  (3) 竣工の確認の方法 

  (4) 鉄道施設等の設計、工事、維持、運用、竣工の確認及び列車の運行の管理の業務を実施

する組織間の調整の方法 

                     （略） 

（認定の更新）  

第 25 条 法第 14 条第 1項 の認定は、その業務の能力について第 24 条の２第１号に掲げる基準による

認定（以下「一般認定」という。）を受けた者にあつては５年ごとに、同条第２号に掲げる基準に

よる認定（以下「特定認定」という。）を受けた者にあつては 10 年ごとにその更新を受けなければ、

その期間の経過によつて、その効力を失う。  

２ 前項の認定の更新を受けようとする者は、第 24 条第１項及び第２項に掲げる事項又は第 26 条の

２第１項若しくは第 26 条の３第１項の規定により変更の承認を受け、若しくは変更を届け出た事

項に変更がないときは、認定更新申請書にその旨を記載することにより、当該事項に係る書類及び

図面の添付を省略することができる。  

３ 第１項の認定の更新の申請があつた場合において、第１項の期間（以下「認定の有効期間」とい

う。）の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間

の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。  

４ 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期

間の満了の日の翌日から起算するものとする。  

                     （続  く） 
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（認定の効力の停止等）  

第 25 条の２ 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて認定を受

けた事務所（以下「認定事務所」という。）の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことが

できる。  

一  一般認定に係る認定事務所にあつては第 24 条の２第１号に掲げる基準に、特定認定に係る認

定事務所にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき。  

二  法第 14 条第３項 、第 26 条第１項、第２項、第４項若しくは第５項、第 26 条の３第１項又

は第 26 条の５の規定に違反したとき。  

２ 前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者は、

当該事務所について認定を受けることができない。  

 

（設計に関する業務の実施の方法）  

第 26 条  認定鉄道事業者は、設計に関する業務を認定事務所に業務実施規程に従つて行わせなければ

ならない。  

２  認定事務所は、設計の管理及び設計の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設等に応じて、それぞれ

当該各号に定める設計管理者に行わせなければならない。  

一  鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る設計管理者  

二  鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る設計管理者  

三  車両 車両に係る設計管理者  

３  前項の規定にかかわらず、踏切道の種別の変更（踏切保安設備の新設又は変更に伴うものに限

る。）については、鉄道電気施設に係る設計管理者が確認することをもつて足りる。  

４  認定事務所は、竣工の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める

竣工確認者に行わせなければならない。  

一  鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣工確認者  

二  鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣工確認者  

５  認定事務所は、竣工の確認の管理の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に

定める竣工確認管理者に行わせなければならない。  

一  鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣工確認管理者  

二  鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣工確認管理者  

 

（限定の変更の承認）  

第 26 条の２  認定鉄道事業者は、第 23 条第３項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を

変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提

出し、その承認を受けなければならない。  

一  氏名又は名称及び住所  

二  認定事務所の名称及び所在地  

三  認定を受けている業務の種類  

四  認定を受けている業務の能力の別  

五  変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）  

六  変更を必要とする理由  

２ 前項の申請書には、第 24 条第２項に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に

伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。  

３ 第１項の承認は、一般認定を受けた事務所に係る場合にあつては第 24 条の２第１号に掲げる

基準に、特定認定を受けた事務所に係る場合にあつては同条第２号に掲げる基準にそれぞれ適合

しているかどうかを審査して、これを行う。  
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（業務実施規程の変更の承認等）  

業務実施規程を変更第 26 条の３  認定鉄道事業者は、認定事務所の しようとするときは、次に掲げる

事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。ただし、第 24 条の２第１号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる

事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。  

一  氏名又は名称及び住所  

二  認定事務所の名称及び所在地  

三  認定を受けている業務の種類  

四  認定を受けている業務の能力の別  

五  変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）  

六  変更を必要とする理由  

２  前条第３項の規定は、前項の承認について準用する。  

 

（認定鉄道事業者が従たる事務所について講じなければならない措置）  

第 26 条の４  法第 14 条第３項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。  

一  従たる事務所に対する設計の方法等の細目その他の設計に関する業務の実施のために必要

な情報の提供に関する措置  

二  従たる事務所において設計に関する業務に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関

する措置  

三  設計に関する業務に係る主たる事務所と従たる事務所及び従たる事務所相互間の調整に関

する措置  

 

（管理者の研修）  

第 26 条の５ 認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計管理者、竣工確認管理者又は業務統括管理者

（以下本条において「管理者」という。）について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該

管理者に当該研修を受けさせなければならない。  

 

（一般認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続）  

第 27 条 その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者（以下「一般認定鉄道事業者」と

いう。）は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第 14 条第２項

の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊危険区

域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。  

一  法第８条第１項 、第９条第１項（法第 12 条第４項 において準用する場合を含む。以下本条及

び次条において同じ。）及び第 12 条第１項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところに

よること。  

イ 当該申請に係る工事計画は、別表第５上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄

に掲げるとおりとすること。 
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（別表第５ （第 18 条、第 27 条関係）） 

鉄 道 施 設 工 事 計 画 同意書
の添付 

一 鉄道線路   
（一）一般 １ 線路中心線及び軌道中心線 ○ 

２ 軌道中心線及び曲線半径  (略) ○ 

（二）土工 盛土及び切取の構造（土工定規図及び土留壁標準図をもつて示
すこと。） 

 

（三）橋りよう １ 設計列車荷重  
２ 上部構造及び下部構造（全体一般図をもつて示すこと。）(略)

（四）トンネル １ 種類  
２ 材質  
３ 主要寸法（図面をもつて示すこと。）  (略) ○ 

（五）踏切道 １ 種別  
２ 交角 
３ 幅員  

（六）軌道 １ 軌間（普通鉄道に限る。） ○ 
２ 軌道の構造（図面をもつて示すこと。）  （略） ○ 

二 停車場   
（一）駅 １ 中心キロ程及び換算中心キロ程  （略） 
（二）信号場 本線有効長 ○ 
三 車庫及び車両検
査修繕施設 

  
 

（一）車庫 収容能力 
（二）車両検査修繕

施設 
検査能力（検査の種類ごとに記載すること）  

四 運転保安設備   
（一）信号保安設備 １ 列車間の安全を確保する方法（閉そくによる方法にあつて

は、閉そく方式の種類） 
２ 閉そく装置の作用（動作結線図をもつて示すこと。） 
３ 連動装置の種類及び作用（連動図表をもつて示すこと。） 
４ 遠隔制御装置及び列車集中制御装置の制御方式、制御項目及
び制御所の位置 

５ 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置
の地上設備の種類及び作用（処理機能説明書又は動作結線図を
もつて示すこと。） 

（二）保安通信設備 種類及び位置（通信回線図をもつて示すこと。）  
五 変電所等設備   
（一）変電所 １ 位置 

２ 変成機器の総容量（常用又は予備の別に記載すること）（略）
（二）巻揚所 １ 位置  (略)  
（三）リニアモータ

ー式普通鉄道の
動力発生装置の
地上設備 

力発生装置の地上設備の種類及び作用（電気回路図及び磁気回
路構成図をもつて示すこと。）並びに設計最大動力及び設計動力
特性（図面をもつて示すこと。）  (略) 

 

（四）浮上式鉄道の
浮上装置の地上
設備、案内装置
の地上設備及び
動力発生装置の
地上設備 

１ 浮上装置の地上設備の種類及び作用（磁気回路構成図をもつ
て示すこと。）並びに設計最大浮上力及び設計浮上力特性（図
面をもつて示すこと。）  （略） 

 

六 電路設備 １ こう長及び回線数  
（一）送電線路、配

電線路及びき電
線路 

２ 電気方式及び標準電圧  (略) 
 

（二）電車線路 １ こう長  (略)  

   （注） 同意書とは、工事計画に対する第２種鉄道事業者の同意書である。 
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ロ 別表第１第３欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 

 

（別表第１（第 10 条、第 11 条、第 18 条関係）） 

鉄 道 施 設 工 事 計 画 添付書類及び添付図面 同意書

の添付

   一 鉄道線路   

○ １ 不静定構造の橋りように係

る次に掲げる図面 

（四）橋りよう １ 設計列車荷重 

 ２ 上部構造及び下部構造の

構造形式   （１）荷重配置図 

  （２）応力図 ３ 材質 

○ ２ 応力度数表 ４ 構造寸法（構造一般図及び

構造設計図をもつて示すこ

と。） 

３ 許容応力度表 

４ 安定度表 

５ けたの最大たわみ 

 地下駅に係る次に掲げる書類 

（１）換気設備の機能の説明書 

（２）排煙設備の機能の説明書 

二 停車場 １ 中心キロ程及び換算中心

キロ程  （一）駅 

○ ２ 本線の有効長及び車両接

触限界標の位置 

 電子計算機により遠隔制御装

置又は列車集中制御装置を制御

する場合にあつては、その処理機

能の説明書 

１ 列車間の安全を確保する

方法（閉そくによる方法にあ

つては、閉そく方式の種類）

四 運転保安施

設 

（一）信号保安設

備 ２ 閉そく装置の作用（動作結

線図をもつて示すこと。） 

列車無線設備の機能の説明書  （二）保安通信設

備 

１ 種類及び位置（通信回線図

をもつて示すこと。） 

２ 有線通信設備にあつては、

電線の種類及び架設方法（電

線路構造図をもつて示すこ

と。） 

３ 無線通信設備にあつては、

周波数帯及び通信方式 

（三）踏切保安設

備 

制御方式及び作用（動作結線

図をもつて示すこと。） 

  

    （略）     （略）  五 変電所等設

備 

六 電路設備 

（注）同意書とは、工事計画に対する第２種鉄道事業者の同意書である。 

 

二  法第９条第１項及び第 12 条第１項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げ

るとおりとすること。 

イ 次に掲げる事項を前提とする工事計画又は鉄道施設の変更 

（１） 鉄道の種類の変更 

（２） 停車場間にわたる本線の増設 

（３） 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準

電圧の変更 

（４） 軌間の変更（普通鉄道に限る。） 

（５） 駅の新設又は移設 

（６） 長さ１キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更 

（７） 本線の高架式構造及び地下式構造への変更 
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ロ イに掲げるもののほか、別表第５の２上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄

に掲げる工事計画又は鉄道施設の変更 

三 前号に掲げるもののほか、工事計画の変更については、その変更後、遅滞なくその旨を、国土交

通大臣に届け出ることをもつて足りること。  

四 第２号に掲げるもののほか、鉄道施設の変更については、これを届け出ることを要しないこと。

 

（特定認定鉄道事業者の鉄道施設に係る簡略化された手続）  

第 27 条の２ その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者（以下「特定認定鉄道事業者」

という。）は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第 14 条第

２項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。ただし、急傾斜地崩壊

危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。  

一 法第８条第１項、第９条第１項及び第 12 条第１項の規定による認可の申請に際し、次に掲げ

るところによること。 

イ 当該申請に係る工事計画は、別表第５の３上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同

表中欄に掲げるとおりとすること。 

ロ 別表第１第３欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 

二 法第９条第１項 及び第 12 条第１項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲

げるとおりとすること。  

イ 別表第５の３上欄に掲げる鉄道施設又はこれを構成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施

設の新設（別表第６中欄及び別表第７中欄に掲げる新設を除く。） 

ロ 別表第５の４上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更 

三 法第９条第１項ただし書及び第 12 条第１項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、

別表第６上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。 

四 別表第７上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更（法第８条第１

項認可及び法第 12 条第３項の検査に係る工事計画の変更に限る。）については、当該変更後、遅

滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。  

五 前号に掲げるもののほか、別表第７上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に

掲げる変更については、当該変更後、毎期（４月を起算月とする毎 12 月を１の期とする。）の経

過後 30 日以内にその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。  

 

（一般認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続）  

第 28 条   一般認定鉄道事業者は、認定事務所が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法

第 14 条第２項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。  

一 法第 13 条第１項及び第２項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。 

イ 使用区間の記載を省略すること。 

ロ 当該申請に係る構造又は装置は、別表第８上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ

同表下欄に掲げる事項とすること。 
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（別表第８（第 28 条の２関係）） 

車両の設備 構造及び装置 

一 一般 火災対策に係る事項 

二 走行装置等 １ 台車（塗油器、排障器、踏面清掃装置その他の走行を補助する装

置に係る部分を除く。）の材質及び構造（図面をもつて示すこと。）

２ 車輪及び車軸の材質及び構造（図面をもつて示すこと。） 

３ 案内操向装置（案内軌条式鉄道に係るものに限る。）の材質及び

構造（図面をもつて示すこと。） 

４ かじ取装置（無軌条電車に係るものに限る。）の材質及び構造（図

面をもつて示すこと。） 

５ 浮上装置の車上設備及び案内装置の車上設備（浮上式鉄道に係る

ものに限る。）に係る次に掲げる事項 

（１）種類 

（２）制御方式 

（３）材質及び構造（図面をもつて示すこと。） 

（４）浮上力特性及び案内力特性（図面をもつて示すこと。） 

三 動力発生装置 １ 動力発生装置（リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係る

ものに限る。）の車上設備の種類、出力、材質及び構造（図面をも

つて示すこと。） 

２ 制御方式（リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るもの

に限る。） 

３ 動力特性（リニアモーター式普通鉄道及び浮上式鉄道に係るもの

に限る。）（図面をもつて示すこと。） 

四 ブレーキ装置等 １ ブレーキ装置の種類（常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は

保安ブレーキ装置の別に記載すること。）及び構造（図面をもつて

示すこと。） 

２ ブレーキ率（常用ブレーキ装置、留置ブレーキ装置又は保安ブレ

ーキ装置の別に記載すること。） 

五 運転保安設備 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上

設備の種類及び作用 

 

ハ 第 20 条第４項各号に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 

 （注）第 20 条第４項各号の規定は、以下のとおり。 

   一 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面（旅客車に限る。） 

   二 車輪とてつさとの関係を示す図面 

   三 ブレーキ率計算書（前二項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率 

    の変更を伴うときに限る。） 

   四 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設 

    備との関係を示す書類及び図面 

   五 浮上式鉄道（常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式の 

    ものに限る。以下同じ。）の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上 

    設備との関係を示す書類及び図面 

 

ニ 車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面（法第 13 条第２項の規定による確認の申請

にあつては、構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。）を添付すること。

 

 

                 （続  く） 
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二 法第 13 条第１項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しよ

うとする場合及び他の鉄道事業者又は軌道経営者が現にその事業の用に供している車両を鉄道

事業の用に供しようとする場合（構造又は装置の変更を伴う場合を除く。）には、同項の確認を

受けることを要しないこと。  

三 法第 13 条第２項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第９上欄に掲げる車両

の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。  

四 法第 13 条第３項の規定による車両の構造又は装置の変更の届出に当たつては、第１号ニに掲

げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。

 

（特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続）  

第 28 条の２ 前条の規定（第１号ニ及び第４号に係る部分を除く。）は、特定認定鉄道事業者の車両に

係る簡略化された手続について準用する。この場合において、同条第１号ロ中「別表第８」と

あるのは「別表第８の２」と、同条第３号中「別表第９」とあるのは「別表第９の２」と読み

替えるものとする。  

 

（設計確認書の添付）  

第 28 条の３ 認定鉄道事業者は、法第８条第１項 、第９条第１項若しくは第３項（法第 12 条第４項 に

おいて準用する場合を含む。以下次条において同じ。）、第 12 条第１項若しくは第２項又は第

13 条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出（次条第２項において「認可等の申請等」

という。）に際し、第 27 条から前条までの規定に基づく簡略化された手続によりこれをしよう

とするときは、当該申請又は届出に当たつて添付しなければならない書類及び図面のほか、設

計確認書（認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をい

う。）を添付しなければならない。  

 

（認定を取り消された場合等の措置）  

第 28 条の４ 認定鉄道事業者は、法第８条第１項、第９条第１項若しくは第３項、第 12 条第１項若し

くは第２項又は第 13 条の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その認

定事務所が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第 14 条第２項の

規定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設の工事計画並びに車両の構造又は装

置の内容に係る書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当することとなつた日以前に既に当該事項に係る鉄道施設等が事業の用に供されて

いる場合にあつては、この限りでない。 

一 法第 14 条第４項又は第 25 条の２第１項の規定により認定事務所がその認定を取り消され、又

はその認定の効力を停止させられたとき。 

二 第 25 条第１項の規定により認定がその効力を失つたとき。  

２ 前項の規定による書類及び図面の提出があつたときは、当該書類及び図面に記載された事項を工

事計画及び車両の構造又は装置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、か

つ、既に行つた当該事項に係る鉄道施設等に係る認可等の申請等の手続きは、簡略化されない手続

によりしたものとみなす。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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図 1-(1)-ア-① 

 

認定鉄道事業者制度のスキーム 
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                          （認定の要件の維持） 

 

 

 

 

 

(注） 国土交通省の資料による。 
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他 の 事 務 所 
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（認定の要件） 
業務の能力の区分（土木施設、電気施設又は車両の設計の業務の別） 
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設計に関する業務の実施 

（国への簡略化された手続） 
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確実性(技術的能力)
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性(業務の品質管理)（遵法性等の実績）

 
認  定 

申請書面の審査、実地の立入検査 

有効期間 

（一般５年、

特定10年）
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図 1-(1)-ア-②      認 定 の 要 件 

 

１ 認定鉄道事業者の要件のイメージ 

① 一般認定鉄道事業者の場合                ② 特定認定鉄道事業者の場合 

 （現行の設計管理者選任事業者に相当） 
 

 

 

２ 認定鉄道事業者の人員の要件 

(1) 業務統括管理者 （地位）設計に関する業務の実施の統括管理の地位 

(2) 設計確認管理者 

（設計管理者に相当） 
（地位）設計業務の管理又は監督の地位 

（経験）10 年以上の設計業務の経験 

（資格）次のいずれかに該当 

 ①  技術士の第２次試験合格者 

②  第１種電気主任技術者（電気部門の場合） 

③  大臣が認定した審査・証明事業（鉄道設計技士試験を想定）の合

格者 

④  上記と同等以上の能力を有すると大臣が認めた者 

(3) 設計の実施者 

（現行の通達と同等） 
（経験）３年以上の設計業務の経験を有する者を５人以上配置 

(4) しゅん工確認管理者 （地位）しゅん工確認の業務の管理又は監督の地位 

（経験）しゅん工確認者の要件を満たし、３年以上のしゅん工確認の業務の監

督の経験 

(5) しゅん工確認者 

（指定検査機関の 

検査員に相当） 

（経験）大卒５年、短大・高専卒７年、一般 10 年以上の施設の工事・維持・検

査等の業務の経験 

（教育）しゅん工確認に必要な教育訓練を終了 

（注）国土交通省の資料による。 
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表 1-(1)-ア-②  認定鉄道事業者数及び認定事務所数（平成 17 年３月 31 日現在） 

(単位：鉄道事業者、事務所) 

    認定を受けた業務 一般認定 特定認定 一般認定及び

特定認定 

合 計 

        の能力別 

事  項 

認定鉄道事業者 19 18 4 41 

認定事務所 56 19 3 78 

（注）国土交通省の資料に基づき当省が作成した。 
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表 1-(1)-ア-③ 「認定鉄道事業者制度等の取扱いについて」 

（平成 12 年 11 月 17 日付け鉄保第 159 号、鉄施第 166 号、鉄道局保安車両課長・施設課長。抜粋） 

 

  認定鉄道事業者制度に係る認定申請に関する審査事項及び完成検査等については、下記のとおり取扱う

こととするので、遺漏なきよう取り計らわれたい。 

                       記 

３ 新規認定及び認定の更新の際の審査事項については、以下により行うものとする。 

 (2) 新規認定及び認定の更新に際しては、立入検査により、以下の事項を確認すること。 

  ① 業務実施規程に記載された人員の配置、業務実施規程及び設計に用いる基準の配置、その他の体

制が構築されていること。 

一般認定   ② の場合は、業務実施規程に従い、必要な人員に必要な教育及び訓練が実施されているこ

と。 

③ 一般認定の業務統括管理者、設計管理者、竣工確認管理者、竣工確認者その他の業務実施規程に

記載された組織構成員及び特定認定の設計管理者その他の業務実施規程に記載された組織構成員

は、それぞれ与えられた業務内容を明確に理解し、認定業務が円滑に実施される体制となっている

こと。 

④ 過去に行われた業務が、業務実施規程に従って行われていること。（新規認定の場合を除く。） 

 

認定の効力の停止等６ について 

(1)  処分の方針 

   ① 認定の取り消し

     法的に不適合な処置を行ったもの又は認定基準に対する重大な不適合が認められ、それを放置し

ていたものを処分の対象とする。 

     処分の例を以下に示す。 

    ア 法的に不適合な処置を行ったもの

        (a)  設計管理者が設計の確認を行うべきものについて、設計の確認を行わず施設の工事に着手し

た場合や、一般認定を受けた鉄道事業者が、竣工確認を行うべきものについて、竣工確認を行

わず施設を事業の用に供した場合。 

(b)  設計管理者が設計の確認を行うべきものについて、設計の確認を行わず、車両を事業の用に

供した場合。 

認定基準に対する重大な不適合が認められ、それを放置していたものイ 

(a)  設計管理者等が不在となった状態を放置していた場合。 

(b)  効力の停止が３度目となった場合。 

②  認定の効力の停止

認定の基準に対する不適合の内容が軽微なものであり、１年以内の期間を定めて速やかに改善を講

じることが可能であると認められるものを処分の対象とする。 

処分の期間は、基本的に、短期（１ヶ月）、中期（２～３ヶ月）、長期（半年～１年）の３段階と

し、以下のような運用方針とする。 

 

 

（続  く） 
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短期の認定の効力の停止ア 

認定基準に対する不適合を、指摘を受けたにもかかわらず、速やかに改善しないとき。（すぐに

改善できる項目に限る。） 

中期の認定の効力の停止イ 

技術基準の不整備、教育及び訓練の未実施等、その改善に時間を要するものの認定基準に対する

不適合。（期間は、改善に要する期間とする。） 

長期の認定の効力の停止ウ 

同じ理由による短期又は中期の効力の停止が２回目となるとき。 

 

(2) 処分の運用

ア 国は、事務所が認定基準に適合しないおそれがあると判断したとき又は業務が適切に実施されて

いないと判断したときは、法第 55 条の規定による報告徴収又は法第 56 条の規定による立入検査を

実施し、認定基準との適合性等について確認を行う。 

イ 上記の結果、処分の必要性が認められるときは、取消しの場合は、行政手続法（平成５年法律第

88 号）第３章第２節の規定による認定鉄道事業者に対する聴聞の手続を、効力の停止の場合は、同

法第３章第３節の規定による認定鉄道事業者に対する弁明の機会の付与を行う。ただし、同法第 13

条第２項第１号に該当する処分を行うこととなる場合にあっては、この限りではない。 

ウ 上記の結果、処分を行うこととしたときは、行政手続法第 14 条の規定により、認定鉄道事業者に

対して当該処分の理由を示し、その旨を書面をもって通知するものとする。 

エ 認定の効力の停止を受けた鉄道事業者については、当該処分の理由となった事項の改善の結果を、

報告聴取や立入検査により確認する。 

 

(3) 認定の効力の停止を受けている期間の対応

認定の効力の停止を受けている期間中は、業務実施規程に基づく行為を実施することはできない。従

って、この間は、簡略化された手続きを行うことができないばかりでなく、この間に、業務実施規程

に示す「設計の方法」、「設計の確認の方法」等の行為を行ったとしても、それらはすべて無効である。

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

２ 下線は、当省が付した。 
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表 1-(1)-ア-④ 認定鉄道事業者の設計・確認業務についての監査実施状況（平成 14 年度から 16 年度まで） 

 

 ９地方運輸局が、平成 14 年度から 16 年度までに 23 認定鉄道事業者の 37 事務所の保安監査（鉄

道事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、輸送の安全を確保するための取組が適切であるかど

うか、鉄道施設・車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうかについて行う監査）

で立ち入った際に、認定鉄道事業者の設計・確認業務の実施状況について検査を行っているものは、

４地方運輸局で、その対象は７認定鉄道事業者の 11 事務所（30％）となっている。 

（単位：事業者、事務所、％） 

認定鉄道事業者の設計・確認業

務についての監査の有無 
地方運輸局数 認定鉄道事業者数 認定事務所数 

有 4 7  (30.4) 11  (29.7) 

無 5 16  (69.6) 26  (70.3) 

合  計 9 23 (100) 37 (100) 

 （注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は構成比である。 

 

事例 1-(1)-ア-① 認定鉄道事業者の設計・確認業務が不適切であったことにより輸送障害が発生したもの 

 

 認定鉄道事業者の不適切な設計・確認業務によるもの（踏切設備の設計図面が技術基準省令に適合

しているか否かを確認せずに施工）が、１認定事業者の１事務所で１件発生している。 

 

輸送障害の 輸送障害の概要 左の原因 認定鉄道 

発生年月日 事業者名 

（事務所） 

駅間の高架切換工事において、

転てつ器及び踏切保安装置に関す

る配線誤りと、転てつ器の連動装

置との接続に不具合があり、ポイ

ント表示に異常が生じた結果、運

休 477 本、遅延 37 本が発生した。

Ａb鉄道 平成 15 年 設計管理者が踏切設備の動作結線図に

ついて、技術基準省令に適合しているか

否かを確認せずに、その図面をもって工

事を施工したため。 

（ Ａ b ６

事務所） 

９月 28 日 

（注）国土交通省の資料に基づき当省で作成した。 
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事例 1-(1)-ア-② 認定の有効期間中に立入検査を実施したもの 

北海道運輸局は、平成 15 年 11 月に国土交通省本省で開催された「地方運輸局鉄道部技術課長・

安全対策課長会議」において、認定鉄道事業者に対する認定有効期間の中間時における立入検査

の必要性について議題として取り上げられたことを契機に、認定鉄道事業者に対する立入検査を

実施した。その結果に基づき、文書指摘及び口頭注意を行っている。 

 

認定鉄道事業者名 Ａa鉄道（一般認定） 

実施運輸局名 北海道運輸局 

実 施 年 月 日 平成 16 年９月６日から７日 

検  査  員 ６人  主任検査員：技術課長 

検 査 員：課長補佐、専門官、土木係長、電気係長、車両係長 

検査結果（指摘事項） 指摘事項に係る運輸局の措置 立入検査結果 

 （土木部門） 

・ 竣
しゅん

・ 検査終了時に口頭注意 工確認の指示の際に確認事項及びチェッ

クシート等により容易に判断できるときは、

使用測定器等の指示がされていない。 

 

 

（電気部門）  

○ 設計確認書の記載について、次のようなう

っかりミスが確認された（関係者への周知徹

底が必要である。）。 

 

 

 

・ 業務統括管理者への報告日の記載がない。 ・ 検査終了時に口頭注意 

（７件）  

・ 設計確認日と完了報告日に誤記入がある。 ・ 検査終了時に口頭注意 

（１件）

（車両部門） 設計に関する業務の的確な実施

に必要な適切な管理がなされてい

ないため、文書による改善を促す。

 

 

 文書指示（平成 16 年 10 月 15 日）

・ 設計監査の報告、改善の指示及び改善の報

告について、業務統括管理者が確認及び指示

した期日、内容等が明確に記録されていない。

・ 業務統括管理者が確認及び指

示した期日、内容等が明確にな

るよう業務実施規程第 21 条関

係の記録方法を改めること。  

・ 教育訓練の実施報告様式が対象者及び受講

の有無を把握出来るものとなっていない。 

・ 教育訓練の実施報告書につい

ては、対象者及び受講の有無を

明確になるように記録するこ

と。 

改善措置状況 平成 16 年 11 月 15 日 Ａa鉄道から改善報告書を受理 

（注）国交省の資料に基づき当省が作成した。 
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イ 技術基準に関する鉄道事業者における実施基準 

勧            告 説明図表番号

（制度の概要）  

技術基準省令は、事前規制の緩和と事後チェックの充実の一環として、国土交通省が、

平成 13 年、普通鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 14 号）、鉄道運転規則（昭和 62 年運

輸省令第 15 号）等の５省令を統合し制定したものである。この技術基準省令においては、

鉄道施設・車両の構造、運転取扱い等に関する技術基準について、仕様や規格を具体的に

示していた従前の仕様規定が、備えるべき性能を規定した性能規定に改められている。例

えば、レール幅は、従前「1.067 メートル」、「1.435 メートル」等と規定されていたが、こ

れが、「車両の構造、設計最高速度等を考慮し、車両の安全な走行及び安定した走行を確保

することができるものでなければならない」と改められた。 

表１-③ 

表１-(1)-ｲ- 

①、② 

 

 

 

 

 

技術基準省令第３条においては、同省令で定める技術基準を鉄道事業者が遵守すること

を確保するため、 

表 1-(1)-ｲ-③

 

ⅰ）鉄道事業者は、技術基準省令の実施に関する基準（以下「実施基準」という。）を定め、

これを遵守しなければならない、 

 

 

ⅱ）鉄道事業者は、実施基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ地

方運輸局長に届け出なければならない、 

 

 

ⅲ）地方運輸局長は、実施基準が技術基準省令の規定に適合しないと認めるときは、実施

基準を変更すべきことを指示することができる 

 

 

とされている。  

表 1-(1)-ｲ-④国土交通省は、平成 14 年３月、技術基準省令等の内容を具体化、数値化した鉄道局長通

知「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」（平成 14 年３月８日

付け国鉄技第 157 号。以下「解釈基準通知」という。）を定め、これを国における許認可等

の審査や鉄道事業者による実施基準作成の

 

 
よ

 拠り所とするとともに、この趣旨を踏まえ、鉄

道輸送の安全性の確保などを図るよう鉄道事業者を指導している。  

また、技術基準省令第 90 条第１項においては、鉄道事業者は、鉄道施設・車両の定期検

査を、検査の周期、対象とする部位及び方法を定めて行わなければならないとされている。 

 

表 1-(1)-ｲ-③

  

（調査結果）  

今回、調査対象８地方運輸局における実施基準の審査の状況を調査した結果、次のよう

な状況がみられた。 

 

 

① ⅰ）届け出られた実施基準中に、定期検査の周期、対象とする部位及び方法の一部を

定めていないものが６鉄道事業者において６事項、ⅱ）届け出られた実施基準の中に、

検査の部位及び方法の一部について記述がなく、定められた内容の妥当性について地方

運輸局の確認を受けることのない社内規程に従って検査を実施するとしているものが１

鉄道事業者みられた。これらを管轄する６地方運輸局はいずれも、実施基準の変更の指

示を行っていない。 

事例 1-(1)-ｲ-

① 

 

 

 

 

② 実施基準に定めた検査周期で検査を実施していないなど、実施基準を遵守していない

ものが６鉄道事業者みられた。これらを管轄する５地方運輸局は、当該鉄道事業者に対

して改善指導を行っておらず、このうち 1 地方運輸局は、保安監査の際にも指摘してい

ない。 

事例 1-(1)-ｲ-

② 
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（所見） 

したがって、国土交通省は、技術基準省令の遵守を推進する観点から、次の措置を講ず

る必要がある。 

① 実施基準の審査を適切に行うための留意事項を整理し、これに基づき審査を的確に行

い、技術基準省令に適合していない実施基準については鉄道事業者に対し必要な変更指

示を行うこと。 

② 実施基準を確実に遵守するよう、鉄道事業者を指導するとともに、保安監査の際に検

査すること。 
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（説 明） 

表 1-(1)-イ-①   「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の制定について 

－ 鉄道の技術基準の性能規定化 － 

１ 背景 

  運輸技術審議会諮問第 23 号「今後の鉄道技術行政のあり方について」（平成 10 年 11 月 13 日）の答申

を受け、有識者からなる技術基準検討会を設置し、技術基準の抜本的改正についての検討 

  技術基準検討会においては、本年６月 25 日にとりまとめが行われ、これを受け国土交通省では、鉄道

施設及び車両の構造、運転取扱い等を定めている技術基準を抜本的に改正し、性能規定化することとし、

以下のとおり「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」を制定 

 

２ 省令の概要 

鉄道の技術基準として ① 、規定すべき項目を全面的に見直すとともに、求められる性能をできる限り具

体的に規定

 ② 現行の普通鉄道構造規則、特殊鉄道構造規則、新幹線鉄道構造規則、鉄道運転規則及び新幹線鉄道運

転規則を一つに統合

③ 省令の性能規定化に伴い、鉄道事業者は、省令等に適合する範囲内で個々の実状を反映した詳細な技

術基準を実施基準として策定し、これを国土交通大臣等に届出 

 

注）性能規定化された省令の下に、国は省令の内容を具体化、数値化した解釈基準を定め、国の審査の

際の又は鉄道事業者が実施基準を定める際の参考とする予定（鉄道局長通達予定） 

 

        国土交通省 

                   法律（鉄道営業法） 

 

               省令（技術基準）原則性能規定化 

 

 

                      参考     鉄道事業者 

           解釈基準               実施基準 

           （通達）            （詳細な基準を策定） 

                      届出 

                       

３ 改正の効果 

  この性能規定化により、安全性等を確保しつつ、新たな技術開発の成果等の導入が促進され、鉄道輸送

サービスの向上が図られる。 

 

４ スケジュール 

公布 平成 13 年 12 月 25 日 

施行 平成 14 年 ３月 31 日 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

２ 下線は、当省が付した。 
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表 1-(1)-イ-②          技術基準に関する法令（抜粋） 

○ 鉄道営業法（明治 33 年法律第 65 号） 

（鉄道建設・車輌器具構造・運転）  

第１条 鉄道ノ建設、車輌器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ 

 

平成 14 年３月８日廃止○ 普通鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 14 号。 ） 

 （目的） 

  第１条 この省令は、普通鉄道（全国新幹線鉄道整備法（昭和 45 年法律第 71 号）第２条に規定する新

幹線鉄道を除く。以下「鉄道」という。）の輸送に用に供する施設及び車両の構造を定めること

により、輸送の安全を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。 

 

平成 14 年３月８日廃止○ 特殊鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 19 号。 ） 

（目的） 

 第１条 この省令は、懸垂式鉄道及び跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道並びに浮上

式鉄道（常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同

じ。）（以下「特殊鉄道」という。）の輸送の用に供する施設及び車両の構造を定めることにより、

輸送の安全を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。 

 

平成 14 年３月８日廃止○ 新幹線鉄道構造規則（昭和 39 年運輸省令第 70 号。 ） 

 （目的） 

新幹線の輸送の用に供する施設及び車両の構造を定める 第１条 この省令は、 ことにより、輸送の安全

を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。 

 

平成 14 年３月８日廃止○ 鉄道運転規則（昭和 62 年運輸省令第 15 号。 ) 

 （目的） 

  第１条 この省令は、鉄道（全国新幹線鉄道整備法（昭和 45 年法律第 71 号）第２条に規定する新幹線

鉄道を除く。以下同じ。）における車両、線路その他輸送施設の取扱いを定めることにより、運

転の安全を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。 

 

平成 14 年３月８日廃止○ 新幹線鉄道運転規則（昭和 39 年運輸省令第 71 号。 ） 

 （目的） 

  第１条 この省令は、新幹線における車両、線路その他輸送施設の取扱いを定めることにより、運転の

安全を図り、もって公共の福祉を確保することを目的とする。 

 

○ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号） 

 （目的） 

施設第１条 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設（以下「 」という。）及び車両の構造及び取扱

いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図

り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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表 1-(1)-イ-③       実施基準、鉄道の施設・車両の定期検査に関する法令（抜粋） 

 

○ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号） 

（実施基準） 

第３条 鉄道事業者（新幹線にあっては、営業主体及び建設主体のそれぞれ。以下この条において同じ。）

は、この省令の実施に関する基準（以下「実施基準」という。）を定め、これを遵守しなければ

ならない。

２ 建設主体（営業主体である建設主体を除く。）は、実施基準を定め、又は変更しようとすると

きは、あらかじめ、営業主体に協議しなければならない。 

３ 実施基準は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する細目を告示で定めたときは、これに従っ

て定めなければならない。 

４ 鉄道事業者は、実施基準を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該実施基準又

は変更しようとする事項を地方運輸局長（新幹線に係るものにあっては、国土交通大臣。以下こ

の条において同じ。）に届け出なければならない。

５ 地方運輸局長は、実施基準がこの省令の規定に適合しないと認めるときは、実施基準を変更す

べきことを指示することができる。 

 

（施設及び車両の定期検査） 

施設及び車両の定期検査第 90 条 は、その種類、構造その他使用の状況に応じ、検査の周期、対象とす

る部位及び方法を定めて行わなければならない。 

２ 前項の定期検査に関する事項は、国土交通大臣が告示で定めたときは、これに従って行わなけ

ればならない。 

 

（記録） 

第 91 条 第 88 条及び前条の規定により施設又は車両の検査並びに施設又は車両の改築、改造、修理又

は修繕を行ったときは、その記録を作成し、これを保存しなければならない。 

 

○ 施設及び車両の定期検査に関する告示（平成 13 年国土交通省告示第 1786 号） 

（趣旨） 

鉄道に関する技術上の基準を定める省令第90条第２項に規定する施設及び車両の定期検査につ第１条 

いては、この告示の定めるところによる。

 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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表 1-(1)-イ-④    「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」 

（平成 14 年３月８日付け国鉄技第 157 号 鉄道局長通知。抜粋） 

 

今般、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」（平成 13 年国土交通省令第 151 号）（以下「省令」

という。）を制定したところであるが、これに伴い、省令第１条に定める目的を達成するため、施設及び

車両の構造及び維持管理並びに運転取扱いに関して、省令等の内容を具体化、数値化した標準的な解釈

（以下「解釈基準」という。）を左記のとおり定めた。 

解釈基準を定めるにあたっては、鉄道の輸送の用に供する施設及び車両の構造及び取扱いについて、

列車の運転等に伴って生ずるすべての人や物に及ぼしうる危険を、技術的現実性や経済性を踏まえ、で

きる限り小さくするものとすることを前提として、これまでの実績、現在の技術水準、技術開発の動向

等を考慮して、現時点で妥当と考えうる省令等の具体的な考え方を示すこととした。 

これらの解釈に示される事項は、省令に適合しているものとして取扱われることとなるが、これらの

解釈によらない事項を否定するものではない。 

これら解釈については、以上の考え方のもとに、国における許認可等の審査や鉄道事業者による実施基

準作成の拠
よ

り所とするものであり、この趣旨を十分に踏まえ、鉄道輸送の安全性の確保などが図られる

よう、管下鉄道事業者を指導することとされたい。 

 

記 

  別冊１ 

 鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準 

第Ⅰ章 総則 

Ⅰ－１ 第 3条（実施基準）関係 

１ 鉄道事業者は、施設、車両の設計及び維持管理並びに運行を行うにあたって、省令の範囲内

で個々の鉄道事業者の実状を反映した詳細な実施基準を策定することとする。 

実施基準の項目は、省令等の項目に対応したものとし、内容は、解釈基準により示された例示、

設計方法、検証方法等に準じて、数値化する等具体的に示すこととする。 

実施基準は、本解釈基準を参考に定めるものとする２ が、技術的実績に応じ、実証データによ

る確認や理論解析等客観的な検討方法により、鉄道事業者が省令への適合を証明した場合には、

本解釈基準によらない構造等を妨げないものであり、届出をする際にその根拠等について説明

をすることとする。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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事例 1-(1)-イ-① 届け出られた実施基準中に定期検査の周期、対象とする部位及び方法の一部を定めてい

ないもの並びに検査の部位及び方法の一部について届出義務のない社内規程に従って実施

するとしているもの 

 

ⅰ）届け出られた実施基準中に、定期検査の周期、対象とする部位及び方法の一部を定めていないもの

が６鉄道事業者において６事項、ⅱ）届け出られた実施基準の中に、検査の部位及び方法の一部について

記述がなく、定められた内容の妥当性について地方運輸局の確認を受けることのない社内規程に従って検

査を実施するとしているものが１鉄道事業者みられた。これらを管轄する６地方運輸局はいずれも、実施

基準の変更の指示を行っていない。 

 

地 方 鉄  道 
  内  容 

運輸局名 事業者名 

届け出られた実施基準中に、定期検査の周期、対象とする部位及び方法の一部を定めていないもの 

東 北 Ｄb鉄道 当該鉄道事業者は、「土木実施基準」を定め、これにおいて、レールの普通継目

検査として、１年に１回以上レールの遊間の状態を検査することとしているが、

「土木実施基準」には具体的な検査の方法を定めていない。当該鉄道事業者は、

レールの普通継目の遊間検査は巡視時の目視によりその状態を確認しているとし

ているが、その検査結果の記録はなく、定期検査が実施されたことを確認できな

い状況となっている。 

なお、当省が一部区間においてレールの遊間の状態を測定した結果、基準値と相

違している地点がみられた。さらに、当該鉄道事業者がレール全線にわたり測定

検査した結果、遊間０ミリメートルが 18 箇所連続しているものや基準値を 19 ミ

リメートル相違しているなど、実施基準に定められた定期検査が適切に行われて

いない状況がみられた。 

関 東 Ｂd鉄道 当該鉄道事業者が定めている実施基準における定期検査に関する規定の状況を

みると、①「車両実施基準」では駆動装置、ブレーキ装置等一部の検査項目、②

「土木施設実施基準」では各検査項目、③「電気施設実施基準」では運転保安施

設の各検査項目については、具体的な検査の方法が定められていない。また、定

期検査に際して使用されている社内の「検査マニュアル」にも検査方法は定めら

れていない。 

当該鉄道事業者は、次の理由から、実施基準に検査方法を定める必要は低いと

している。 

ⅰ）車両の検査は、新型車両の導入等から検査機器が変更され、検査方法自体が

変わる可能性があることから、実施基準にすべての検査方法を定めることは現実

的でないこと。 

ⅱ）軌道の検査は、軌道狂い検査、継目遊間等以外は巡回、目視によるので、当

該基準に定める意義が少ないこと。 

ⅲ）踏切保安装置等の検査は、多種多様な機器を検査し検査方法も多様であるこ

と。 

しかし、当該鉄道事業者の鉄道施設及び車両の不良が原因と思われる事故等に

ついて直近の定期検査の実施状況等をみると、定期検査が不十分であったことか

ら、次のとおりインシデント（鉄道事故が発生するおそれがあると認められる事

態）が発生している。 

 

（続  く） 
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地 方 鉄  道 
  内  容 

運輸局名 事業者名 

【インシデントの内容】 

平成 16 年１月 20 日、駅構内の側線において、電気機関車が脱線するインシデ

ントが発生している。これは、枕木が腐食していたため、電気機関車の重量で軌

間が拡がり脱線したものである。 

この線路については、前日に目視による線路巡回検査を実施していたが、定期

検査で実施する軌道検査（軌道狂い検査、枕木検査）が不十分であったため、枕

木の腐食が発見できず、脱線に至ったものである。 

中 国 Ｄn鉄道 当該鉄道事業者が定めている「軌道及び保安施設に関する実施基準」の規定の

状況をみると、当該鉄道事業者は、具体的な検査方法が目視及び測定に限定され

るとして、検査の方法は定められていない。検査員は、実際の検査に際し、目視、

測定の中から適当と判断した方法により行っている。 

Ａe鉄道 

 

車両の重要部検査及び全般検査の検査項目及び検査方法は、技術基準省令に基

づく解釈基準（別冊３「施設及び車両の定期検査に関する告示の解釈基準」Ⅰ－

４ 第５条（車両の定期検査）関係 １重要部検査及び全般検査の検査項目及び

検査方法）に定められており、この中で、車両の試運転については、起動、加速

及び減速の能力等６項目が定められている。 

当該鉄道事業者が定めている「電車整備実施基準」及び「内燃動車整備実施基

準」では、その第 21 条で重要部検査及び全般検査を行った場合は、試運転を行う

ことと定めているが、重要部検査のうち試運転を行うことに関する検査項目が定

められていない。 

四 国 

Ｄｏ鉄道 当該鉄道事業者が定めている「土木（軌道）実施基準」及び「運転保安設備（踏

切）実施基準」の規定の状況をみると、検査項目に対応する具体的な検査方法が

定められていない。 

また、実際の検査に当たっては、作業・巡視日報、レール点検整備表や踏切保

安設備検査簿等の検査記録簿を用いて行っているが、これらにも検査の具体的な

方法は定められていない。 

このため、実施基準に定める検査項目について、検査をどのような方法で実施

するか、明確に規定されたものがないまま、検査が行われている。 

九 州 Ａｆ鉄道 鉄道事業者は、施設又は車両の定期検査等を行ったときには、技術基準省令第

91 条により、その記録を作成し、これを保存しなければならないとされている。

また、技術基準省令の解釈基準により、定期検査等の記録は、施設にあっては期

間を定めて、車両にあっては次回の全般検査まで保存することとされている。 

当該鉄道事業者の定期検査結果の記録・保存についてみると、次表のとおり、

車両及び施設部門（軌道等）は実施基準及び社内の線路検査要領において規定し

ているが、電気部門（踏切保安設備等）については、保存期間が実施基準及び社

内の保守マニュアルに定められていない。  

 

 

 

 

（続  く） 
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地 方 鉄  道 
  内  容 

運輸局名 事業者名 

表    検査記録の保存期限に関する規定の内容 

区分 規程等名 規定の内容 

車両 電車整備実施基

準第 24 条第２項 

検査の記録は、次回の全般検査

を終了するまで保存する。 

線路の検査を実施した場合、そ

の年月日及び結果を記録し、保管

する。定期検査の

軌道 線路検査要領第

５章（検査記録の

保管）31 保管期間は、過

去２か年分又は２回分を保管す

る。 

電気 運転保安設備実

施基準第 91 条 

 検査の結果は、その年月日及び

成績を記録する。 

 （注）当省の調査結果による。 

これについて、九州運輸局は、当該事例については、保存期間は解釈基準に基

づき実施基準に規定すべき事項であるとして、実施基準に定めるよう当該鉄道事

業者を指導するとしている。 

届け出られた実施基準の中に、検査の部位及び方法の一部について記述がなく、定められた内容の妥当

性について地方運輸局の確認を受けることのない社内規程に従って検査を実施するとしているもの 

中 部 Ｂｆ鉄道 当該鉄道事業者が定めている「実施基準（電気編）」において、運転保安設備の

検査に当たっては、別に定める社内規程の「信号設備整備心得」及び「通信設備

整備心得」に従い実施するとされており、両心得の規定内容を確認しなければ、

運転保安設備の検査の内容が確認できない状況となっている。 

しかし、「信号設備整備心得」及び「通信設備整備心得」は、社内規程であるた

め、実施基準の届出の際には添付義務がなく、実施基準のみが届出されている。 

これに対して、中部運輸局では、当該実施基準で技術基準に適合しているもの

と判断し、定期検査の部位及び検査方法等に関する実施基準の変更指示の要否に

ついて、検討を行っていない。 

（Ｂｆ鉄道実施基準の例） 

第 108 条 （検査の実施） 

検査は別に定める「信号設備整備心得」、「通信設備整備心得」に従い、設

備の使用状況、使用環境及び機能の低下の程度等を考慮し、当該検査期間ご

とに計画し実施するものとする。 

 

【検査項目等を別途定めている実施基準の推奨事例】 

 定期検査の部位及び検査方法等具体的な内容を実施基準の中の別表で一体化

して規定し、届出されているため、検査の内容が技術基準省令に適合しているか

否かを実施基準で確認可能となっている。 

（Ｃｆ鉄道電気実施基準の例） 

第 87 条  

検査は、別表４「信号保安設備検査基準表」に準拠し、設備の使用状況、

使用環境及び機能の低下の程度を考慮して実施する。 

（別表４「信号保安設備検査基準表」） 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ 定期検査において、目視は施設等の状態を把握するための基本であり、実施基準に目視を規定し

ないことについて問題はないとする考え方もある。 
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事例 1-(1)-イ-②  実施基準と実際の定期検査の内容が相違しているもの 

実施基準に定めた検査周期で検査を実施していないなど、実施基準を遵守していないものが６鉄道

事業者みられた。これらを管轄する５地方運輸局は、当該鉄道事業者に対して改善指導を行っておらず、

このうち 1 地方運輸局は、保安監査の際にも指摘していない。 

 

地  方 鉄  道 事    例    の    内   容 
運輸局名 事業者名 

実施基準に定めた検査周期で定期検査を実施していない 

東 北 Ｄｂ鉄道 当該鉄道事業者が定めている「土木実施基準」では、軌道の定期検査につい

て、「１年に１回実施（又は１年に１回以上実施）」と規定されている。しかし、

平成 14 年度以降の軌道保守検査項目の２項目、軌道材料検査項目の５項目の

定期検査の実施周期をみると、次表のとおり、実施基準に定めている検査周期

を超えて実施している状況がみられ、１月を超えて実施しているものが延べ９

項目となっている。 

 

表          軌道関係定期検査の実施状況 

検査項目 平成 14 年度 15 16 

軌道狂い検査 14 年９月 15 年９月 

（１年） 

16 年 11 月 

（１年２月） 

軌

道

保

守 

分岐器検査 14 年８月５日 15 年８月７日 16年 11月 26日

（１年２日） （１年 112 日）（軌間等） 

レール 14 年８月 12 日 15年 10月 25日 

（１年 75 日） 

16年 11月 26日

（１年 32 日）

レ ー

ル 検

査 材 料 14 年８月 12 日 15年 10月 25日 

（１年 75 日） 

16 年 12 月１日 

（１年 37 日）

軌

道

材

料 

分岐器検査 14 年８月６日 15 年８月７日 16年 11月 25日

（１年１日） （１年 110 日）（磨耗等） 

枕木検査 14 年８月 14 日 15年 11月 10日 16 年 11月 17日

（１年 88 日） （１年７日） 

道床バラスト 14 年８月 14 日 15年 11月 10日 16 年 11月 17日

（１年 88 日） （１年７日） 検査 

（注）１ 当省の調査結果による。 

２ （ ）内は、前回検査からの経過期間である。 

３ 網掛けは、検査周期を 1月超えて実施しているものを示す。 

関 東 Ｄｈ鉄道  当該鉄道事業者は、「電気施設実施基準」において、信号装置の定期検査項

目のうち、信号機及び手信号代用器の「見通しの良否」について、検査周期を

１年と規定している。しかし、同実施基準を補完する社内の「電気施設整備内

規」及び「標準作業要領」においては、検査周期は「必要の都度」と規定して

おり、実施基準と内規等との規定内容が異なっている。 

平成 14 年度から 16 年度における当該検査項目の検査実施状況を調査した結

果、巡視時に「見通しの良否」について点検しているとしているもののその記

録はなく、３か年とも定期検査による「見通しの良否」の点検を実施したこと

を確認できない状態となっている。 

関東運輸局では、実施基準どおり定期検査の記録が残されていないことは、

関係法令に抵触するものであり定期検査の記録を作成・保管するよう是正の必

要があるとしている。 

(続  く) 
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地  方 鉄  道 事    例    の    内   容 
運輸局名 事業者名 

四 国 Ｄｏ鉄道 当該鉄道事業者は、列車集中制御（ＣＴＣ）装置を平成 15 年 11 月末に導入

し、それに伴い「運転保安設備実施基準」にＣＴＣ装置の定期検査を追加する

とともに、その検査周期を１年と定めている。それに従うと、１回目の定期検

査は、平成 16 年 11 月末となるが、実際に定期点検を実施した時期をみると、

17 年１月 20 日となっており、実施基準に定められた検査時期より２か月近く

遅延して検査が行われている。 

実施基準に定めた整備基準値と定期検査の整備基準値が異なっているもの 

近 畿 Ｄｋ鉄道 当該鉄道事業者が実施基準として定めている「内燃機関車整備実施基準規

程」とそれを補完する社内規程の「内燃機関車整備心得」との間、同様に実施

基準として定めている「客車整備実施基準規程」とそれを補完する社内規程の

「客車整備心得」との間で、検査周期が次表のとおり、異なっている。 

当該鉄道事業者は、実施基準と整備心得とで検査周期が異なっている原因に

ついて、実施基準は「施設及び車両の定期検査に関する告示」の施行に合わせ

て策定したため、告示の基準に合致させたが、整備心得はその際に見直しを行

わなかったことから、従来の基準のままとなっていたとしている。また、近畿

運輸局の保安監査時には、実施基準と整備心得を提示していたが、近畿運輸局

からこのような検査周期に関する指導はなかったとしている。 

表       実施基準と整備心得の検査周期 

種類 検査の種類 実施基準の規程 整備心得の規程 

月検査 90日又は 2.5万km走行を超えな

い期間 

3 か月を超えない

期間 

内 燃

機 関

車 全般検査 8年又は 80万km走行を超えない 6年 

期間 

列車検査 ９日又は３千ｋｍ走行を超えな

い期間 

10 日を越えない期

間 

客車 

重要部検査 ４年又は 25万ｋｍ走行を超えな 3 年又は 40 万ｋｍ

を超えない期間 い期間 

全般検査 ８年又は 80 万 km 走行を超えな ６年 

い期間 
（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ □については、整備心得において実施基準よりも緩やかな規定に

なっているもの。 

中 国 Ｄｒ鉄道 当該鉄道事業者における運転保安施設（踏切）関係の定期検査について、電

鐘打数・警報音数及びせん光灯度数の整備基準値が「運転保安設備実施基準」

に定められている。しかし、実際の定期検査は、検査表に規定された整備基準

値に基づき実施しており、次表のとおり、それぞれ規定している基準値の範囲

が異なっているため、実施基準に定められた基準値に適合していないものにつ

いても「適」としているものがみられた。 

表       実施基準と検査表の整備基準値 

実 施 基 準

の基準値 

検査表の基

準値 

実施基準の基準値に適合して

いない箇所数（平成 15 年度～

17 年８月に点検したもの） 

検査項目 

電鐘打数・警報

音数の適否 

打数 120～

150 回/分 

打数 100～

160 回/分 

51 踏切のうち６踏切（延べ８

回の検査）で不適合 

せん光灯度数

の適否 

度数 45～

55 回/分 

度数 40～60

回/分 

51 踏切のうち 26 踏切（延べ 28

回の検査）で不適合 

（注）当省の調査結果による。 
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地  方 鉄  道 事    例    の    内   容 
運輸局名 事業者名 

実施基準に定めた検査項目、方法で検査を実施していないもの 

Ｄｖ鉄道  当該鉄道事業者は、平成 14 年７月の新規路線開業に併せて新型車両を 10 両

新製しており、これらの車両は「内燃動車実施基準」に基づき、４年を超えな

い期間に重要部検査を実施する予定としていたが、すべての車両を一括して検

査すると単年度での経費負担が大きくなるため、定期検査の時期を分散させて、

15 年度から 18 年度までの４年間で逐次実施することにしている。 

 しかし、平成 16 年度までに検査した車両（６両）については、重要部検査時

に実施することとされている台車枠の探傷検査を、新製後３年しか経っていな

いという理由から実施していない。 

四 国 

 

 当該鉄道事業者は、平成 14 年に定めた「車両実施基準」において、自動列車

停止装置（ＡＴＳ）車上装置の定期検査についての検査項目及び方法を定めて

いる。一方、ＡＴＳ車上装置の定期検査は、実施基準策定以前より外部委託で

実施されているが、当該鉄道事業者は、委託業者に対して実施基準の検査項目

及び方法を示していない。 

このため、実施基準における検査項目等と実際の検査項目を比較すると、実

施基準では、17 か所、８区分について、それぞれ７検査項目の検査を定めてい

るが、委託業者が実施した検査結果では、それとは異なる 22 項目を定めて検査

しており、検査内容が相違したものとなっている。 

Ｄｏ鉄道 

 当該鉄道事業者は、ロングレールの定期検査（ふく進、伸縮継目のストロー

ク、道床状態等）について、「土木実施基準」において、①ふく進、伸縮継目の

ストローク、道床状態等について、「毎年所定の時期に検査しなければならない

（第 72 条）」、②伸縮継目検査について、「伸縮継目は、１年を超えない期間ご

とに、損傷、磨耗、腐食等の保守及び材料状態について、検査しなければなら

ない（第 75 条）」と定めている。 

しかし、当該鉄道事業者のロングレールに関する定期検査の実施状況をみる

と、ロングレールを敷設した平成 16 年度から現在まで、路線の巡視時に目視し

ているものの、検査結果を記録しておらず、定期検査が行われたことを確認で

きない状況となっている。 

一部の検査項目について検査結果が記録されていないもの 

中 国 Ｄｒ鉄道 当該鉄道事業者は、運転保安施設（踏切）関係の定期検査について「運転保

安設備実施基準」に検査方法等を定めているが、実際は運転保安施設（踏切）

関係の検査時には別途の各種検査表を用いて行っている。 

各種検査表の内容についてみると、実施基準に定める点検項目のうち２項目

（①電鐘及び警報音発生器の動作並びに断続音の良否、②錠前の良否）につい

て、検査表には点検結果の記載欄がなく、検査結果も記載されていない。 

（注）当省の調査結果による。 
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ウ 鉄道事故等の再発防止対策の届出 

勧            告 説明図表番号

（制度の概要）  

鉄道事業者は、鉄道事業法、鉄道事故等報告規則（昭和 62 年運輸省令第８号）等により、 表 1-(1)-ｳ-①

ⅰ）列車の衝突、脱線等の列車・車両の運転中における事故（以下「鉄道運転事故」とい

う。）、 

 

 

ⅱ）列車の運転休止、旅客列車の 30 分以上の遅延等の輸送に障害を生じた事態（以下「輸

送障害」という。）、 

 

 

ⅲ）感電死傷事故、電気火災事故等の鉄道に係る電気事故又は災害（以下「災害等」とい

う。） 

 

 

が発生したときは、遅滞なく、事故又は事態の種類、原因等を国土交通大臣に届け出るこ

とが義務付けられている。 

 

 

鉄道事業者の鉄道運転事故、輸送障害、災害等及びインシデント（列車・車両の運転中

における事故が発生するおそれがあると認められる事態）（以下「鉄道運転事故等」という。）

の届出については、「鉄道運転事故等報告書等の様式を定める告示」（平成 13 年８月 31 日

国土交通省告示第 1387 号）により、鉄道運転事故等の種類及び原因のほか、再発防止対策

を講じた場合には、その内容について、「鉄道運転事故等届出書」により１か月分をまとめ

て届け出ることとされている。 

表 1-(1)-ｳ-①

 

 

 

 

 

平成 14 年度は、鉄道運転事故 782 件、輸送障害 3,440 件及びインシデント 62 件の合計

4,284 件が、15 年度は、鉄道運転事故 764 件、輸送障害 3,809 件及びインシデント 57 件の

合計 4,630 件が、16 年度は、鉄道運転事故 766 件、輸送障害 4,687 件及びインシデント 58

件の 5,511 件が届け出られている。 

表 1-(1)-ｳ-②

 

 

 

  

（調査結果）  

今回、鉄道運転事故等の届出及びその指導状況を調査した結果、次のような状況がみら

れた。 

 

 

鉄道運転事故等は、ⅰ）自然災害、妨害等の鉄道事業者に発生原因のないもの、ⅱ）鉄

道係員の取扱い誤り又は鉄道施設・車両の故障等に原因があり、鉄道事業者の責任により

発生したものに区分され、このうち、鉄道事業者の責任による鉄道運転事故等は、平成 14

年度に 1,461 件（34％）、15 年度に 1,416 件（31％）、16 年度に 1,549 件（28％）発生して

いる。 

表 1-(1)-ｳ-③

 

表 1-(1)-ｳ-④

 

 

調査対象８地方運輸局の鉄道事業者に対する鉄道運転事故等の届出に関する指導状況を

みると、事故等の原因究明等の措置を講ずるのは鉄道事業者の責任であるとして、再発防

止対策欄が空欄又は原因調査中で届け出られた鉄道運転事故等について、再発防止対策を

改めて届け出るよう指導を行っていないものが１地方運輸局みられた。 

表 1-(1)-ｳ-⑤

 

 

 

このようなこともあって、各年度末において再発防止対策についての届出がなく、平成

17 年３月末現在においても届出がないものが、平成 14 年度分で 593 件（41％）、15 年度分

で 398 件（28％）、16 年度分で 113 件（７％）みられた。14 年度分 593 件については、２

年以上にわたり再発防止対策が届け出られていないことになる。 

表 1-(1)-ｳ-④

 

 

 

 - 55 -



（所見） 

したがって、国土交通省は、鉄道運転事故等を防止する観点から、鉄道事業者に対して、

その責任により発生した鉄道運転事故等について、再発防止対策を届け出させるよう指導

を徹底する必要がある。 
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（説 明） 
 
表 1-(1)-ウ-①  鉄道運転事故、輸送障害、災害等及びインシデントに関する法令の概要（抜粋） 

○ 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号） 

（事故等の報告） 

第 19 条 鉄道事業者は、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄

道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であって国土交通省

令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他の国土交通省で定める事

項を国土交通大臣に届け出なければならない。 

 

第 19 条の２ 鉄道事業者は、前条に定めるもののほか、同条の国土交通省令で定める列車又は車両の運

転中における事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生

したと認めたときは、遅滞なく、事態の種類、原因その他の国土交通省令で定める事項を国

土交通大臣に届け出なければならない。 

 

 

○ 鉄道事故等報告規則（昭和 62 年運輸省令第８号） 

（趣旨） 

第１条 鉄道事業法（以下「法」という。）第 19 条（第 38 条において準用する場合を含む。）の規定に

よる鉄道の事故、事態及び災害並びに索道の事故並びに法第 19 条の２（第 38 条において準用する

場合を含む。）の規定による鉄道及び索道の事態に関する報告については、この省令の定めるところ

による。 

 

（定義） 

第３条 この省令において「鉄道運転事故」とは、次の各号に掲げる事故をいい、その意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

  一 列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故をいう。 

   二 列車脱線事故 列車が脱線した事故をいう。 

  三 列車火災事故 列車に火災が生じた事故をいう。 

  四 踏切障害事故 踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は

接触した事故をいう。 

  五 道路障害事故 踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝

突し、又は接触した事故をいう。 

六 鉄道人身障害事故 列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（前各号の事故に伴うも

のを除く。）をいう。 

  七 鉄道物損事故 列車又は車両の運転により 500 万円以上の物損を生じた事故（前各号の事故に

伴うものを除く。）をいう。 

               （略） 

３ この省令において「輸送障害」とは、鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事

故以外のものをいう。 

  ４             （略） 

  ５ この省令において「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象

又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生じた被害をいう。

 

（鉄道運転事故又は索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態） 

第４条 法第 19 条の２の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。 

（続  く） 
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一 閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態

二 列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態

又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態 

三 列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線における他の列車又は車両の進路を支障した事態

四 列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事態 

五 列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作業中に、列車が当該作業をしている区間を

走行した事態 

六 車両が脱線した事態であって次に掲げるもの 

イ 本線において車両が脱線したもの 

ロ 測線において車両が脱線し、本線を支障したもの 

ハ 測線において車両が脱線したものであって、測線に特有の設備又は取扱い以外に原因があ

ると認められるもの 

七 鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた

事態 

八 車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結装置、運転保安設備等に列車の運転の安全

に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態 

九 列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏えいした事態 

十 前各号に掲げる事態に準ずる事態 

 

（鉄道運転事故等の報告） 

第５条 鉄道事業者は、列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故その他次に掲げる鉄道運転事故が

発生した場合には、速やかに、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故の概要及び原因、応急

処置、復旧対策、復旧予定日時等について電話又は口頭で地方運輸局長に速報し、かつ、第４号

の鉄道運転事故を除き、発生の日から２週間以内に、当該事故の発生の日時及び場所、当該事故

の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載した鉄道運転事故等報告書に当該事故の

調査上必要と認める図面、書類等を添付して地方運輸局長に提出しなければならない。 

    一 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの 

    二 ５人以上の死傷を生じたもの 

    三 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれ

があると認められるもの 

    四 ３時間以上本線における運転を支障すると認められるもの 

    五 特に異例と認められるもの 

   ２ 鉄道事業者は、次に掲げる輸送障害が発生した場合には、第１項の規定の例により、地方運輸

局長に速報し、かつ、第２号の輸送障害にあっては、発生の日から２週間以内に、当該輸送障害

の発生の日時及び場所、当該輸送障害の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応を記載し

た鉄道運転事故等報告書を同項の規定の例により、地方運輸局長に提出しなければならない。 

    一 ３時間以上本線における運転を支障すると認められるもの 

    二 特に異例と認められるもの 

３ 鉄道事業者は、前条第１項に規定する事態が発生した場合には、第１項の規定の例により、地

方運輸局長に速報しなければならない。

４ 鉄道事業者は、鉄道運転事故、輸送障害（列車の運転を休止したもの又は旅客列車にあっては

30 分以上、旅客列車以外の列車にあっては１時間以上の遅延を生じたものに限る。）又は前条第

１項に規定する事態が発生した場合には、発生の翌月 20 日までに、発生した月の当該事故等の発

生の日時及び場所、当該事故等の概要及び原因、被害の状況並びに発生後の対応をとりまとめて

記載した鉄道運事故等届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

(続  く) 
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５ 鉄道事業者は、前各項の規定により報告をした事項に変更があった場合には、遅滞なく、その

旨を地方運輸局長に報告しなければならない。 

 

（様式） 

 第９条 第５条第１項及び第２項の鉄道運転事故等報告書、同条第４項の鉄道運転事故等届出書、 

    ・・・（略）・・・の様式は、国土交通大臣が告示で定める。 

 

○ 鉄道運転事故等報告書等の様式を定める告示（平成 13 年国土交通省告示第 1387 号） 

 

鉄道事故等報告規則（以下「規則」という。）第９条（軌道事故等報告規則第６条において準用する場

合を含む。）の国土交通大臣が告示で定める鉄道運転事故等報告書、鉄道運転事故等届出書、・・・（略）・・・

の様式は、それぞれ第１号様式から第６号様式までによるものとする。 

（略） 

第２号様式       鉄道運転事故等届出書 

 （注）１～３（略） 

    ４ 各欄には、以下の要領に従って記入すること。 

      「再発防止対策」：発生した事故等について、再発防止対策を講じた場合には、その内容を記

入すること。

 

○ 「鉄道事故等報告規則等の事務取扱いについて」 

（平成 13 年 10 月１日付け国鉄技第 91 号・国鉄施第 105 号鉄道局安全対策室長、施設課長通知）

 

第１ 運転事故、輸送障害及びインシデント 

   １ 鉄道及び軌道関係 

    (2) 本省への報告 

    (ウ) 告示第２号様式及び軌道規則第２号様式により届出のあったものについては、別表１―１

の様式により月別にとりまとめ、翌々月 10 日までに本省に報告すること。

 

別表１－１の様式(注) とは、地方運輸局が管内の鉄道事業者から届出のあった「鉄道運転事故等

届出書」をとりまとめて、国土交通省に報告する「運転事故等整理票」である。 

 

（注）下線は、当省が付した。  

 

 

表1-(1)-ウ-②      鉄道運転事故、輸送障害及びインシデントの届出状況 

（単位：件数、％） 

     年 度 平成14 15 16 

区 分 

鉄道運転事故 782(100) 764( 97.7) 766( 98.0) 

輸 送 障 害 3,440(100) 3,809(110.7) 4,687(136.3) 

インシデント 62(100) 57( 91.9) 58( 93.5) 

    計 4,284(100) 4,630(108.1) 5,511(128.6) 

（注）１ 国土交通省の資料に基づき当省で作成した。 

２ ( )内は、平成14年度の件数を100とした場合の指数である。 
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表 1-(1)-ウ-③   鉄道運転事故等の原因及び責任の区分 

○ 「鉄道事故等報告規則等の事務取扱いについて」 

（平成 13 年 10 月１日付け国鉄技第 91 号・国鉄施第 105 号鉄道局安全対策室長、施設課長通知）

 

                 （略） 

別紙１ 

第２号様式（第５条関係） （抜粋） 

⑤ 原因 

原因は、事故種類に応じて次に掲げる記号及び名称を記入する。 

鉄道係員を原因とする事故等であっても、その結果、車両、施設に不具合が生じたものにあっては、

車両、施設に係る原因の記号及び名称も併記する。 

事故種類が列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、輸送障害又はインシデント○ の場合 

・鉄道係員が原因の場合 

a-１.操縦者 a-２.車掌 a-３.駅係員 a-４.踏切係員 a-５.保守係員 a-６.管理者 

※管理者には、指令員及び管理的業務を行う現場の長を含む。 

・車両が原因の場合 

b-１.走行装置 b-２.動力発生装置 b-３.動力伝達装置 b-４.ブレーキ装置 

b-５.電気装置 b-６.連結装置 b-７.運転保安設備 b-８.その他 

・土木施設が原因の場合 

c-１.橋りょう c-２.トンネル c-３.踏切道 c-４.道 c-５.停車場 c-６.その他 

・電気施設が原因の場合 

d-１.閉そく装置 d-２.信号装置 d-３.転てつ装置 d-4.連動装置 d-５.列車集中制御装置

等 d-６.自動列車停止装置等 d-７.踏切保安設備 d-８.変電所等 d-９.き電線路・電車線

路 d-10.その他の電線路 d-11.その他 

※ d-5.列車集中制御装置等には遠隔制御装置を、d-6.自動列車停止装置等には自動列車制御装

置又は自動列車運転装置を、d-8.変電所等には配電所及び遠隔制御装置を含む。 

 

「鉄道側の責任」とは、鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障等に原因がある※

場合をいう。 

 （注）１ 国土交通省の資料による。 

２ 下線は、当省が付した。 

 

 - 60 -



 - 61 -

表1-(1)-ウ-④   鉄道事業者の責任による鉄道運転事故等に関する再発防止対策の届出状況 
 

鉄道事業者の責任による鉄道運転事故等は、平成14年度に1,461件、15年度に1,416件、16年度に1,549

件発生しており、このうち、各年度末において再発防止対策についての届出がなく、平成 17 年３月末現在

においても届出がないものが、平成 14 年度分で 593 件（41％）、15 年度分で 398 件（28％）、16 年度分で

113 件（７％）みられた。 

平成 14 年度分 593 件については、２年以上にわたり再発防止対策が届け出られていないことになる。 

                                      
（単位：件、％） 

平成 14 15 16 年 度 

 

 

 

 

 

 

地方 

運輸局名 

鉄道運

転事故

等の件

数 

 

 

 

a 

ａのう

ち鉄道

事業者

の責任

による

もの 

 

b 

ｂのう

ち年度

末現在

で再発

防止対

策の届

出がな

いもの 

鉄道運

転事故

等の件

数 

 

 

 

a

ａのう

ち鉄道

事業者

の責任

による

もの 

 

b

ｂのう

ち年度

末現在

で再発

防止対

策の届

出がな

いもの 

鉄道運

転事故

等の件

数 

 

 

 

a 

ａのう

ち鉄道

事業者

の責任

による

もの 

 

b 

ｂのう

ち年度

末現在

で再発

防止対

策の届

出がな

いもの 

北 海 道 
266 

(100) 
 

108 
(40.6) 
<100> 

15 
 

<13.9> 

282
(100)

125
(44.3)
<100>

31

<24.8>

396 
(100) 

 

141 
(35.6) 
<100> 

11

<7.8>

東    北 
482 

(100) 
 

172 
(35.7) 
<100> 

132 
 

<76.7> 

525
(100)

167
(31.8)
<100>

112

<67.1>

665 
(100) 

 

182 
(27.4) 
<100> 

15

<8.2>

北陸信越 
364 

(100) 
 

110 
(30.2) 
<100> 

97 
 

<88.2> 

344
(100)

93
(27.0)
<100>

56

<60.2>

447 
(100) 

 

111 
(24.8) 
<100> 

12

<10.8>

関    東 
1,022 
(100) 

 

399 
(39.0) 
<100> 

249 
 

<62.4> 

973
(100)

330
(33.9)
<100>

66

<20.0>

1,111 
(100) 

 

377 
(33.9) 
<100> 

7

<1.9>

中    部 
484 

(100) 
 

132 
(27.3) 
<100> 

55 
 

<41.7> 

528
(100)

169
(32.0)
<100>

75

<44.4>

570 
(100) 

 

132 
(23.2) 
<100> 

41

<31.1>

近    畿 
811 

(100) 
 

270 
(33.3) 
<100> 

11 
 

<4.1> 

1,022
(100)

277
(27.1)
<100>

6

<2.2>

1,094 
(100) 

 

326 
(29.8) 
<100> 

7

<2.1>

中    国 
307 

(100) 
 

99 
(32.2) 
<100> 

24 
 

<24.2> 

316
(100)

92
(29.1)
<100>

43

<46.7>

530 
(100) 

 

119 
(22.5) 
<100> 

19

<16.0>

四    国 
103 

(100) 
 

27 
(26.2) 
<100> 

2 
 

<7.4> 

139
(100)

41
(29.5)
<100>

4

<9.8>

169 
(100) 

 

31 
(18.3) 
<100> 

0

<->

九    州 
445 

(100) 
 

144 
(32.4) 
<100> 

8 
 

<5.6> 

498
(100)

119
(23.9)
<100>

5

<4.2>

525 
(100) 

 

129 
(24.6) 
<100> 

1

<0.8>

沖    縄 - - - 
3

(100)
3

(100)
<100>

0

<->

4 
(100) 

 

1 
(25.0) 
<100> 

0

<->

計 
4,284 
(100) 

 

1,461 
(34.1) 
<100> 

593 
 

<40.6> 

4,630
(100)

1,416
(30.6)
<100>

398

<28.1>

5,511 
(100) 

 

1,549 
(28.1) 
<100> 

113

<7.3>

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ ( )内は、地方運輸局ごとにみた鉄道運転事故等の件数(a)を100とする構成比である。 

３ < >内は、地方運輸局ごとにみた鉄道事業者の責任による鉄道運転事故等の件数(b)を100と 

する構成比である。 



表1-(1)-ウ-⑤  地方運輸局の管内鉄道事業者に対する鉄道運転事故等の届出に関する指導状況 

地  方 指 導 状 況 

運輸局名 

特段の指導を行っていないもの 

東 北 鉄道運転事故等に係る原因究明、再発防止対策等の措置を講ずるのは、鉄道事業者の責任で

あるとして、「鉄道運転事故等届出書」の「再発防止対策」欄が空欄又は「原因調査中」となっ

ている場合にも、鉄道事業者に対し、再発防止対策の内容について、照会し再報告を求めるな

どの特段の措置は講じていない。 

鉄道運転事故等届出書の受理時や年１回の国土交通本省への鉄道運転事故等の報告に際して、届け出るよ

う指導しているとしているもの 

北海道 鉄道事業者からの「鉄道運転事故等届出書」の「再発防止対策」欄が空欄又は「原因調査中」

となっているものについては、事故原因が判明次第、又は翌月の事故報告の際に、関係資料等

とともに届け出るよう鉄道事業者を指導しており、また、毎年６月に行う地方運輸局から国土

交通省本省への鉄道事故の年度報告の際にも、鉄道事業者から電話等で再発防止策を確認して

いるとしている。 

関 東 鉄道事業者からの「鉄道運転事故等届出書」の受理時や国土交通省本省に報告する「運転事

故等整理票」の作成時において、「鉄道運転事故等届出書」の「再発防止対策」欄が空欄又は「原

因調査中」となっているものがある場合、当該鉄道事業者に対し、口頭で、その後の措置状況

について届け出るよう指導しているとしている。 

中 部 鉄道事業者からの「鉄道運転事故等届出書」を受理した際に同届出書の「再発防止対策」欄

が空欄の場合は再発防止対策の実施状況を照会するほか、「原因調査中」の場合は原因が判明し

た時点で改めて届け出るよう、随時、指導しているとしている。 

近  畿 ６月の国土交通省本省への報告前に、鉄道事業者からの「鉄道運転事故等届出書」の「再発

防止対策」欄に「原因調査中」、「再発防止対策を検討中」などと記入されているものについて、

その後の措置状況を鉄道事業者に照会しているとしている。 

中  国 鉄道事業者に対する保安監査時、鉄道事業者からの鉄道運転事故等の速報や「鉄道運転事故

等届出書」を受理する際に、その発生原因を究明し再発防止対策を講じることや、講じた措置

等について届け出ることについて鉄道事業者を指導しているとしている。 

四  国 国土交通省本省への鉄道事故の年度報告の際、鉄道運転事故等の原因究明中、対策継続中と

しているものについて、取組状況を鉄道事業者に照会しているとしている。 

九  州 鉄道事業者からの「鉄道運転事故等届出書」の「再発防止対策」欄が空欄あるいは「調査中」

の場合は、車両、電気、土木及び運転の各担当係長が、期間を置いて事業者に照会し、再発防

止対策の内容について、改めて届け出るよう指導しているとしている。 

（注）当省の調査結果による。 
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（２）保安監査 

勧            告 説明図表番号

（制度の概要）  

国土交通省は、鉄道事業法、鉄道事業等監査規則（昭和 62 年運輸省令第 12 号）等に基

づき、保安監査を行っている。 

表１-(2)-① 

 

保安監査は、ⅰ）地方運輸局長が毎年度の監査計画を定め、これに基づき実施する計画

監査、ⅱ）重大事故等が発生した場合など、地方運輸局長が特に必要があると認める場合

に行う特別監査、ⅲ）複数の地方運輸局にまたがる鉄道事業者等について国土交通大臣が

特に必要があると認める場合に行う本省監査に区分される。 

表１-(2)-② 

 

 

 

また、平成 11 年５月、国土交通省は、保安監査の円滑な実施を図るため、土木、電気、

車両及び運転の各部門の監査の事項及び内容を記載した「鉄道事業保安監査マニュアル」

（以下「保安監査マニュアル」という。）を取りまとめている。 

表１-(2)-③ 

 

 

国土交通省は、平成 14 年度に 45 件（計画監査 42 件及び特別監査３件。これらのうち本

省との合同監査３件）、15 年度に 48 件（計画監査 41 件及び特別監査７件。これらのうち

本省との合同監査４件）、16 年度に 46 件（計画監査 41 件及び特別監査５件。これらのう

ち本省との合同監査２件）の保安監査を実施している。 

表１-(2)-④ 

 

 

 

  

（調査結果）  

今回、鉄道事業者に対する保安監査の実施状況を調査した結果、次のような状況がみら

れた。 

 

 

① 国土交通省は、平成 10 年７月、「保安監査の実施方法等の当面の見直しについて」（平

成 10 年７月１日付け鉄技第 71 号の２、鉄保第 73 号の２、鉄施第 112 号の２）により、

被監査事業者への所見、改善指示事項等については、原則として所定の文書により行う

よう、地方運輸局に通知した。さらに、国土交通省は、平成 11 年５月、「鉄道事業保安

監査の取り扱いについて」（平成 11年 5 月 31 日付け国土交通省本省保安監査会議事務局

事務連絡）により、ａ）公共の利益を阻害している事実があると認められる場合は鉄道

事業法第 23 条の「事業改善命令」、ｂ）法令等に違反している事実があると認められる

場合は「指示」、ｃ）公共の利益を阻害するおそれがあると認められる場合は「勧告」を

文書通知するとともに、「事業改善命令」と「指示」は改善措置の具体的な内容まで踏み

込んだものとするよう、地方運輸局に通知している。 

表１-(2)-⑤ 

 

 

 

 

表１-(2)-③ 

 

 

 

 

しかし、平成 14 年度から 16 年度までに全国９地方運輸局において実施された保安監

査 139 件における改善指導等の状況をみると、鉄道事業者に対する指摘 321 事項のうち

116 事項（36％）については口頭指導が行われているが、このうち５事項（４％）は法

令等違反であり「指示」を文書により発出すべきものであった。 

表１-(2)-⑥ 

 

事例１-(2)-①

 

また、文書通知した 205 事項についてみると、法令等違反であり「指示」を発出すべ

き 83 事項のうち６事項（３％）が「勧告」とされている。 

事例１-(2)-②

 

② 保安監査マニュアルは、各監査項目の法令への適合状況の確認方法（目視、測定器に

よる測定等）、判定基準等について記載しており、監査の円滑な実施を期することを目的

として作成されたものである。 

表１-(2)-⑤ 

 

 

しかしながら、保安監査マニュアルは、鉄道施設のバリアフリー化、事故等を踏まえ

た列車の速度制限装置設置の義務化など、近年の法令等の改正に対応した改定が行われ

事例１-(2)-③
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ていない。 

 

（所見） 

したがって、国土交通省は、保安監査を効果的に実施するため、次の措置を講ずる必要

がある。 

① 文書による改善措置の適切な運用を徹底すること。 

② 保安監査マニュアルを近年の法令等の改正の内容に合致したものに改定すること。 
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（説 明） 

表１－(2)－① 鉄道事業者の事業場の立入検査に関する法令の概要 

法 令 名 該  当  条  文 

鉄道事業法(昭

和61年法律第92

号) 

（立入検査） 

国土交通大臣は第 56 条 、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道

事業者又は索道事業者（許可受託者を含む。）の事務所その他の事業場に立ち入り、

業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件

を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

鉄道事業法施行

規則（昭和 62 年

運 輸 省 令 第 ６

号） 

（権限の委任） 

第 71 条 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運

輸局長に委任する 

一 ～ 一六 （略） 

２  法に規定する国土交通大臣の権限（前項各号に掲げるものを除く。）で次に掲げる

ものは、地方運輸局長も行うことができる。 

一 ～ 三  （略） 

四 法第 55 条及び第 56 条第 1項から第 3項までの規定による権限 

鉄道事業等監査

規則（昭和 62 年

運輸省令第 12

号） 

（趣旨） 

第１条 鉄道事業法第 56 条第 1項から第３項の規定による監査（以下「監査」という。）

については、この省令の定めるところによる。 

 

 （監査の目的）  

監査は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２条 、輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設及び

車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうか、運輸が適正に行われ

ているかどうか、会計の整理及び財産の管理が適確に行われているかどうかについ

て監査することにより、輸送の安全を確保し、利用者の利益を保護するとともに鉄

道事業等の健全な発達を図ることを目的とする。  

 

（監査の種類）  

第３条  監査の種類は、次のとおりとする。  

保安監査（一  輸送の安全を確保するための取組、施設及び車両並びに運転取扱い

の状況について行う監査）  

二  業務監査（鉄道事業及び索道事業の運輸の状況について行う監査）  

三  会計監査（鉄道事業及び索道事業の会計の整理及び財産の管理の状況について

行う監査）  

 

（保安監査）  

第４条 保安監査は、次に掲げる事項について行うものとする。  

一 輸送の安全の確保に関する取組の状況 

二 施設、車両及び運転取扱いに関する法令の遵守状況並びにこれらの法令に基づ

く許可、認可、確認及び届出に係る事項の実施状況  

三 法令の規定により定められた施設及び車両の整備並びに運転取扱いに関する細

則の遵守状況 
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四 運転保安上又は公益上不適当な施設等の有無  鉄道事業等監査

規則（昭和 62 年

運輸省令第 12

号） 

五 施設の工事の実施状況 

六 事故及び災害の処理状況並びに事故及び災害の防止対策の実施状況 

七 施設及び車両に関する補修計画及び補修実績 

八 保安に関する業務に従事する係員の職制及び配置の状況 

九 保安に関する業務に従事する係員の資格及び教育訓練の状況並びにその技能の

程度 

十 鉄道台帳及び図面の整理状況 

十一 保安監査に基づく指示等に係る事項の実施状況 

十二 前各号に掲げるもののほか、第２条の目的を達成するために必要と認める事項 

 

（監査の実施）  

地方運輸局長は、監査計画に基づいて監査を行う。ただし、地方運輸局長が第７条 

特に必要と認める場合には、監査計画に基づかないで監査を行うことができる。  

国土交通大臣は２  、第２条の目的を達成するために、特に必要があると認める場合

に監査を行うものとする。

 

（監査計画）  

地方運輸局長は、年度ごとの監査計画を定め、当該監査計画に係る年度の前第８条 

年度の２月末日までに国土交通大臣に提出するものとする。 

２ 前項の監査計画は、監査を定期的かつ効果的に実施することができるように、監

査の対象となる鉄道又は索道、監査の時期その他監査の実施の概要について定める

ものとする。 

 

（監査員） 

第９条 監査は、国土交通大臣又は地方運輸局長が指名した職員（以下「監査員」と

いう。）がこれを行う。 

２ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の監査員の中から主任監査員を指名しな

ければならない。 

３ 主任監査員は、監査員の行う事務を統括する。 

主任監査員は、監査を終了したときは、遅滞なく、意見を付して当該監査の結果４ 

を国土交通大臣又は地方運輸局長に報告するものとする。

 

（監査報告） 

第 10 条 地方運輸局長は、前条第 4項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、

当該監査結果の概要（重要又は異例に属する事項に限る。）を国土交通大臣に報告す

るものとする。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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表１－(2)－② 保安監査の種類（「平成 12 年度からの監査制度の基本方針について」 

（平成 11 年 10 月 21 日付け保安監査会議事務連絡。抜粋）)  

 

１．保安監査の種類  

(1) 「計画監査」（規則第７条第１項） 

年度ごとの監査計画に基づき行う監査

 

(2) 「特に必要があると認める監査」(規則第７条第１項ただし書き及び第２項) 

計画監査以外で特に監査を行う必要があると認める場合 

(ｱ) 「特別監査」 

重大事故等の発生により、監査を行う必要が高いと認められる事業者に特異な事故又は

対し、監査事項を絞り重点的に行う監査とする。（緊急性が高いものに限る。） 

(ｲ) 「その他必要な監査」 

複数の地方運輸局にまたがる事業者の監査又は地方運輸局の力量により本省が主体となっ

て監査を行う必要があると認められる場合などとする。 

 

２．監査の実施主体 

(1) 「計画監査」は、地方運輸局が主体となって監査を行う。 

 

（2） 「特に必要があると認める監査」は、監査の動機となった事故の重大性、地方運輸局の力量

などを考慮して実施主体を決定する。 

 

(3) 本省が行う「その他必要な監査」は、地方運輸局で策定した「計画監査」から被監査事業者

を選定する場合がある。この場合地方運輸局は、本省が監査を行ったことを考慮して計画監査

を策定する。 

 

(4) 本省が主体となって行う監査は、必要により地方運輸局との「合同監査」とする。 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

    ２ 下線は、当省が付した。 
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表１－(2)－③ 「鉄道事業保安監査の取り扱いについて」 

（平成 11 年５月 31 日付け本省保安監査会議事務局事務連絡。抜粋） 

 

   地方運輸局保安監査会議事務局におかれましては、保安監査制度の再構築にあたり、ご協力いただき誠

に有り難うございます。 

   保安監査制度につきましては、「保安監査の実施方法の当面の見直し等について」（平成 10 年７月 1 日

付け、鉄技第 71 号の２、鉄保第 73 号の２、鉄施第 112 号の２）により、当面の取扱いが規定されたとこ

ろでありますが、平成 10 年度に試行した保安監査の結果等を踏まえ、下記取扱いを追加しますので、職

員へ周知するとともに、その取扱いに遺漏なきよう宜しくお願い致します。 

  なお、先般提示しました、鉄道事業保安監査実施要領(仮称)（素案）（概要）及び鉄道事業保安監査実

施細則(たたき台、旧名：保安監査マニュアル)等につきましては、将来制定すべきものと位置付け、別

添１、２のとおり案を作成しましたので、参考までに配布致します。 

 つきましては、引き続き保安監査制度に対するご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

   １．立入終了時の事実確認等について 

     立入終了時の事実確認は、監査結果の処置を組織的、客観的に行うこととした監査制度の主旨を踏

まえ監査員の主観が排除されるようにすること。 

なお、事業者との意見交換、あるいは事業者へのアドバイス等を求められたときは、運輸省として

の組織を代表した見解ではない場合もあることを明確にしたうえで行うものとする。 

(略) 

３．改善事項の通知について 

(1) 改善事項の文書通知は、次の方法により行うものとする。 

① 鉄道事業法第 23 条の事業改善命令（以下「命令」という。） 公共の利益を阻害している事実

があると認められる場合 

② 指示 ①に掲げる場合以外の場合において法令等に違反している事実があると認められる場合 

③ 勧告 ②に掲げる場合以外の場合において公共の利益を阻害するおそれのあると認められる場

合 

(2) 改善事項の文書通知の発出者は、原則として、次の者が発出するものとする。 

① 命令 運輸大臣又は地方運輸局長（鉄道事業法施行規則第 71 条第２項第 1号に規定するものに

限る。） 

②  指示 鉄道局長又は地方運輸局長 

③  勧告 鉄道局の課長（改善事項を所管している課の課長）又は地方運輸局鉄道部長 

(3) 「指示」及び「勧告」に関して、次の場合は発出者を変更することができるものとする。 

①  改善事項に該当する違反が悪質と認められるため、発出者を上位の者にする場合 

②  改善事項に該当する違反内容を確認したとしても、その違反が事故の発生等やむを得ない事情

により生じたものであり、かつ、その後の処置が適切に進められていると認められるため、発出

者を下位の者にする場合 

③  その他、改善事項の社会的影響が大きい等、極めて特別な理由により発出者を変更する必要が

ある場合 

(4) 改善事項の通知文には、その内容に応じ回答期限を定めるものとする。 

（通知文例：別添３） 

 

４．監査マニュアル（旧名：部門別監査事項及び監査内容）について 

監査の円滑な実施を図るため、別添４のとおり監査マニュアルをとりまとめたので、活用するものと

する。 

 

（続  く） 
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５．その他 

(1)  改善事項の通知を統一的に実施するため、「命令」を発出する場合及び「原則とした発出者」を変

更する場合は、当分の間、事前に連絡をお願いします。 

(2)  改善事項を蓄積するため、実績を別添５にまとめて、毎年度末までに報告をお願いします。 

 

添付資料 

 別添１  鉄道事業保安監査実施要領（案） 

 

別添１
 

鉄道事業保安監査実施要領（案） 
 

制定 番   号
年 月 日

 

（趣旨） 

第１条 鉄道事業等監査規則（昭和 62 年運輸省令第 12 号。以下「規則」という。）第３条第

１号の運輸大臣が行う保安監査（以下「監査」という。）については、規則その他の法令

に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（監査の種類） 

第２条 監査の種類は、次のとおりとする。 

一 計画監査 年度ごとに策定される計画に基づいて行う監査 

二 特別監査 重大事故等社会的に影響の大きい事故等の発生により特に必要と認め

られる場合に行う監査 

      

 （保安監査会議） 

 第３条 鉄道局に、保安監査会議（以下「会議」という。）を置く。 

   ２．会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

    一 監査の実施に関する基本的な事項に関すること。 

    二 監査結果に基づく改善事項に関すること。 

    三 監査員の監査技能の向上に関すること。 

    四 その他監査に係る重要事項に関すること。 

３．会議は、大臣官房技術審議官、技術企画課長、保安車両課長及び施設課長をもって

組織する。 

   ４．会議の事務を処理させるため、会議に事務局を置く。 

（略） 

 

別添２ 鉄道事業保安監査実施細則（案） （略） 

 

 

 

 

 

（続  く） 
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別添３ 改善事項の通知文例          

 

 

別添３ 

改 善 事 項 の 通 知 例 

 

Ⅰ．命令 

○年○月○日から○日までに実施した保安監査の結果、以下の事項について、鉄道事

業法第 23 条に基づき改善を命ずる。なお、講じた措置の状況を○年○月○日までに（○

○運輸局経由で）報告されたい。 

 

１・・・  事実関係、抵触法令等を簡潔に記載する。 

２・・・  改善措置の具体的内容まで踏み込んだ文とする。 

・・・・ 

 

Ⅱ．指示 

○年○月○日から○日までに実施した保安監査の結果、以下の事項について、改善を

指示する。なお、講じた措置の状況を○年○月○日までに（○○運輸局経由で）報告さ

れたい。 

 

１・・・ 
事実関係、抵触法令等を簡潔に記載する。 

２・・・ 
 改善措置の具体的内容まで踏み込んだ文とする。 

・・・・ 

 

Ⅲ．勧告 

○年○月○日から○日までに実施した保安監査の結果、以下の事項について、改善を

勧告する。なお、講じた措置の状況を○年○月○日までに（○○運輸局経由で）報告さ

れたい。 

 

１・・・ 
事実関係を簡潔に記載する。 

２・・・ 
 改善措置の具体的内容は、事業者に委ねる。 

・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（続  く） 
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別添４ 監査マニュアル 

 

 
鉄道事業保安監査マニュアルの例          別添４ 

 
１．土木部門                               土－１/21 

事 項 項 目 細 目 適用 内     容 

法令 

・ 事業者が定めた実施細則と技術基準との

適合について調査する。 

普構則

第３条 

(1)技術基 1．施設に Ⅰ 法令 

準と実施

細則の適

合状況 

関する法 の遵守

状況及

び手続

きの実

施状況 

  令の遵守 

  状況 

   

   

［施設と技術基準との適合状況］ 普構則 (2)施設と 

①建築限界 第20条関係法令 

(現地調査) 第 21条との適合 

・ 目視により確認する。 鉄運規 状況 

・ 必要に応じ限界車又は限界定規により確

認する。 

第34条

（判定基準） 

・ 建築限界内に建物その他の構造物を設け

ていないことを確認する。 

 

限界車の走行は、現地の実状に応じて

適宜行う。 

限界の検査にあたっては、特に曲線部

の拡大、傾斜及びカント量に注意して行

う。 

樹木、信号機等の接近物に注意する。

また、建築限界内に崩れる恐れのある

ものが置いていないことを確認する。  

（注）１ 「普構則」は、普通鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 14 号）の略称である。 

２ 「鉄運規」は、鉄道運転規則（昭和 62 年運輸省令第 15 号）の略称である。 
 

 

別添５ 保安監査結果の措置状況一覧表  （略） 

 

（注）１ 国土交通省の資料に基づき当省が作成した。 
２ 下線は、当省が付した。 
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表１－(2)－④ 保安監査の実施状況   

国土交通省は、平成 14 年度に 45 件（計画監査 42 件及び特別監査３件、これらのうち本省との合同監査３

件）、15 年度に 48 件（計画監査 41 件及び特別監査７件、これらのうち本省との合同監査４件）、16 年度に

46 件（計画監査 41 件及び特別監査５件、これらのうち本省との合同監査２件）の保安監査を実施している。 

                                              （単位：件） 

平成 14 15 16 合     計 年 度 

 

地方 

運輸局名 

計
画 
監
査 

特
別 
監
査 

本省
との
合同
監査 

計 計
画 
監
査 

特
別
監
査

本省
との
合同
監査

計 計
画
監
査

特
別
監
査

本省
との
合同
監査

計 計
画 
監
査 

特
別 
監
査 

本省
との
合同
監査

計 

北 海 道 1 0 1 
計画 
監査 
1 

2 3 1 0 4 3 0 0 3 7 

 

1 1 
計画
監査
1 

9 

東    北 5 0 0 5 

 

4 0 0 4 4 0

 

1 
特別
監査
1 

5 13 0 

 

1 
特別
監査
1 

14 

北陸信越 3 0 1 
計画 
監査 
1 

4 1 0 0 1 5 0 0 5 9 0 1 
計画
監査
1 

10 

関    東 8 0 0 8 6 0

 

1 
特別
監査
1 

7 3 0 0 3 17 0 

 

1 
特別
監査
1 

18 

中    部 6 

 

1 

 

1 
計画 
監査 
1 

8 11 3

 

1 
特別
監査
1 

15 10 1 0 11 27 5 2 
計画
監査
1 

特別
監査
1 

34 

近    畿 8 

 

1 

 

0 9 

 

6 0

 

1 
特別
監査
1 

7 

 

7 0 0 7 21 1 1 
特別
監査
1 

23 

中    国 3 1 0 4 6 0 0 6 4 2 0 6 13 3 0 16 

四    国 2 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 2 5 0 0 5 

九    州 3 0 0 3 2 0 １ 
計画
監査
1 

3 3 0 1 
特別
監査
1 

4 8 0 2 
計画
監査
1 

特別
監査
1 

10 

合 計 39 3 3 
計画 
監査 
3 

45 40 4 4 
計画
監査
1 

特別
監査
3 

48 41 3 2 
特別
監査
2 

46 120 10 9 
計画
監査
4 

特別
監査
5 

139

（注）１ 当省の調査結果による。 
     ２ 平成 14 年度の国土交通省本省、北陸信越運輸局及び中部運輸局が合同で実施した監査については、

当該地方運輸局にそれぞれ１件として計上している。 



表１－(2)－⑤ 「保安監査の実施方法等の当面の見直しについて」（平成 10 年７月１日付け鉄技第 71 号の
２、鉄保第 73 号の２、鉄施第 112 号の２鉄道局保安車両課長、施設課長通知。抜粋） 

 

現在、運輸技術審議会鉄道部会において、輸送の安全確保、環境問題、利用者の利便の確保等に係る国

の関与のあり方と、許認可、保安監査、事故調査・予防、情報公開等、具体的な制度設計のあり方につい

て審議が進められており、今秋には答申がまとめられる予定である。 

去る６月 11 日にとりまとめられた中間報告でも明らかなように、今後の鉄道技術行政については、事

後チェックにその重点をシフトすることが求められると予想されることから、これに適切に対応した保安

監査制度へと再構築すべく、それに向けた事前準備等が必要となっている。 

このため、本省において将来の保安監査制度に関して検討を進めているところであるが、当面の保安監

査制度の運用について下記により取り進めることとしたので職員へ周知するとともに、その取扱いに遺漏

なきを期されたい。 

 

記 

 

１．地方運輸局保安監査会議及び同会議事務局の設置 

保安監査（重大事故発生後に行う特別保安監査を含み、開業時に行うものを除く。）に組織的に取

り組むとともに、改善指示事項等に関する客観性、公平性を確保するため、鉄道部に次の保安監査会

議及び同事務局を設置すること。なお、本省においては、別紙１の内容で既に設置済みである。 

    （略） 

２ 保安監査の実施方法の見直し 

(1) 鉄道事業者の負担を考慮し、鉄道事業者ごとに保安に係る台帳等（鉄道事業者保安情報システム）

を作成する方向で検討することし、原則として監査に当たっては特別な資料の作成を鉄道事業者に

求めないこととする。ただし、保安台帳が整備されていない鉄道事業者については、整備されるま

での間に限り、必要最小限の資料作成を求めることができることとする。 

(2) 鉄道事業者への立入り後、追加調査等が必要となったときは、再度、立入り等を行うことができ

ることとする。したがって、監査の開始に当たっては、被監査事業者に対し、その旨をあらかじめ

表明するものとする。 

(3）被監査事業者への所見、改善指示事項等については、原則として所定の文書によることとする。

したがって、鉄道事業者への立入終了に当たっては、主任監査員等は被監査事業者に対する観察結

果の事実確認のみを行うこととし、従来実施していた講評は、今後は行わないこととする。 

   (4) 保安監査計画の策定の際に本省が指定する鉄道事業者は、本省と地方運輸局の合同監査とする。

この場合の本省・地方運輸局間の連絡調整は別紙２のとおりとし、保安監査の指揮は本省保安監査

会議及び主任監査員が執るものとする。 

   

  ３ 監査結果の処理手順 

（略） 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

      ２ 下線は、当省が付した。 
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表１―(2)―⑥ 監査結果に基づく改善指摘の状況 

 

平成 14 年度から 16 年度までに全国９地方運輸局において実施された保安監査 139 件における改善 

措置状況をみると、鉄道事業者に対する指摘 321 事項のうち 116 事項（36％）については、口頭指導 

が行われている。 

 
                                  （単位：事項、％） 

         文書通知の種類 区 分 

 

地 方 

運輸局名 

口 頭 指 導 合  計 

命令 指示 勧告 その他 計 

北 海 道 0 3 4 0 7 4 11 

(-) (27.3) (36.4) (-) （63.6） (36.4) (100) 

東    北 0 19 4 27 50 35 85 

(-) (22.4) (4.7) (31.8) (58.8) (41.2) (100) 

北陸信越 0 11 8 0 19 2 21 

(-) (52.4) (38.1) (-) (90.5) (9.5) (100) 

関    東 4 23 14 0 41 9 50 

(8.0) (46.0) (28.0) (-) (82.0) (18.0) (100) 

中    部 0 16 23 0 39 5 44 

(-) (36.4) (52.3) (-) (88.6) (11.4) (100) 

近    畿 0 3 7 0 10 6 16 

(-) (18.8) (43.8) (-) (62.5) (37.5) (100) 

中    国 4 2 24 0 30 19 49 

(8.2) (4.1) (49.0) (-) (61.2) (38.8) (100) 

四    国 0 0 8 1 9 9 18 

(-) (-) (44.4) (5.6) (50.0) (50.0) (100) 

九    州 0 0 0 0 0 27 27 

(-) (-) (-) (-) (-) (100) (100) 

計 8 77 92 28 205 116 321 

(2.5) (24.0) (28.7) (8.7) (63.9) (36.1) (100) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

    ２ （ ）内は、地方運輸局ごとにみた構成比である。 

     ３ 「文書通知の種類」欄の「その他」の欄は、「命令」、「指示」、「勧告」に該当しない指摘 
事項について文書で指摘したものである。 
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事例１―(2)―① 法令等違反であり「指示」を発出すべきであるが口頭指導しているもの 

地方運

輸局名 

指導内容 口頭指導を文書通知（「指示」）すべき

理由 

技術基準省令第３条「鉄道事業者は、実施基準を定め、遵守しなければならない」に違反しているもの

東 北 鉄道事業者：Ｄｃ鉄道 実施基準が遵守されておらず、この

ことは、技術基準省令に違反しており、

文書により「指示」を発出すべき内容

である。 

 保安監査実施年月日：平成 15 年 10 月 20 日  
から 21 日まで 

 
 

省令に基づく電気・信号保安施設実施基準に基づく

検査計画と実際の検査記録簿を確認したところ、相違

が見受けられるので整合性を図るよう口頭指導した。

九 州 鉄道事業者：Ｄｗ鉄道 実施基準が遵守されておらず、この

ことは、技術基準省令に違反しており、

文書により「指示」を発出すべき内容

である。 

保安監査実施年月日：平成 16 年２月 16 日  
から 20 日まで 

 

列車検査・機能状態検査・ＡＴＳ特性検査の記録を

確認したが、一部整備実施基準と検査項目の内容が相

違している部分及び検査記録漏れを確認した。 

整備実施基準と定期検査の実態との整合性につい

て再度整理を行うよう口頭指導を行った。 

技術基準省令第 10 条第１項「鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設

及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有す

るよう、教育及び訓練を行わなければならない」に違反しているもの 

東 北 鉄道事業者：Ｄａ鉄道 運転関係係員等に対する教育訓練を

実施していないことは、技術基準省令

に違反しており、文書により「指示」

を発出すべき内容である。 

保安監査実施年月日：平成 15 年８月 25 日  
から 26 日まで 

 
 

採用時に全般的な教育訓練を行っているが、その後

の教育訓練は実施されていないので、口頭指導した。

なお、従事員は経験年数が最低でも６年となってお

り、設備の取扱い、補修等には習熟している。 

中 国 鉄道事業者：Ｄｎ鉄道 施設及び車両の保守を行う係員に対

して教育訓練を実施していないこと

は、技術基準省令に違反しており、文

書により「指示」を発出すべき内容で

ある。 

保安監査実施年月日：平成 15 年 12 月３日 

から５日まで 

 

電力指令及び電気の保守点検業務は、すべて外部に

に委託しているが、鉄道事業者として委託会社の教

育、訓練の内容が把握されておらず、適性検査も実施

されていないので改善するよう口頭指導した。 
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技術基準省令第 10 条第２項「鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行

うのに必要な適性、知識及び技能を保有することを確かめた後でなければその作業を行わせてはならな

い。」に違反しているもの 

中 国 鉄道事業者：Ｄｎ鉄道  適性の確認について、精神機能検査

は、３年に 1回以上行うとされている。

精神機能検査が３年に１回実施されて

いることが確認できないことは、技術

基準省令に違反しており、文書により

「指示」を発出すべき内容である。 

保安監査実施年月日：平成 15 年 12 月３日 

から５日まで 

 

前回の適性検査の記録はあるが、それ以前の記録が

なく適性検査を３年に１回実施しているか確認でき

ないので改善するよう口頭指導した。 

（注）当省の調査結果による。 
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事例１―(2)－② 文書通知のうち法令等違反であり「指示」を発出すべきものを「勧告」としているもの 
 

文書通知した 205 事項についてみると、法令等違反であり「指示」を発出すべき 83 事項のうち６事項

（３％）が「勧告」とされている。 

 

地方運

輸局名 

勧告の内容 「勧告」を「指示」とすべき理由 

 技術基準省令第３条「鉄道事業者は、実施基準を定め、遵守しなければならない」に違反しているもの 

 実施基準で定められた検査期間を超過してい

たことは、実施基準が遵守されていないことか

ら、技術基準省令に違反しており、「勧告」では

なく「指示」とすべき内容である。 

近  畿 鉄道事業者：Ｃｄ鉄道 

保安監査実施年月日：平成 14 年 11 月 25 日 

から 27 日まで 

勧告年月日：平成 15 年２月 14 日 

 
 

自動列車制御装置の地上設備の定期検査が、
【指示している類似例】 

実施基準で定められた検査期間を超過していた
リレー室整流器の定期検査が、実施基準で定

められた検査期間を超過していたことが確認さ

れたので、検査期間の管理を徹底すること。 

ことから、実施基準を遵守すること。 

〔平成 16 年 12 月 20 日東北運輸局がＤｓ鉄道に

対して文書通知（指示）〕 

中  国  鉄道事業者：Ｄｎ鉄道 実施基準で定められた検査項目に基づく検査

が行われていないことは、実施基準が遵守され

ていないことから、技術基準省令に違反してお

り、「勧告」ではなく「指示」とすべき内容であ

る。 

 保安監査実施年月日：平成 15 年 12 月３日 

から５日まで 

勧告年月日：平成 16 年２月 17 日 

 

電気施設の検査において実施基準に定められ
 

た検査項目に基づく検査が行われていないこと

から、実施基準に基づき確実に実施すること。 
【指示している類似例】 

電車整備実施基準で定められている検査につ

いて、一部実施されていないことから、規定し

た検査は確実に実施すること。 

〔平成 16 年 12 月 20 日東北運輸局がＤｓ鉄道に

対して文書通知（指示） 

四 国 鉄道事業者：Ｄｏ鉄道  実施基準で定められた基準値を超えているこ

とは、実施基準が遵守されていないことから、

技術基準省令に違反しており、「勧告」ではなく

「指示」とすべき内容である。 

保安監査実施年月日：平成 16 年９月 14 日  
から 15 日まで 

 勧告年月日：平成 16 年 11 月 16 日 

 
 

Ｄｏ１・Ｄｏ２駅間 119 号柱付近及びＤｏ３

踏切 146 号柱付近の電車線の偏いが、
【指示している類似例】 

実施基準
車両の定期検査における絶縁抵抗試験測定値

の一部について、実施基準に定める基準値に適

合していないことが確認された。 

に基づく基準値を超えていたことから、適切に

保守・管理すること。 

 
〔平成 16 年２月 10 日関東運輸局がＤｇ鉄道に

対して文書通知（指示）〕 

 - 77 -



 - 78 -

 

地方運

輸局名 

勧告の内容 「勧告」を「指示」とすべき理由 

技術基準省令第 10 条第１項「鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び

車両の保守その他これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、

教育及び訓練を行わなければならない」に違反しているもの 

中 国 鉄道事業者：Ｄｎ鉄道 

保安監査実施年月日：平成 15 年 12 月３日 

から５日まで 

勧告年月日：平成 16 年２月 17 日 

 

運転関係係員の教育、訓練が実施していないこ

とから、運転に直接関係する作業を行う係員の

教育・訓練を実施すること。 

 

運転関係係員の教育、訓練を行っていないこ

とは、技術基準省令に違反しており、「勧告」で

はなく「指示」とすべき内容である。 

 

【指示している類似例】 

列車等の運転に直接関係する係員に対して実

施していないことから、適切に実施すること。 

〔平成 16年３月２日関東運輸局がＤｉ鉄道に対

して文書通知（指示）〕 

技術基準省令第 44 条「き電線路等が人等に危害を及ぼすおそれがあるときは、障害を防止する設備を設け

なければならない」に違反しているもの 

四 国  鉄道事業者：Ｄｏ鉄道 

 保安監査実施年月日：平成 16 年９月 14 日 

から 15 日まで 

 勧告年月日：平成 16 年 11 月 16 日 

 

電車線の加圧部分と近接する人道橋において

障害防止のための施設が設置されていないこと

から、障害を防止する設備を設けること。 

 

 電車線が人道橋の通行人に障害を及ぼすおそ

れがあることから、技術基準省令に違反してお

り、「勧告」ではなく「指示」とすべき内容であ

る。 

 

【指示している類似例】 

電車線加圧部分の下部防護板が設置されてい

ないことから、適切な措置を講じること。 

〔平成 15 年１月 20 日中部運輸局がＣｃ鉄道に

対して文書通知（指示）〕 

技術基準省令第 91 条「検査を行ったときは、その記録を作成、保存しなければならない」に違反している

もの 

関 東 鉄道事業者：Ｄｉ鉄道 

保安監査実施年月日：平成 15 年 11 月 13 日 

から 14 日まで 

勧告年月日：平成 16 年３月２日 

 

定期検査において、記録の一部に漏れが見受け

られたことから、省令第 91 条の規定に基づき適

切に管理すること。 

 

定期検査の記録漏れは、記録を作成、保存し

ていないことから、技術基準省令に違反してお

り、「勧告」ではなく「指示」とすべき内容であ

る。 

 

【指示している類似例】 

電気施設の検査記録について、一部記録漏れ、

記載方法の不統一が確認されたことから、教育

を含め管理を適切に行うこと。 

〔平成 16 年 12 月 20 日東北運輸局がＤｓに対し

て文書通知（指示）〕 

 

（注）当省の調査結果による。 



事例１－(2)－③ 保安監査マニュアル（平成 11 年５月）について近年の法令等の改正に対応した改定が行われていない例 

項 目 保安監査マニュアル 法令等の改正内容 

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進

に関する法律（平成 12 年法律第 68 号。以下「交通バリアフリー法」と

いう。）が制定された。 

高齢者･

障 害 者

等 の 移

動 円 滑

化 

 

事項 項目 細目 適用 内     容 

 

法令 交通バリアフリー法に基づき、公共交通事業者は、鉄道施設等の旅客

施設を新たに建設し、若しくは大規模な改良を行うとき又は車両等を新

たに事業の用に供するときは、移動円滑化のために必要な旅客施設及び

車両等の構造及び設備に関する基準（平成 12 年運輸省建設省令第 10 号）

に適合させなければならないとされた。 

  （書類調査） 将来の ４ . 移

動制約

者対策 

・盲学校、養護学校等身体障害者福

祉施設や病院などの施設が、近辺

にある駅、移動制約者等の利用が

多い駅を聞き、該当駅での駅構内

における移動制約者等のバリア

フリー施設の整備状況を確認す

る。 

監査事

項（追

加案）

・将来のバリアフリー整備計画につ

いて確認し、ない場合には駅の大

規模改良時に整備を検討するよ

う指導する。 

（現地調査） 

・移動制約者対策として、ＥＳ・Ｅ

Ｖ、スロープ、手すり等の設置状

況を確認するとともに、設置場所

等が適切であるか確認する。 

 

 

公共交通ターミナルにおけ

る高齢者・障害者等のための施

設整備ガイドラインを参考と

して、適宜指導する。 

 

 

 

移動円滑化のために必要な旅客施設及び車両等の構造及び設備に関す

る基準（平成 12 年運輸省建設省令第 10 号） 

第１条  

６ 移動円滑化された経路を構成する傾斜路は、次に掲げる基準に適

合するものでなければならない。ただし、構造上の理由によりやむ

を得ない場合は、この限りではない。 

一 有効幅は、120 センチメートル以上であること。ただし、段に併

設する場合は、90 センチメートル以上とすることができる。 

二 こう配は、12 分の１以下であること。ただし、傾斜路の高さが

16 センチメートル以下の場合は、８分の１以下とすることができ

る。 

三 高さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ 75

センチメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊り場

が設けられていること。 

 ７ 移動円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に掲げる基

準に適合するものでなければならない。 

一 かご及び昇降路の出入口の有効幅は、80 センチメートル以上で

あること。 

二 かごの内法幅は 140 センチメートル以上であり、内法奥行きは

135 センチメートル以上であること。ただし、かごの出入口が複数

あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構

造のもの（開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設

けられているものに限る。）については、この限りでない。 

三 ～ 十二 （略） 

-
 7
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・ 国土交通省は、平成 17 年４月に発生したＪＲ西日本㈱福知

山線における列車脱線事故を契機として、平成 18 年 3 月に鉄

道に関する技術上の基準を定める省令及び同省令の解釈基準

の一部を改正し、曲線、分岐器、線路終端、その他重大な事故

を起こすおそれのある箇所への速度を制限するための装置の

設置を義務化した。 

列車速

度制限

装置の

義務化 

 

事 項 項 目 細 目 適用 内     容 

法令 

 (2) 施

設と関

係法令

との適

合状況 

１.施設

に 関 す

る 法 令

の 遵 守

状況 

① 運転保安装置 Ⅰ  法

令の遵

守状況

及び手

続きの

実施状

況 

 ≪信号保安設備全般≫ 

    

 

普構則 

第 159 

～ 

161 条 

（書類調査） 

・ 自動列車停止装置、自動列車制

御装置、自動列車運転装置につい

て、施設の台帳、聴取により確認

する。 

 

（判定基準） 

・ 法令等の規定に適合しているこ

と。 

 

・ 自動列車停止装置の地上

子については、適切な位置

に取り付けられているか確

認する。 

なお、fo、Ｑ値の測定等

を実施する場合は、細心の

注意を払って行うこと。 

・ 車両の添乗により、信号

現示とＡＴＳ動作状況、表

示変化を確認する。 

・ 地上子と信号表示リレー

との接続状況の損傷等につ

いて確認する。  

 

・ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交

通省令第 151 号） 

第７章 運転保安設備   第１節 信号保安設備 

第 57 条 （列車を自動的に減速又は停止をさせる装置） 

     閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号

の現示及び線路の条件に応じ、自動的に列車を減速させ、

又は停止させることができる装置を設けなければならな

い。    

(略) 

（注）「普構則」は、普通鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 14 号）の 

略称である。 

 

        

・ 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準の一

部改正について」（平成 18 年 4 月 28 日付け国鉄技第 18 号鉄道

局長通知） 

Ⅶ－４ 第 57 条（列車を自動的に減速又は停止をさせる装置）

関係を次のように改める。 

４ 閉そくによる方法により列車を運転する場合は、線路の

条件に応じ、自動的に列車を減速させ、又は停止させるこ

とができる自動列車停止装置又は自動列車制御装置を設

けること。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。 

(1) 旅客を輸送しない線区において列車を運転する場合 

(2) 臨時の車両専用であって、動力車を操縦する係員を２

名以上同一運転台に同乗させ、動力車を運転する係員の

ブレーキ操作の遅れや失念による事故を防ぐ対策を講

じて列車を運転する場合 

５ ４の規程により設ける自動列車停止装置は、次の各号に

掲げる場合において、所要の位置において一定の速度を超

える速度で列車が走行しているときに、列車の速度を自動

-
 8
0 
-

   



的に当該速度制限箇所、停止限界箇所等の手前までに安全

上支障のない速度まで減速させ、又は停止させるものであ

ること。 

(1) 曲線区間に進入しようとする列車が、運転可能速度

（駅間最高速度。ただし、手前において速度を制限する

装置が設置されている場合や、終端駅等で列車が必ず停

止している場所から出発する場合には、その条件から通

常の運転で到達しうる速度とする。以下、この項におい

て同じ。）で当該区間に侵入したときに曲線の外側に転

覆のおそれがある場合 

(2) 分岐器区間に進入しようとする列車が、運転可能速度

で当該分岐器の分岐側に進入したときに転覆のおそれ

のある場合 

(3) 速度を制限している構造物区間に進入しようとする

列車が、運転可能速度で、当該区間に進入したときに、

当該構造物の変形等により脱線等のおそれのある場合 

(4) 線路終端部に進入しようとする列車が、運転可能速度

で当該線路終端部に進入したときに、当該線路終端部を

行き過ぎるおそれのある場合（緩衝機能付車止装置等が

設置されている場合は、当該緩衝機能の性能の範囲内の

速度まで減速できないおそれのある場合。） 

(5) 駅を通過する列車と停車する列車の別により踏切遮

断機の動作の開始時期を変えている踏切道において、駅

に停車すべき列車が運転可能速度で誤って駅を通過し

てしまったときに、踏切遮断機の遮断動作が終了してい

ない踏切道に進入するおそれのある場合 

(6) 下り勾配区間を走行中の列車が、下り勾配により加速

し運転可能速度を超えることにより前(1)～(5)のおそ

れのある場合、又は停止信号(信号の制御方式が重複式

である場合は、重複区間の終端)の内方に進入するおそ

れのある場合 

 

（略） 

 

-
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・ 普通鉄道構造規則は、平成 14 年３月に廃止

されている。また、「実施細則」は、14 年３月

鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平

成 13年国土交通省令第 151 号）第３条により、

「実施基準」とされた。 

   

プラッ

トホー

ム下の

待避ス

ペース 

 

事 項 項 目 細 目 適用 

法令 

内     容 

Ⅰ 法

令の遵

守状況

及び手

続きの

実施状

況 

１ . 施

設に関

する法

令の遵

守状況 

(2) 施

設と関

係法令

との適

合状況 

普構則 

第 31条

第 32条

第 33条

第 34条

⑤ 停車場 

（書類調査） 

・実施細則に基づく検査記録について調査する。 

・施設台帳等により、ホーム有効長と最大列車長の関係

について調査する。 

（現地調査） 

・車両床面とホームとの段差及び離れの状況を調査する。

・ホーム横断こう配、縦断こう配の状況を調査する。 

・ホーム転落防止柵の設置状況、警戒白線の有無を調査

する。 

・ホーム幅員、階段幅員、通路幅員等の状況を調査する。

・ホーム上屋の設置状況を調査する。 

・ホーム有効長と最大列車長との関係について調査する。

・ホーム縁端と柱類、壁類との離隔について調査する。 

（判定基準） 

・普通鉄道構造規則に基づき適合性を確認する。 

・実施細則に基づき適合性を確認する。 

 

車両とホームとの段差及び離れにあっては、多種

多様な列車が停車する駅では、やむを得ないが、そ

れ以外の場合で、著しく段差、離れがあり、乗降に

支障を生じる恐れがある駅については、駅改良時等

に合わせて改良するように指導する。 

ホーム横断こう配にあっては、著しいものについ

ては改善するよう指導（通達では 1/100 程度）する。

ホーム転落防止柵の未設置箇所については、必要

に応じて設置するよう指導する。  

 （注）「普構則」は、普通鉄道構造規則（昭和 62 年運輸省令第 14 号）の略称である。 

・ 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令

等の解釈基準について」（平成 14 年３月８日

付け国鉄技第 157 号鉄道局長通知） 

別冊１  鉄道に関する技術上の基準を定める

省令の解釈基準 

 

第Ⅳ章 停車場 

  Ⅳ-1 第 35 条関係（駅の設備）関係 

(5) 列車の速度、運転本数、運行形態等に

応じ、プラットホーム上の旅客の安全を

確保するため、次のとおりとする。 

(4) 跨座式鉄道、懸垂式鉄道及び無軌条電

車以外の鉄道において、列車の速度が高

く、運転本数の多い区間におけるプラッ

トホームについては、旅客の安全を図る

ため、次の措置を講ずること。ただし、

ホームドア等が設置されている場合は

除く。 

非常時に列車を停止させるための(ｱ) 

押しボタン又は転落検知マットを設

(ｲ) 転落した旅客が待避できるよう、プ

ラットホームの全長にわたり、プラッ

トホーム下に待避スペースを確保す

る。ただし、構造上等やむを得ない場

合は、プラットホームに上がるための

ステップとすることができる。 

置する。 

 

-
 8
2 
-
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２ 鉄道係員の資質管理及び施設・車両の整備の適正化 

勧            告 説明図表番号

近年、ⅰ）地方中小鉄道事業者の二度にわたる列車衝突事故（平成 12 年 12 月及び 13 年

６月）、ⅱ）近隣国における地下鉄火災（15 年２月）、ⅲ）新幹線運転士の睡眠時無呼吸症

候群（Sleep Apnea Syndrome。以下「ＳＡＳ」という。）による居眠り運転（15 年２月）等

が発生しており、国土交通省は、このことを踏まえ、鉄道事業者に対し、鉄道係員の資質

管理及び鉄道施設・車両の整備のソフト・ハード両面にわたる安全対策の実施を指導して

いる。 

 

（１）鉄道係員の資質管理 

（制度の概要） 

鉄道係員の教育及び訓練等については、技術基準省令により、鉄道事業者は、 

ⅰ）列車等を操縦する係員、運転指令室やＣＴＣ（Centralized Traffic Control 

device：列車集中制御装置）センター等において運転整理を行う係員等の運転に直

接関係する係員（以下「運転関係係員」という。）及び鉄道施設・車両の保守等の作

業を行う係員（以下「保守関係係員」という。）に対し、作業を行うのに必要な知識

及び技能を保有するよう、教育及び訓練を行わなければならない、 

ⅱ）運転関係係員が作業を行うのに必要な適性、知識及び技能を保有していることを

確かめた後でなければその作業を行わせてはならない、 

ⅲ）運転関係係員が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあると認めるときは、

その作業を行わせてはならない 

とされている。 

また、国土交通省は、平成 15 年２月のＳＡＳによる居眠り運転の発生を踏まえ、鉄

道事業者に対して、ＳＡＳ等に起因する可能性のある事故事例等の再調査のほか、ⅰ）

ＳＡＳ知識の啓蒙
もう

、ⅱ）チェックシートによる自己評価・申告を行える環境の整備、

ⅲ）自社病院・診療所等における診断・治療設備の充実の検討等、健康管理や対応に

ついて必要な措置を講ずるよう指導している。 

 

（調査結果） 

今回、鉄道事業者における教育・訓練の実施、鉄道係員の適性･知識・技能の確認及

びＳＡＳへの対応に関する国土交通省による指導の状況を調査した結果、次のような

状況がみられた。 

① 国土交通省は、鉄道係員の教育・訓練の実施及び適性・知識・技能の確認は、解

釈基準通知において、係員の所属する鉄道事業者が実施要領を定めて行うとしてい

るが、次のとおり、調査対象 34 鉄道事業者のうち７鉄道事業者（21％）において不

適切な例がみられた。 

ⅰ）鉄道係員に起因する鉄道運転事故等が発生していないこと、策定していないこ

とによる支障は特に生じていないこと等を理由に実施要領を策定しておらず、一

部の運転関係係員について、年間教育・訓練計画が未策定のため教育・訓練を実

施していないもの（３鉄道事業者）、また、運転士、車掌等の一部の運転関係係員

に関する実施要領を策定し、教育・訓練しているものの、会社設立時に作成され

表 2-① 

表 2-② 
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た当該要領が見直されていないなどの理由から、上記以外の運転関係係員につい

ては、実施要領が未策定のため教育・訓練を実施していないもの（３鉄道事業者） 

ⅱ）適性検査の結果、合格基準に達していない運転関係係員について、検査当日の

体調が良くなかったとしていたこと、３年前の検査では合格基準に達していたこ

となどを理由に、必要な適性を保有していることを改めて確かめることなく、作

業に従事させているもの（１鉄道事業者） 

② 国土交通省は、ＳＡＳへの対応について健康管理や対応等必要な措置を講ずるよ

う鉄道事業者を指導しているが、次のとおり、鉄道事業者による対応が不十分とな

っている。 

ⅰ）調査対象 34 鉄道事業者におけるＳＡＳへの対応状況をみると、ａ）運転士に対

するＳＡＳ知識の普及を行っていないもの（１鉄道事業者）、ｂ）チェックシート

を活用していないもの（３鉄道事業者）、ｃ）診断・治療設備の充実を図っていな

いもの（18 鉄道事業者）がみられた。 

なお、上記 34 鉄道事業者のうち調査対象 10 鉄道事業者（29％）は、国土交通

省に対し「ＳＡＳの検査方法や対応について統一的な基準を示してほしい」との

要望を有している。 

ⅱ）ＳＡＳの疑いがある者が多数発生し職員の不安をあおるおそれがあるとの理由

から、健康診断でＳＡＳの問診を行っておらず、受診希望者がいる場合は、ＳＡ

Ｓの専門医を教示するにとどまっているものが１鉄道事業者みられる。当該鉄道

事業者からの診断結果の提供依頼に対して、専門医は個人情報であるとして情報

提供を拒否しており、当該鉄道事業者はＳＡＳ該当者の有無を把握していない。 

 

（所見） 

したがって、国土交通省は、鉄道事業者による鉄道係員の資質管理の適正化を図る

観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 鉄道事業者に対し、教育・訓練について、すべての運転関係係員を対象とした実

施要領を策定するとともに、これに基づき教育・訓練を実施するよう指導を徹底す

ること。また、適性検査の合格基準に達していない運転関係係員について、必要な

適性を保有していることを改めて確認することを徹底するよう指導すること。 

② 鉄道事業者に対し、ＳＡＳに関する運転士の健康管理や対応について必要な措置

を講ずるよう指導を徹底すること。 
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（説 明） 

表 2-① 鉄道施設・車両及び運転取扱いに関する法令（抜粋） 

○ 鉄道営業法（明治 33 年法律第 65 号） 

 （鉄道施設・車輛器具構造・運転） 

  第１条 鉄道ノ建設、車輛器具ノ構造及運転ハ国土交通省令ヲ以テ定ムル規程ニ依ルヘシ 

 

○ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号） 

 （目的） 

  第１条 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設（以下「施設」という。）及び車両の構造及び取扱

いについて、必要な技術上の基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図

り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 

○ 運転の安全の確保に関する省令（昭和 26 年運輸省令第 55 号） 

  鉄道営業法（明治 33 年法律第 65 号）第１条及び軌道法（大正 10 年法律第 76 号）第 14 条の規定に基

づき、運転の安全の確保に関する省令を次のように定める。 

 （目的） 

  第１条 この省令は、鉄道及び軌道の運転の業務に従事する者（以下「従事員」という。）が常に服よ

うすべき運転の安全に関する規範を定め、その安全保持の理念を確立し、もつて輸送の使命を達

成することを目的とする。 

（注）下線は、当省が付した。 

 

表 2-②  近年における鉄道運転事故等の例 

○ 列車衝突事故 

  平成 12 年 12 月 17 日、京福鉄道永平寺線上り列車が、ブレーキ故障により越前本線との分岐駅（現在、

永平寺駅）に停車できないまま越前本線に進入し、下り列車と正面衝突（死者１名、重軽傷者 24 名）、さ

らに、半年後の 13 年６月 24 日、普通列車の運転士の信号確認ミスにより急行列車と正面衝突（重軽傷者

24 名）する事故が連続して発生。後に当該事業者は、事故の再発防止対策のための設備投資は不可能とし

て、営業の継続を断念 

  国土交通省は、この事故を契機に、中小地方鉄道事業者が所有する施設や車両の現状を安全性の観点か

ら評価し、これに基づき安全運行確保のために必要となる施設等の維持・改修を緊急に実施する安全性緊

急評価事業を平成 14 年度及び 15 年度に実施している。 

 

○ 地下鉄放火事件 

平成 15 年２月 18 日、韓国のテグ市地下鉄駅構内でガソリンによる放火事件が発生（死者 192 名、重軽

傷者 148 名）。多くの死傷者が発生した原因は、車両や駅施設が「不燃材」でなく「難燃材」が使用され

ていたことや、駅構内の通気性の悪さ、非常口のわかり難さなどによるもの 

  国土交通省は、この事件を契機に、地下駅の火災対策として、ガソリンによる放火を想定した新たな基

準を平成 16 年 12 月 27 日に設定している。 

 

○ 新幹線運転士の居眠り運転 

平成 15 年２月 26 日、JR 西日本山陽新幹線の運転士が広島発東京行き「ひかり」を運転中、岡山県金光

町のトンネル内から岡山駅までの約９分間（約 31 キロメートル）を最高時速 270 キロメートルで居眠り

したまま走行した結果、ATS（自動列車停止装置）が作動し、岡山駅ホームの途中で停止。新幹線の運転

士は専門医の検査の結果、SAS（睡眠時無呼吸症候群）であることが判明 

（注）国土交通省の資料に基づき当省が作成した。 
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表 2-(1)-①  鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号。抜粋） 

（係員の教育及び訓練等） 

第 10 条 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員並びに施設及び車両の保守その他

これに類する作業を行う係員に対し、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有するよう、教育

及び訓練を行わなければならない。 

２ 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が作業を行うのに必要な適性、知

識及び技能を保有していることを確かめた後でなければその作業を行わせてはならない。 

３ 鉄道事業者は、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員が知識及び技能を十分に発揮でき

ない状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
 
 
 
表 2-(1)-②   鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について 

（平成 14 年３月８日付け国鉄技第 157 号 地方運輸局長あて鉄道局長通知。抜粋） 

Ⅱ－１ 第 10 条（係員の教育及び訓練等）関係 

１ 「列車等の運転に直接関係する作業を行う係員」は、次のとおりとすること。 

  (1) 列車等を操縦する係員 

  (2) 列車の運転順序変更、行き違い変更、運転の取消し等の運転整理を行う係員 

  (3) 列車防護、ブレーキの操作又は運転上必要な合図を行うために列車に乗務する係員 

  (4) 列車等の進路制御、閉そく、鉄道信号の取扱い又は転てつ器の操作をする係員 

  (5) 線路、電車線路又は運転保安設備の保守、工事等で列車の運転に直接関係があるものを単独で

行い、又は指揮監督する作業を行う係員 

 (6) 踏切保安設備を操作する係員 

２ 「施設及び車両の保守その他これに類する作業を行う係員」は、次のとおりとし、鉄道事業者が「施

設及び車両の保守その他これに類する作業」を委託する場合にあっては、委託した作業を行う鉄道事

業者に所属する係員以外の係員を含むものとすること。 

 (1) 構造物、線路及び建築物の保全業務を行う係員 

  (2) 電気設備及び運転保安設備の保全業務を行う係員 

  (3) 車両の検査・修繕業務を行う係員 

  (4) 電力設備の機器開閉操作を直接行う係員 

３ １の係員に対する適性の確認は、身体機能検査及び精神機能検査により行うこと。 

４ １の係員に対する教育及び訓練の実施、適性、知識及び技能の確認は、当該係員の所属する鉄道事

業者（係員の所属している事業者が鉄道事業者以外の場合にあっては、当該作業を委託した鉄道事業

者。以下同じ。）が実施要領を定めて行うこととする。ただし、教育及び訓練の実施、適性、知識及

び技能の確認の管理を当該鉄道事業者が行う場合は、他の者にこれを行わせることができる。 

５ １(1)及び(3)の係員に対しては、乗務前、列車の運転中その他適当なときに運転上必要な事項につ

いて報告を求め、又は指示を与える等適切な監督ができる体制を整えておくこと。 

６ ２の係員に対する教育及び訓練は、鉄道事業者の管理のもとに他の者が行う教育及び訓練を含むも

のとする。 

（注）１ 国土交通省の資料による。 
   ２ 下線は、当省が付した。 
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表 2-(1)-③  「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱について」 
（平成 14 年３月８日付け国鉄技第 164 号鉄道局技術企画課長通知。抜粋） 

 ２ 第 10 条関係（係員の教育及び訓練等）関係 

列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する教育及び訓練等については、次のとおりとする

こと。 

(1) 係員の教育及び訓練について 

① 実施要領には、教育及び訓練等の種類、実施者、対象者その他教育及び訓練等に必要な事項を定

めること。 

② 教育及び訓練等は、年間の計画を定めて定例的に実施すること。 

③ 教育及び訓練の実施は、新たに業務に従事させる場合のほか、同一の職種であっても、他の箇所

へ配置換えをする場合も含むものとし、新規に就業する箇所に係る車両、線路、運転保安設備、運

転取扱い等について必要に応じて行うこと。 

④ 動力車を操縦する係員が列車等の操縦を担当する線区を変更（新規に運輸営業を開始する場合を

含む。）する場合の習熟のための教育及び訓練は次によること。 

(ｱ) 就業する区間の線路見学及び操縦訓練を実施すること。この場合、操縦訓練の回数は５往復以

上とすること。ただし、就業する区間の長さ、線路、信号の現示の複雑さ等を考慮して、操縦訓

練の回数を適宜増減することができる。 

(ｲ) 操縦訓練は、営業列車（新規に運輸営業を開始する場合は、開業後に営業する状態の列車をい

う。以下同じ。）と同じ運行形態で行うものとすること。ただし、延伸して開業する線区等で既営

業区間に支障を及ぼすものと認められる場合は、可能な限り営業列車と類似した運行形態で行う

こと。 

(2) 適性の確認について 

① 身体機能検査については、視機能、聴力、疾病、身体機能等の状態を各職種に応じて１年に１

回以上行い、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめること。 

② 精神機能検査については、作業素質検査（クレペリン検査）、照合、置換、分割、推理検査、反

応速度検査、注意配分検査等の中から各種職種応じて勘案した検査を３年に１回以上行い、検査

の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめること。この場合において、作業素質検査は必

ず行うこと。 

③ ②の作業素質検査を事業者が自ら行う場合の作業素質検査の実施者は、地方運輸局長の行う適

性検査講習会の講習修了者、（財）鉄道総合技術研究所の行う適性検査の講習修了証を受けた者又

は内田式クレペリン検査の施行の有資格者であること。 

④ 解釈基準５については、係員を適切に監督するための報告又は指示の時期等の実施方法を実施

基準に規定すること。 

(3) 知識及び技能の確認について 

運転取扱いに関する規定、その他作業の実施に際して遵守すべき事項の習熟度及びこれらの実行

の程度を定期的に確かめるための時期及び方法を実施要領に規定すること。 

(4) (2)及び(3)の実施に関する基準を定め、その基準に達しない者に対しては適切な処置を行い、そ

の基準に達したことを確かめた後、作業に就かせること。 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 
    ２ 下線は、当省が付した。 
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表 2-(1)-④         国土交通省におけるＳＡＳへの対応状況 

○ 「動力車操縦者の健康管理等について」 

        （平成 15 年３月５日付け国鉄技第 173 号、各地方運輸局鉄道部長あて鉄道局安全対策室長通知）

 

      去る２月 26 日、山陽新幹線岡山駅で運転士が居眠り状態で、所定停止位置の手前で停止した事案に

ついては、医学的精密検査の結果、当該運転士は、「睡眠時無呼吸症候群」であると診断された。 

   ついては、「睡眠時無呼吸症候群」等に起因する可能性のある事故事例等を再調査するとともに、こ

れらの症状に対する認識を新たにし、健康管理や対応等について必要な措置を講じるよう貴局管内の鉄

軌道事業者を指導されたい。 

 

 

○ 「交通事業に係る運転従事者の睡眠障害に起因する事故等の防止対策に関する連絡会議申し合わせにつ

いて（通知）」（平成 15 年３月 31 日付け国総参第 50 号、地方運輸局交通環境部長等あて総合政策局参事

官(交通安全)抜粋) 

   

   標記連絡会議において、別添のとおり申し合わせを行ったので通知する。 

   貴職においても、本申し合わせの趣旨を了知の上、管内における睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）に関

する情報の把握に努めるとともに、関係者に対し必要に応じて情報提供を図るなど、ＳＡＳ問題への対

応について万全を期されたい。 

                 （略） 

 

（別添）      睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）問題への対応について 

                        平成 15 年３月 27 日 

                        交通事業に係る運転従事者の睡眠障害に起因する 

                        事故等の防止対策に関する連絡会議 申し合わせ 

 

  １ 基本的な対応方針   

    去る２月 26 日に山陽新幹線で発生したＪＲ西日本の居眠り運転において、当該運転士が睡眠時無

呼吸症候群（ＳＡＳ：Sleep Apnea Syndrome）であったことが判明した。ＳＡＳは睡眠中に呼吸が止

まった状態（無呼吸）が断続的に繰り返される病気であり、その結果、質の高い睡眠を十分とれず、

覚醒時に強い眠気等を招くことを特徴としており、居眠り運転による事故につながることが指摘され

ている。現在、日本における潜在患者は、約 200 万人という報告もあり、交通機関の運転従事中にこ

うした症状が発生することに伴う事故を如何に未然に防止するかが大きな問題となっている。 

この問題は、鉄道のみならず、陸・海・空の各交通機関に共通する問題であり、安全な交通サービ

スを安心して国民が享受する上からも１日も早い対策が急がれている。 

一方、ＳＡＳは適切な治療により劇的に症状が改善される病気であり、早期に発見する方法やその

治療方法も確立されているとのことから、交通事業関係者にとっては、交通安全の確保を図る観点で、

運転従事者のＳＡＳを早期に発見し、適切な治療の実施継続と併せ厳正な健康管理の下で運転業務に

携わる運行管理体制を確立することが極めて重要である。 

なお、効果的に対策を実施するため、各交通機関の特性を十分考慮することが必要であり、今般、

本問題への対応が急がれたことから、既に各交通機関ごとに対策を開始しているところであるが、「交

通事業に係る運転従事者の睡眠障害に起因する事故等の防止対策に関する連絡会議」における検討を
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踏まえ、今後、以下の「２.交通機関ごとの具体的な対応策」に示すとおり、総合的に対策を推進す

る。 

有効な安全対策の前提は、潜在的なＳＡＳ運転従事者の早期発見と、適切な治療の実施継続である

ことに鑑み、運転従事者に対する「ＳＡＳ問題」への認識向上の取り組みとＳＡＳ検診の促進及び運

転従事者が「ＳＡＳであるとの診断」を得た場合には速やかに医療専門家の治療と指導による厳正な

健康管理の下に置く等の措置により、安全な交通を確保する運行管理体制を整備するよう交通事業関

係者への周知と指導の徹底を図る。 

その際、ＳＡＳ問題対策として、乗務資格の喪失等の措置をとらざるを得ない場合は別として、「Ｓ

ＡＳであると診断」された者に対し、不利益な措置とならないよう十分留意する。 

また、言うまでもないが、ＳＡＳ問題への対応のみならず、あわせて飲酒運転の防止など交通安全

確保について引き続き所要の措置を講じるよう指導の徹底を図る。 

 

２ 交通機関ごとの具体的な対応策 

   (1) 鉄軌道交通関係 

① 地方運輸局を通じて鉄軌道事業者（運転従事者３万７千人）に対して、ＳＡＳ等に起因する可

能性のある事故事例等を再調査するとともに、これらの症状に対する認識を新たにし、健康管理

や対応等について必要な措置を講ずるよう指導。  

② 鉄道局と JR 各社や民鉄事業者の代表者の安全担当部長等から構成される鉄道保安連絡会議を

開催して、各社の取組状況等を確認するとともに、ＳＡＳ等に関する省内の検討状況や、必ずし

もこの病気と診断されたことのみで運転従事者の資格を喪失させるものではないが、速やかに的

確な対応をとる必要のあることを説明。 

③ 上記①及び②を踏まえ、鉄軌道事業者においては、専門医の意見を踏まえ、社員に対してＳＡ

Ｓの正しい知識を啓蒙すること、チェックシートの活用などによる自己評価・申告を行える環境

を整備すること、及び必要な場合には医師の診断・検査が円滑に進むよう自社の病院や診療所等

に診断や治療に必要な設備の充実を図ることについて検討を行い、それぞれ準備を進めており、

今後とも適切な対応をとるよう徹底。 

                     （略） 

 

○ 「乗務中の運転士の心身異常に対する処置について」（平成 17 年４月 22 日付け国鉄技第 12 号） 

  運転士の健康管理については、列車の運行の安全を確保するために、鉄軌道事業者が身体機能検査を定

期的に行い、作業を行うのに支障がないことを確かめるほか、乗務前の点呼時においても心身の状態の把

握に努めるとしているが、平成 15 年 10 月 18 日の名古屋鉄道の列車脱線事故について、航空・鉄道事故

調査委員会から「乗務中の運転士の心身の異常に対する処置」について指摘されている。 

また、事故の関与要因とはされていないが、睡眠時無呼吸症候群についての記述もある。 

よって、これらの指摘を踏まえ、管内の鉄軌道事業者に対し、下記の点に留意し、運転士の健康状態の

把握に努め、同種事故の再発防止に期するよう指導されたい。 

                   記 

  

 ３ 運転士が睡眠時無呼吸症候群の診断を受けやすいように配慮すること。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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事例 2-(1)-①   年間教育・訓練計画が未策定のため定例的な教育・訓練が実施されていないもの 

（注）当省の調査結果による。 

 

鉄道事業者名 内    容 

Ｄｍ鉄道 

 

 当該鉄道事業者は、係員の教育及び訓練等に関する実施要領を定めておらず、その理由と

して、ⅰ）係員に起因する鉄道運転事故等が発生していないこと、ⅱ）実施要領の作成は義

務付けられたことでなく、また、定めていないことによる支障はないことを挙げている。 

 しかし、当該鉄道事業者における係員の教育及び訓練等の実施状況をみると、運転区（運

転士 21 人、車掌２人）については、年間計画を作成し、毎月、教育・訓練が実施されてい

るが、CTC（Centralized Traffic Control device：列車集中制御装置）センター及び施設

部保全室については、配置している運転関係係員がそれぞれ２人計４人と少ないとして、年

間計画は作成されておらず、日常業務の中で習熟を図ることで足りるとして、計画的な教

育・訓練は実施されていない。 

Ｄｎ鉄道 

 

当該鉄道事業者は、係員の教育及び訓練等に関する実施要領を定めておらず、その理由と

して、ⅰ）社内規程の運転実施基準第 11 条に規定（注）していること、ⅱ）具体的な教育

及び訓練の種類等は年間計画を作成し実施しており、実施要領を策定する必要性を感じてい

ないことを挙げている。 

 

(注）運転実施基準（抜粋） 

（係員の教育及び訓練） 

第 11 条 次に掲げる係員は、会社の施行する適性検査及びその作業を行うのに必要な保全のための教育

並びに考査を受けなければならない。 

駅長、助役、運転指令、運転係、信号係、駅務係、運転士、車掌 

 

しかし、当該鉄道事業者における係員の教育及び訓練等の実施状況をみると、①教育及び

訓練等に関する年間計画において、ⅰ）対象者、ⅱ）実施者、ⅲ）実施方法が定められてお

らず、また、②運転士に対する添乗教育は、運転中に問題があった場合に、当該運転士等の

みを対象に実施されている。 

Ｄｏ鉄道 当該鉄道事業者は、係員の教育及び訓練等に関する実施要領を定めておらず、その理由と

して、係員の教育及び訓練等について、各現場で年間計画を定めて実施するという方法を採

っており、この方式で特に支障が生じていないことを挙げている。 

 しかし、当該鉄道事業者における係員の教育及び訓練等の実施状況をみると、各現場にお

いて年間計画を定めて実施していることから、ⅰ）係員のうち工務所員を対象とする教育及

び訓練が毎年度実施されていない、また、ⅱ）教育及び訓練の参加者が把握されておらず、

係員が教育及び訓練を受けているか明らかでない状況となっている。 
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事例 2-(1)-②  一部の運転関係係員以外の運転関係係員について実施要領が未策定のため定例の教育・訓

練が実施されていないもの 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

 

事例 2-(1)-③ 適性検査の合格基準に達していない運転関係係員について、必要な適性を保有していること 

       を改めて確かめることなく作業に従事させているもの 

（注）当省の調査結果による。 

 

鉄道事業者名 内    容 

Ｄｕ鉄道 当該鉄道事業者は、運転関係係員の教育及び訓練等に係る実施要領として、「指導業務要

領」及び「乗務係見習教育訓練要領」を定めている。しかし、その内容は、運転士及び車掌

を対象とし、列車の運行管理を行なう指令職や軌道・保安設備等の保守管理を行なう工務課

職員等の運転関係係員は対象とされていない。 

これは、当該要領が、当該鉄道事業者が第３セクターとして設立された時に定められたも

ので、当時、列車の安全な運行に最も重要である運転士及び車掌に特化して策定されたもの

の、その後の見直しが行われていないためである。 

このため、運転士及び車掌については、当該要領及び年間計画に基づく教育・訓練が実施

されているが、運転士及び車掌以外の運転関係係員に係る教育・訓練は実施されていない。

Ｄｋ鉄道 当該鉄道事業者は、運転士及び車掌に関しては、実施要領を定めて教育・訓練を実施して

いるが、運転取消しを行う係員（駅長業務）については実施要領もなく、教育・訓練等を実

施していない。 

なお、当該鉄道事業者は、平成 16 年度にＡｄ鉄道が実施した駅長業務研修に係員を派遣

したが、当該研修が当該事業者では扱っていない技術研修であったため、研修効果が薄いと

して、以降派遣していない。 

Ｄｖ鉄道 当該鉄道事業者における運転関係係員を対象とした乗務訓練の実施状況をみると、Ｄｖ１

本部では、運転係員36人（Ｄｖ２駅16人、運転車両課の運転士16人及び工務課４人）のうち

９人（25.0パーセント。Ｄｖ２駅３人及び運転車両課６人）が参加していない。 

鉄道事業者 内    容 

Ｄｃ鉄道 平成 15 年に実施した精神機能検査（クレペリン検査）の結果、合格基準に達しなかった

者(運転関係係員３人)については、必要な適性の保有を確かめた後でなければ作業を行わせ

てはならないにもかかわらず、①個人面談の結果、いずれも検査当日体調が良くなかったと

していること、②当該係員の配置先には、複数の職員が配置されており、サポートしてくれ

る者がいること、③前回の検査結果（平成 12 年実施）では、いずれも合格基準に達してい

たことを理由に、特段の措置は執っていない。 



                                        - 92 -

表 2-(1)-⑤ 調査対象鉄道事業者におけるＳＡＳへの対応状況 

 

調査対象 34 鉄道事業者におけるＳＡＳへの対応状況をみると、ａ）運転士に対するＳＡＳ知識の普及

を行っていないもの（１鉄道事業者）、ｂ）チェックシートを活用していないもの（３鉄道事業者）、ｃ）

診断・治療設備の充実を図っていないもの（18 鉄道事業者）がみられた。 

 

（単位：事業者、％） 

診断や治療に必要な設備の充実           事 項 

 

 

 

調査対象 

事業者数 

社員に対する

パ ン フ レ ッ

ト、ビデオ等

による知識の

普及を行って

いないもの 

チェックシー

トを活用して

いないもの 

簡易検査器

を設置して

いないもの 

定期健康診断

時等における

問診を実施し

ていないもの 

精密検査を

実施してい

ないもの 

34 

(100) 

1 

(2.9) 

3 

(8.8) 

18 

(52.9) 

11 

(32.3) 

19 

(55.9) 

  （注）１ 当省の調査結果による。 
     ２ ( )内は、構成比である。 
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表 2-(1)-⑥     調査対象鉄道事業者におけるＳＡＳへの対応状況（鉄道事業者別） 

診断や治療に必要な設備の充実            事 項 

 

 

 

鉄道事業者名 

運転士に対す

るＳＡＳ知識

の普及を行っ

ていないもの 

チェックシー

トを活用して

いないもの 

簡易検査器を

設置していな

いもの 

定期健康診断

時等における

問診を実施し

ていないもの 

精密検査を実

施していない

もの 

Ａａ鉄道      

Ｃａ鉄道   ○   

Ｄｂ鉄道   ○ ○ ○ 

Ｃｂ鉄道    ○  

Ｄｃ鉄道   ○  ○ 

Ｄｔ鉄道 ○ ○ ○  ○ 

Ａｂ鉄道      

Ｂｂ鉄道     ○ 

Ｄｕ鉄道   ○ ○ ○ 

Ｄｈ鉄道  ○ ○  ○ 

Ｂｅ鉄道      

Ｂｃ鉄道    ○  

Ｂａ鉄道   ○  ○ 

Ｂｄ鉄道      

Ａｃ鉄道      

Ｃｃ鉄道      

Ｂｆ鉄道   ○   

Ｄｊ鉄道   ○ ○ ○ 

Ａｄ鉄道      

Ｂｇ鉄道   ○  ○ 

Ｄｋ鉄道   ○ ○ ○ 

Ｃｅ鉄道   ○ ○ ○ 

Ｄｒ鉄道   ○  ○ 

Ｄｎ鉄道   ○ ○ ○ 

Ｄｍ鉄道     ○ 

Ａｅ鉄道      

Ｄｏ鉄道  ○ ○   

Ｄｖ鉄道    ○ ○ 

Ａｆ鉄道     ○ 

Ｂｈ鉄道      

Ｃｆ鉄道   ○ ○ ○ 

Ｄｐ鉄道   ○  ○ 

Ｄｑ鉄道   ○ ○ ○ 

Ａｇ鉄道      

    計 1(2.9) 3(8.8) 18(52.9) 11(32.3) 19(55.9) 

（注）１ 当省の調査結果による。 
   ２ ( )内は、構成比である。 
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表 2-(1)-⑦    調査対象鉄道事業者におけるＳＡＳへの対応に対する意見・要望（10 鉄道事業者） 
鉄道事業者名 意見・要望の内容 

Ｃａ鉄道 

 

チェックシートによるスクリーニングは、本人の判断に依存する部分が大きく、詳細な

検査が必要となる者を漏れなく把握することが難しい。また、ＳＡＳは専門医の検査を受

けることが望ましいことから、簡易検査器は活用していない。ＳＡＳのスクリーニング方

法、簡易で確実な検査方法、ＳＡＳと診断された者に対して執るべき措置のほか、検査周

期（毎年、隔年等）について、国からの情報提供があれば参考になると思われる。 

Ｄｂ鉄道  ＳＡＳは自覚症状を伴わない場合もあることから、特に乗務員に対してはＳＡＳの検診

を受けさせることを義務付けることが必要であると考える。 

Ｄｔ鉄道 

 

当社は、社員の普段と違った心身の健康状態を把握した場合には、必要に応じて産業医

に相談することとしているが、管理者等が社員の心身の健康状態の変化を的確に把握する

ために、ＳＡＳに関する指導書や指針等の冊子があれば心強い。 

Ｄｈ鉄道 

 

 ＳＡＳについては、前向きに取り組んでいく必要があると考えているので、国からでき

るだけ具体的な対応措置を示してもらいたい。なお、その場合、当社のような中小民鉄で

は大手民鉄のように専門医が配置されているわけではないことに配慮してほしい。 

Ａｄ鉄道  現時点、各鉄道事業者が個別の対応を取っており、検査方法が鉄道事業者ごとに異なっ

ているが、一定程度統一する方向性とする方が望ましいと考える。 

Ｃｅ鉄道 

 

 ＳＡＳ検査を受けるか否かの判断基準について、鉄道等に業種を絞った形での基準、駅

間距離の短い鉄道事業者を対象とした基準等、具体的に設定してもらえるとありがたい。

ただし、基準に該当する場合でも、受検を義務とする規定ではなく、受検させることが望

ましい等選択の余地のある規定にするのが望ましい。 

Ｄｒ鉄道 当社では、健康診断等における問診、チェックシートの記載及びＢＭＩ（肥満度）によ

り、「ＳＡＳの疑いがある」程度の把握まではできるが、当社の産業医及び保健師だけでは

詳細な検査・治療は行えない。このため、ＳＡＳの疑いがある者については、医療機関に

おける診断・検査が必要となるが、当該診断・検査費用を当社で負担することが難しく、

また、ＳＡＳの検査に係る法令等の規定がない現状では、病院での受診を強制することは

難しい。したがって、ＳＡＳに係る受診の基準の制定及び会社でＳＡＳ受診・検査費用を

負担する場合の国からの補助を希望する。 

Ｄｏ鉄道 

 

四国運輸局からＳＡＳの取組みに関する通知があったとき、具体的な手法を何も示して

くれなかったため、当時、ＳＡＳに詳しいとされていたＡ医療機関の医師に直接相談した

上で、会社としての取り組み方針を定めた。現在もその方法を踏襲しているが、その方法

がよいのか悪いのかは正直よくわからない。取組みに関するガイドラインがあれば参考に

なる。 

Ｄｖ鉄道  

 

国土交通省は、ＳＡＳ検査の方法、ＳＡＳの疑いのある者及びＳＡＳと診断された者の

勤務における留意事項等を示していないため、当社では、それらをどのように実施するの

が効果的であるのかを判断しかねている状況である。このため、国土交通省がＳＡＳ検査

の方法等の基準を示してほしい。 

Ｄm鉄道 

 

 ＳＡＳへの対応については、平成 15 年度の通達発出のみで、その後、特に国から指示が

出されておらず、事業者任せとなっているが、専門家がいない中小事業者においては実施

が難しいので、国が医学的根拠に基づき、中小事業者にも実現可能なガイドラインを作成

してくれれば、ＳＡＳへの対応を実施しやすい。 

（注）当省の調査結果による。 
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事例 2-(1)-④    ＳＡＳ該当者の有無を把握していないもの 

（注）当省の調査結果による。 
 
 

 

Ｃｅ鉄道は、運転士に対する健康診断時にＳＡＳに関する診断項目を設定していない。これは、ＳＡＳに

関する診断項目を設定した場合、①ＳＡＳの簡易検査や精密検査に要する費用を当該鉄道事業者が負担する

ことが困難である、②問診を実施した場合、ＳＡＳと疑われる職員が多数発生するおそれがあり、職員の不

安をあおる可能性があるとの理由によるものである。 

当該鉄道事業者は、ＳＡＳの診断を希望する職員に対して、健康診断を業務委託しているＢ医療機関を紹

介している。同医療機関は、健康診断時に簡易検査器（パルスオキシメータ）を有料（１回 2,500 円（保険

適用外））でＳＡＳ診断希望者に貸与し、同器による測定の結果、ＳＡＳが疑われる者には、同医療機関が

専門病院を紹介するという仕組みを採っている。 

当該鉄道事業者が同医療機関にＳＡＳ診断希望者の簡易検査結果と専門病院での診断結果を照会しても、

当該情報は個人情報であるとして、同医療機関から当該鉄道事業者に平成 16 年度のＳＡＳ診断の受診者数

が提供されたのみであり、当該鉄道事業者は、ＳＡＳ診断受診者の診断結果を把握していない。 
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（２）鉄道施設・車両の整備 

勧            告 説明図表番号

（制度の概要） 

① 地下駅について、国土交通省は、技術基準省令により、換気設備のほか、施設の状況

に応じ、消火設備、避難設備等の火災対策設備の設置を義務付けており、その具体的な

内容として、「地下鉄道の火災対策の基準について」（昭和 50 年１月 30 日付け鉄総第 49

号の２）及び「地下鉄道の火災対策の基準の取扱いについて」（昭和 50 年２月 14 日付け

鉄土第９号）において定める基準（以下「昭和 50 年基準」という。）を定めていたが、

平成 15 年２月に近隣国で地下鉄火災が発生したことを踏まえ、16 年 12 月、昭和 50 年

基準を廃止し、新たな火災対策基準（以下「平成 16 年基準」という。）を設けている。

これにより、ⅰ）地下駅ごとに旅客の避難に要する時間を算定し、必要な排煙設備を設

置すること、ⅱ）車両の客室天井材の耐燃焼性及び耐溶融滴下性を確保することが新た

な基準として追加された。 

② 平成 12 年 12 月及び 13 年６月、地方中小鉄道事業者の二度にわたる列車衝突事故が発

生したことから、国土交通省は、平成 14 年度及び 15 年度に、地方中小鉄道事業の安全

性緊急評価事業を実施した。 

安全性緊急評価事業は、１キロメートル当たりの１日平均旅客輸送人員が 8,000 人未

満の 77 地方中小鉄道事業者を対象として、鉄道事業者から委託された第三者機関が鉄道

施設・車両の安全性評価を実施し、３年以内に整備すべき緊急整備事項とおおむね 10

年以内に整備すべき中長期整備事項に区分した評価報告書を作成し、当該地方中小鉄道

事業者に提出するものである。 

さらに、国土交通省は、この評価結果に基づき緊急に施設等の安全対策を講ずる安全

性緊急対策事業を実施している。同事業は、地方中小鉄道事業者が評価報告書に基づき

保全整備計画（緊急整備計画、中長期整備計画に区分整理）を策定し、これに沿って整

備する場合に、鉄道軌道近代化設備整備費補助金（経営基盤のぜい弱な中小鉄道事業者

に対し、安全対策費、近代化設備の整備に要した費用の一部を補助する制度）を活用す

ることができるとするものである。また、国土交通省鉄道局長通達「地方中小鉄軌道事

業者の安全対策について」（平成 14 年２月 26 日付け国鉄施第 205 号）により、各地方運

輸局は、鉄道事業者に対し、保全整備計画の策定とその確実な実施を指導することとさ

れている。 

 

（調査結果） 

今回、地下駅の火災対策及び地方中小鉄道事業者の安全対策の推進状況を調査した結果、

次のような状況がみられた。 

① 国土交通省は、昭和 50 年基準については、平成 20 年度までに適合させるよう鉄道事

業者に対して指導したが、平成 16 年基準については、適合期限を示した指導を行ってい

ない。 

このため、地下駅を有する 16 鉄道事業者の 401 地下駅についてみると、平成 17 年 11

月現在、昭和 50 年基準に不適合となっているのは 125 駅（31％）であるのに対し、平成

16 年基準には 335 駅（84％）が不適合となっている。平成 16 年基準に適合させるため

の整備計画の策定状況をみると、避難階段への防火戸や駅執務室内の排煙設備が設置さ
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れていないなど 12 事項が平成 16 年基準に適合していないが、バリアフリー化等の大規

模な改修に併せて実施するとしているものの、その計画の策定に至っていないため、こ

れら火災対策設備の具体的な整備計画を策定していないものが１鉄道事業者で４地下駅

みられた。また、多額の経費を要するなどとして、排煙設備の非常用電源の具体的な整

備時期が決まっていないなど、整備計画を策定しているが整備時期が未定のものが２鉄

道事業者で 15 地下駅みられた。 

② 安全性緊急評価事業を実施した 77 地方中小鉄道事業者のうち、平成 18 年 12 月現在、

保全整備計画を策定していないものが４地方中小鉄道事業者（５％）みられる。 

この４鉄道事業者は、いずれも、安全性緊急評価において 10 事項以上の指摘を受け、

かつ、その過半数が、レールのキズ・磨耗、枕木の腐食、橋りょうの橋脚の割れ等の緊

急整備事項とされている。うち１鉄道事業者は平成 14 年度に安全性緊急評価を受けてお

り、緊急整備事項については、17 年度までに整備すべきとされているにもかかわらず、

平成 18 年 12 月現在、いまだ保全整備計画を策定していない。 

鉄道事業者が緊急整備事項に対応していない場合、列車の安全運行に支障を生ずるお

それがあることから、対応が特に遅い鉄道事業者については、そのような実情を利用者

自らが知り得るようにすることによって、早期の対応を促進する必要がある。 

また、安全性緊急評価事業を実施した鉄道事業者のうち、調査対象 10 鉄道事業者にお

ける保全整備計画の実施状況をみると、保全整備計画において平成 16 年度までに改善す

るとした緊急整備事項を 17 年度又は 18 年度に先送りしているものが２鉄道事業者みら

れた。 

 

（所見） 

したがって、国土交通省は、鉄道施設・車両の整備の適正化を図る観点から、次の措置

を講ずる必要がある。 

① 平成 16 年基準に適合していない地下駅の火災対策設備の整備計画の策定、整備時期の

明確化を鉄道事業者に指導するとともに、整備の進ちょく状況を把握し、計画どおり整

備が行われていない場合には必要な指導を行うこと。 

② 安全性緊急評価に基づく保全整備計画について、未策定の鉄道事業者に対しては早急

な策定を指導するとともに、整備の進ちょく状況を把握し、計画どおり整備が行われて

いない場合には必要な指導を行うこと。指導後もなお保全整備計画が未策定の場合は、

当該鉄道事業者名を公表すること。 
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（説 明） 

表 2-(2)-①      安全設備及び信号保安設備に関する省令の概要 

○ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号） 

 第３章 線路 

第７節 安全設備 

 （災害等防止設備） 

  第 27 条 物件の落下等により線路に支障を及ぼすおそれのある切取区間、トンネル口等には、線路の

支障を防ぐための設備又は落下物等を検知するための設備を設けなければならない。 

     ２ 駅、トンネル等の施設には、施設の状況に応じた浸水防止設備及び必要な排水量に応じた排

水設備を設けなければならない。 

  

（橋りょう下等の防護） 

  第 28 条 交通の頻繁な道路、線路又は河川に架設する橋りょうであって橋りょうの下を通行するもの

に危害を及ぼすおそれのあるものには、物件の落下を防止するための防護設備を設けなければ

ならない。 

     ２ 交通の頻繁な道路又は河川に架設する橋りょうであって自動車又は船舶の衝撃を受けるお

それのある場合は、相当の防護設備を設けなければならない。ただし、新幹線以外の鉄道にあ

っては、危険である旨の表示とすることができる。 

 

 （地下駅等の設備） 

    第 29 条 主として地下式構造の鉄道の駅であって地下にあるもの及びこれに接続するトンネル並びに

長大なトンネル（以下「地下駅等」という。）には、必要な換気量に応じた換気設備を設けな

ければならない。ただし、十分な自然換気が得られるものにあっては、この限りでない。 

     ２ 地下駅等には、施設の状況に応じ、必要な消火設備、避難設備その他の火災対策設備を設け

なければならない。 

 

 （車両の逸走等の防止） 

  第 30 条 車両が逸走し、又は列車が過走して危害を及ぼすおそれのある箇所には、列車等の速度、こ

う配等を考慮し、相当の保安設備を設けなければならない。 

 

 （線路内への立ち入り防止） 

  第 31 条 人が線路に立ち入るおそれのある場所には、必要に応じ、相当の防護設備を設け、又は危険

である旨の表示をしなければならない。 

     ２ 前項の規定にかかわらず、新幹線にあっては、橋りょう、トンネルその他の人の容易に立ち

入ることができない場所を除き、防護設備を設けなければならない。 

 

 （避難用設備等） 

  第 32 条 線路は、事故が発生した場合その他の緊急の場合に避難しようとする旅客が安全に歩行する

ことが可能なものでなければならない。ただし、施設の状況に応じ、相当の避難設備を設けた

場合は、この限りでない。 

 

 

 第７章 運転保安設備 

  第１節 信号保安設備 

 

（続  く） 
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 （閉そくを確保する装置等） 

  第 54 条 閉そくを確保する装置は、進路上の閉そく区間の条件に応じた信号を現示し、又は閉そくの

保証を行うことができるものでなければならない。 

     ２ 列車間の間隔を確保する装置は、列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応

じ、連続して制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速させ、又は停止させることがで

きるものでなければならない。 

     ３ 第１項又は第２項に掲げる装置を単線運転をする区間において使用する場合は、相対する列

車が同時に当該区間に進入することができないものでなければならない。 

 

 （鉄道信号の現示装置等） 

  第 55 条 鉄道信号の現示装置及び表示装置の構造、現示又は表示の方法並びに施設方法は、誤認を与

えるおそれのないものでなければならない。 

     ２ 信号の現示装置は、信号が防護する区域の始端までに当該信号が現示する速度まで列車等を

減速させ、又は停止させることができるように設けなければならない。 

     ３ 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車

等の運転の安全を確保することができるように信号の現示装置を設けなければならない。 

 

 （信号相互間等を連鎖させる装置等） 

  第 56 条 衝突及び脱線のおそれのある線路の交差又は分岐その他の箇所には、衝突の防止その他列車

等の運転の安全を確保することができるよう、進路に支障を及ぼすおそれのある信号相互間及

び信号とその進路内の転てつ器相互間その他これに類する相互間を連鎖させる装置を設けな

ければならない。 

     ２ 前項の装置を遠隔制御する装置は、列車等の位置、列車等の進路の開通状況その他の列車等

の安全な運行に必要な情報を表示することができるものでなければならない。 

 

 （列車を自動的に減速又は停止をさせる装置） 

  第 57 条 閉そくによる方法により列車を運転する場合は、信号の現示及び線路の状況に応じ、自動的

に列車を減速させ、又は停止させることができる装置を設けなければならない。ただし、列車

の運行状況及び線区の状況により列車の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この

限りではない。 

 

 （自動運転をするための装置） 

  第 58 条 動力車を操縦する係員が乗務しない鉄道に設ける自動運転をするための装置は、次の基準に

適合するものでなければならない。 

     一 乗降する旅客の安全が確認された後でなければ列車を発車させることができないものであ

ること。 

     二 列車間の間隔を確保する装置からの制御情報が指示する運転速度以下に目標速度を設定し、

円滑に列車の速度を制御する等運転保安上必要な機能を有するものであること。 

     三 旅客の乗降に支障を及ぼさない位置に円滑に列車を停止させるものであること。 

 

 （列車等を検知する装置） 

  第 59 条 列車等を検知する装置（保安上必要なものに限る。）は、誘導作用等による障害を防止するこ

とにより、列車等を確実に検知することができるものでなければならない。 

     ２ 前項の装置に検知区間の境界を設ける場合は、列車等の衝突のおそれのない位置としなけれ

ばならない。 

（注）下線は、当省が付した。 
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表 2-(2)-②  地下鉄道の火災対策基準の改正について 

 

  平成 15年２月 18日に発生した韓国テグ地下鉄の火災事故を踏まえた地下鉄道の火災対策検討会からの

提言（平成 16 年３月 29 日）を受けて、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準」（平成 14

年３月８日付け国鉄技第 157 号）に反映し、平成 16 年 12 月 27 日付けで、鉄道局長から各地方運輸局長

等に通知。なお、改正の概要は下記のとおり。 

 Ⅰ 新たに大火源火災を考慮 

  １ 排煙設備等について大火源火災での照査を追加 

    通常火災に加え大火源火災においても、個々の地下駅ごとに旅客の避難に要する時間を算定し、必

要な排煙設備等を設置 

  ２ 車両用材料（客室天井材）の燃焼試験を追加 

    客室天井材の耐燃焼性及び耐溶融滴下性を確保するため、コーン型ヒータによる燃焼試験及び耐溶

融滴下性の判定を追加 

 

 Ⅱ 更なる安全性の向上 

  １ 駅・トンネル関係 

   (1) 売店の構造材等の不燃化、トンネル内ケーブルの耐熱措置等 

      (2) 避難経路の安全性向上（二段落としシャッターの設置、売店の設置を禁止） 

      (3) 消防活動への支援（無線通信補助設備及び非常コンセント設備の設置） 

      (4) プラットホーム末端から避難通路までの距離が長い場合の安全確保（床面等に避難誘導灯の設

置、売店の設置を禁止） 

  ２ 車両関係 

    列車の防火区画化（連結車両の客車間に通常時閉じる構造の貫通扉等を設置） 

  ３ その他 

   (1) 火災時の運転取扱いに関するマニュアルの整備 

   (2) 旅客に対する情報提供（駅構内避難経路図等の表示） 

    (3) 係員の教育訓練及び消防機関との連携 

 

（注）国土交通省の資料による。  
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表 2-(2)-③      地下鉄道の火災対策の基準の変遷について 

○ 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」 

（平成 14 年３月８日付け国鉄技第 157 号 鉄道局長通知。抜粋）

 別冊１ 

  鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準 

Ⅲ―15 第 29 条（地下駅等の設備）関係 

   地下駅等を新設又は改築する場合の火災対策設備については、「地下鉄道の火災対策の基準について」

（昭和 50 年 1 月 30 日付け鉄総第 49 号の２）の通達によること。 

 

 

○ 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準の一部改正について」 

（平成 16 年 12 月 27 日付け国鉄技第 124 号鉄道局長通知。抜粋） 

 

    標記について、下記のとおり改正したので、了知されるとともに貴下鉄道事業者を指導されたい。

    これに伴い、「地下鉄道の火災対策の基準について」（昭和 50 年 1 月 30 日付け鉄総第 49 号の２）

及び「地下鉄道の火災対策の基準の取扱いについて」（昭和 50 年２月 14 日付け鉄土第９号）は廃止

する。 

 

記 

 

鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準（平成 14 年３月 8 日付国鉄技第 157 号）

別冊１「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準」の一部を次のように改正する。 

 

（略） 

 

（注）国土交通省の資料による。 
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 表 2-(2)-④  地下鉄道についての火災対策基準の新旧対照（概要） 

昭和 50 年基準 平成 16 年基準 

 適用等について 

(1) 「地下駅」とは、乗降場が地下にある停留

場及び停車場（山岳地帯に設けられるものを

除く。）及び当該地下駅に接続するトンネルに

対し適用する。 

 

 

１ 建造物の不燃化 

  地下にある建造物は、原則として、不燃化す

ること。 

 

 

 

 

２ 防災管理室の整備 

  駅には、情報の収集、連絡及び命令の伝達、

旅客への案内放送並びに防火シャッター等の監

視及び制御を行う係員が常時勤務する防災管理

室を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

３ 警報設備、通報設備、避難誘導設備等の整備 

(1) 警報設備 

    駅には、自動火災報知設備を設け、防災管

理室にその受信機を設けること。 

 

 

 

  (2) 通報設備 

 (ｱ) 駅には、次の設備を設けること。   

      (a) 防災管理室と消防、警察、運転指令所、

電力指令所、駅内各所及び関係隣接建築

物との間で連絡できる通信設備 

    

(b) 防災管理室で統轄できる放送設備 

   

 

    (c) 防災管理室と地上とを連絡するための

無線用補助アンテナ。また、地下におい

て乗換えを行う駅及び地下街と接続する

駅の構内には、防災管理室及び地上と無

線通話ができるための伝送路 

１ 適用等について 

（1）この基準は、地下駅及び地下駅に接続するトン

ネルに対し適用する。 

（2）この基準において「地下駅」とはプラットホー

ムが地下にある駅（山岳地帯に設けられるものを

除く。）をいう。 

 

２ 建造物等の不燃化 

(1) 建造物は、次に定めるところにより不燃化する

ものとする。 

         （略） 

（2）売店（簡易型に限る。）は、構造材、内装、書棚

等を不燃化 

 

３ 防災管理室の整備 

  (1) 駅には、情報の収集、連絡及び命令の伝達、旅

客への案内放送並びに防火シャッター等の監視及

び制御を行う係員が常時勤務する防災管理室を設

けること。この場合、防火管理室の設置位置は駅

務室に併設することが望ましい。 

  (2) 防火管理室には、常用する電源が停止した場合、

非常電源により点灯する照明設備を設けるものと

する。 

  (3) 非常電源は、蓄電池設備又は自家発電設備とす

る。以下の非常電源についても同様とする。 

 

４ 警報設備、通報設備、避難誘導設備等の整備 

(1) 警報設備 

    ②  自動火災報知設備の感知器の設置場所は、居

室、売店、変電所、配電所、機械室等とし、自

動火災報知設備には非常電源を附置するものと

する。 

 

(2) 通報設備 

   ①  駅には、次の設備を設けること。   

     (ｱ)  防災管理室と消防、警察、運転指令所、電

力指令所、駅内各所（居室、プラットホーム

両端部及び駅が管理する区域内で連絡上主要

な場所）及び関係隣接建築物との間で連絡で

きる通信設備 

     (ｲ)  防災管理室で統轄できる放送設備（防災管

理室から放送可能な範囲は、プラットホーム、

コンコース、通路等駅が管理する区域とす

る。） 

     (ｳ)  無線通信補助設備 
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    (ｲ) 駅間には、列車及びトンネルから運転指

令所に連絡できる通信設備を設けること。 

 

 

 

 (3) 避難誘導設備 

    (ｱ) 駅には、次の設備を設けること。 

      (a) 乗降場から地上までの異なる２以上の

避難通路 

   

 

 

      (b) 常用する電源が停止した場合、非常電

源により即時に自動的に点燈し、床面に

おいて１ルックス以上の照度を確保する

ことができる照明設備 

  (c) 避難口誘導燈及び通路誘導燈 

  

 

 

 

 

 

 

    (ｲ) 駅間には、次の設備を設けること。 

      (a) 常用する電源が停止した場合、非常電

源によりすみやかに点燈し、避難の際通

路になる部分の路面において１ルックス

以上の照度を確保することができる照明

設備 

      (b) 非常電源による照明設備に近接した位

置に、駅又はトンネル口までの距離及び

方向を示す標識 

 

 

 

 

 (4) 排煙設備 

(ｱ) 駅及び駅間には、排煙を有効に行える設

備を設けること。ただし、既設の地下鉄道

においては、可能な限り設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  駅間には、列車及びトンネルから運転指令所

に連絡できる通信設備を設けること。 

   ③  通信設備及び放送設備には、非常電源を附置

するものとする。 

 

（3）避難誘導設備 

    ①  駅には、次の設備を設けること。 

    (ｱ)  プラットホームから地上までの異なる２以

上の避難通路 

異なる避難通路とは、一つの避難通路の歩

行経路のすべてにおいて他の避難通路と重複

しないものとする。 

     (ｲ)  常用する電源が停止した場合、非常電源に

より即時に自動的に点灯し、床面の主要部分

において１ルックス以上の照度を確保するこ

とができる照明設備 

     (ｳ)  避難口誘導灯及び通路誘導灯 

       避難口誘導灯及び通路誘導灯に関する技術

上の基準は、消防法施行令第 26 条第２項の規

定によるものとする。 

ただし、プラットホームの末端から直近の

避難通路への出入口までの距離が長い場合

は、床面、壁面下部等に通路誘導灯を設置す

るものとする。 

②  駅間には、次の設備を設けること。 

     (ｱ)  左記(a)と同じ 

    

 

 

 

(ｲ)  非常電源による照明設備に近接した位置

に、駅又はトンネル口までの距離及び方向を

示す標識 

標識は、避難の際通路になる部分の路面か

ら高さが1.5メートル以下の位置に、間隔100

メートル以内ごとに、識別が十分可能なよう

に設けるものとする。 

(4) 排煙設備 

①  駅及び駅間には、旅客が安全に避難できるよ

う必要に応じて排煙を有効に行える設備を設

けるものとする。 

 (ｱ)  排煙設備の必要排煙量等については、別紙

第７により算出するものとする。 

(ｲ)  排煙設備は、機械換気設備を兼用してもよ

い。 

(ｳ)  トンネルの縦断線形により自然換気口に

よってもトンネルの排煙効果が十分期待で

きる場合は、排煙機を設けなくてもよい。 

(ｴ)  電源を必要とする排煙設備には、非常電源

を附置するものとする。 
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(ｲ) 駅には、乗降場と線路との間、階段、エ

スカレーター等の部分に、必要に応じて垂

れ壁等の煙の流動を妨げるものを設けるこ

と。 

  

 

 

 

 

 

 

(5) 防火戸 

駅と他線の駅（同一の乗降場を使用するも

のを除く。）、地下街等との地下における連絡

箇所には、防火戸を設けること。 

  

 

 

 

 

 

 

(6) その他 

    (ｱ) 駅には、空気呼吸器を常設すること。 

    (ｲ) 変電所には、原則として、専用の換気設

備を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  駅には、プラットホームと路線との間、階段、

エスカレーター等の部分に、必要に応じて垂れ

壁等の煙の流動を妨げるものを設けること。 

この場合において、煙の流動を妨げるものと

は、天井面から下方に突出した垂れ壁その他こ

れと同等以上に煙の流動を妨げる効力のある

もの（感知器との連動により降下し、かつ、防

災管理室からの遠隔操作によっても作動でき

るものを含む。）で、不燃材料で造られ、又は

覆われたものをいう。 

 

(5) 防火戸等 

①  駅と他線の駅（同一のプラットホームを使用

するものを除く。）、地下街等との地下における

連絡箇所には、防火戸等（開き戸若しくは引き

戸を附置した防火戸又は防火シャッター（上下

動するものに限る。）。以下の防火戸等について

も同様とする。）を設けるものとする。 

②  プラットホームの避難階段部等及び旅客が安

全に避難できるために必要な箇所には、防火戸

等を設けるものとする。 

 

(6) その他 

①  駅には、空気呼吸器を常備するものとする。

この場合において、空気呼吸器は、JIS T 8155、

JIS T 8156、又は JIS M 7601 のものとし、旅客

の救助、消火及び消防関係職員の案内等の作業

に携わる係員数以上の数を常備するものとする 

②  変電所には、原則として、専用の換気設備を

設けること。ただし、既設の変電所で専用の換

気設備を設けることが困難な場合は、換気口に

防火ダンバーを設けるものとする。 

③  売店は、旅客の避難に支障となる箇所及びプ

ラットホームの末端から直近の避難通路への出

入口までの間にはこれを設けてはならない。 

④  コンビニ型売店は、防火・防煙区画化を行う

ものとする。 

⑤ 駅の地下４階以下の階で、当該地下４階以下

の床面積の合計が 1,000 平方メートル以上のも

のには、地下４階以下の階ごとに非常コンセン

ト設備を設けるものとする。 

  ⑥ 非常コンセント設備には、非常電源を附置す

るものとする。 

   ⑦ 駅において、居室の各部分から避難口までの

距離は、100 メートル以下とする。 

⑧ 駅間において、避難の際通路となる部分は、

避難に支障ない構造とするものとする。 
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４ 消火設備の整備 

 (ｱ) 駅には、次の設備を設けること。 

   (a) 消火器 

   (b) 屋内消火栓設備 

 (c) 連結散水設備又は送水口を附置したスプ

リンクラー設備 

   

 

 

(d) 連結送水管 

(ｲ) 駅間には、駅間距離が長い場合は連結送水管

を設けること。 

 

 

５ 防災管理体制の整備 

防災に関する諸規程を整備するとともに、消

防等防災関係機関との連絡等の緊急処理体制を

整備すること。 

 

 

 

 

５ 消火設備の整備 

 (1) 駅には、次の設備を設けること。 

    ① 消火器 

    ② 屋内消火栓設備 

 ③ 連結散水設備又は送水口を附置したスプリン

クラー設備 

コンビニ型売店には、消防法施行令第 12 条第

２項の規定により送水口を附置したスプリンク

ラー設備を設けるものとする。 

   ④ 連結送水管 

(2) 駅間には、隣接する駅のプラットホームに設けら

れた連結送水管の放水口相互間の距離が500メート

ルを超える場合は、連結送水管を設けるものとす

る。 

６ 火災対策設備の整備 

  火災対策設備は、１年に１回を基本として動作確

認等を行い、整備した設備でなければならない。 

 

７ 駅には、旅客に対して次に掲げる事項を周知する

ための表示設備を設けるものとする。 

(1) トンネル内走行中の列車に火災が発生した場合

は、次の停車場まで走行し避難することを基本と

していること 

（2） 列車の前後から避難することができること 

（3） 非常時の避難経路図等旅客の安全な避難に必要

な事項 

 

８ 駅には、係員の火災発生時の対応、教育・訓練及

び消防機関との連携に関する以下の事項を定めたマ

ニュアル等を備えておくものとする。この場合、消

防機関と十分協議を行った上で定めるものとする。 

（1）係員の火災発生時の対応に関すること 

（2）係員に対する教育・訓練（主に初期消火、避難誘

導等の訓練を行うことをいう。）について、その実

施方法等 

（3）消防活動上有効な情報について、消防機関への提

供に関すること 

 

（注）１ 国土交通省の資料に基づき当省で作成した。 

   ２ 下線部分は、新たに規定された事項であることを示す。 
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表 2-(2)-⑤  地下駅火災対策施設整備事業費補助交付要綱（平成 16 年７月１日 国鉄施第 39 号。抜粋） 

（通則） 

 第１条 地下駅火災対策施設整備事業費補助（以下「補助金」という。）の交付については、独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法（平成 14 年法律第 180 号）及び同法施行令（平成 15 年政令

第 293 号）並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号。以

下「適正化法」という。）及び同法施行令（昭和 30 年政令第 255 号。以下「適正化法施行令」とい

う。）に定めるほか、この交付要領の定めるところによる。 

 

（補助の目的） 

 第２条 この補助金は、地下駅火災対策施設整備事業に要する経費の一部を国が独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構（以下「機構」という。）を通じて補助することにより、地下駅の火災対策

施設を平成 20 年度末までに整備を行い地下駅利用者の安全の向上を図ることを目的とする。 

 

（補助対象事業） 

 第３条 補助対象事業は、「地下鉄道の火災対策基準について（昭和 50 年１月 30 日付け鉄総第 49 号の２

運輸省鉄道監督局長通達）」（以下「基準」という。）の制定前に建設され、基準に適合していない

地下駅の火災対策施設のうち、排煙設備及び避難通路の新設のため駅施設の改良工事を行う事業と

する。ただし、避難通路においては、非常時のみ使用する場合はその全てを補助対象とし、常用通

路兼用として使用する場合は非常時のみ使用する通路相当分を補助対象とする。 

 

（交付の対象等） 

 第４条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、公営地下鉄を運営する地方公共団体及び東京地下鉄

株式会社並びに民鉄線既存駅の改良整備・保有を業務とする地方公共団体の出資又は拠出に係る法

人（以下「補助対象者」という。）が行う補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象と

して大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、機構が補助対象者に対して補

助するための財源として予算の範囲内において機構に対して補助金を交付する。 

２ 補助対象経費は、補助対象事業を行うために直接に要した本工事費、付帯工事費及び用地費とする。

（注）下線は、当省が付した。 
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表 2-(2)-⑥          安全性緊急評価・対策事業の概要 

Ⅰ 安全性緊急評価 

 １ 目的 

   重大事故を未然に防止するため施設及び車両（以下「施設等」という。）の現状を安全性の観点から

評価し、適時適切な安全投資の実施に向けた保全整備計画の策定に資することを目的とする。 

 

 ２ 対象鉄軌道事業者 

平成 11 年度及び 12 年度において、２年連続で旅客営業キロ１キロメートル当たりの１日平均旅客人

員が 8,000 人未満の 77 地方鉄道事業者 

  

 ３ 評価項目 

  １）評価項目は、列車脱線、列車衝突（重量物と衝突する場合を含む。）、列車火災事故等重大事故に関

係する鉄道線路、信号保安設備、車両に係る項目とし、別紙１に対象の評価項目標準を示す。 

  ２）評価の対象施設等は、原則として、鉄道事業者が有する全施設等を対象とする。 

 

 ４ 評価基準 

   各評価項目について、現状における技術的知見により健全度を評価するものとし、別紙１にその評価

基準標準を示す。 

 

 ５ 実施方法 

  １) 評価は、客観的かつ統一的なものとなるよう、また、委託先が実施する評価に際しその立会いを通

して技術的ノウハウが委託元の鉄道事業者へ移転できる効果も考慮し、鉄道事業者以外の者へ委託し

て行うものとする。 

  ２）評価の対象施設等は、鉄道事業者が有する全施設等を対象とするが、経年や管理状況等から安全上

特に問題とならないものもあることから、これを委託先が判断できる設備台帳、検査修繕記録、取替

記録等をあらかじめ鉄道事業者が作成して提示するとともに、状況を説明することによって、効率的

な評価を実施することとし、対象施設等のうち確認すべき施設等を抽出して実施できるものとする。

    ３）委託先が行う現地確認を安全かつ効率的に実施するための列車見張員の配置、保守車両の確保、運

転手続き等必要なものについては、鉄道事業者において準備するものとする。 

  ４）評価結果は、３年以内に整備すべき緊急整備事項と概ね 10 年以内に整備すべき中長期整備事項に

区分した評価報告書を委託先に作成させ、速やかに当局に報告すること。 

  ５）大掛かりな調査が必要なもの、特殊な計器を使う必要のあるもの、別の非破壊検査が必要な場合等

については、緊急度を考慮し、評価報告書の中に記載して別に計画することができるものとする。 

    なお、橋りょう、トンネル等の改修を実施する前提の調査は、「鉄道軌道近代化設備整備費補助金」

を活用できる。 

 

 ６ 実施時期 

   平成 14 年度と平成 15 年度の２ｶ年の間において実施するものとし、実施希望年度を平成 14 年５月２

日までに当局に報告すること。なお、実施年度は必要により調整のうえ決定するものとする。 

 

(続  く) 
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 ７ 実施費用 

   「鉄道軌道近代化設備整備費補助金」制度を活用できる要件を満たした対象事業者であって、かつ、

次の要件を満たす事業者に対し、国は地方公共団体と同額で補助対象事業費の１/３以内の補助を行い

実施することができる。 

「要件」 

   事業を実施する前年度及び前々年度の２年連続で、当該路線の輸送密度が 8,000 人/日未満であり、

当該路線で経常損失を生じており、かつ、全事業で経常損失を生じている事業者 

 

 ８ その他 

   標準的な実施フローは「別紙２」のとおり。 

 

Ⅱ 安全性緊急対策 

 １ 目的 

   重大事故を未然に防止するため、施設等の安全性緊急評価に基づき区分された緊急整備事項を、確実

かつ適切に実施して保安度の向上を図ることを目的とする。 

 

 ２ 実施方法 

  １）鉄道事業者においてⅠの５の４）の評価報告書に記載された緊急整備事項と中長期整備事項に必要

な費用を算出したうえ、実施予定時期等を検討して、緊急整備計画、中長期整備計画に区分整理した

「保全整備計画」を策定すること。 

  ２）策定した「保全整備計画」は、速やかに当局に報告すること。 

 

 ３ 実施時期 

  １）「緊急整備計画」に基づく対策については、評価後３ｶ年以内の間において確実に実施するものとし、

緊急度等を十分勘案して時機を失することのないようにするとともに、安全性緊急対策が完了するま

での間は、点検を強化する等列車の安全運行に万全を期すこと。 

  ２）「中長期整備計画」に基づく対策については、安全かつ永続的な輸送事業のために着実かつ適切に

実施すること。 

 

 ４ 実施費用 

   「鉄道軌道近代化設備整備費補助金」制度を活用することができる。 

 

 ５ その他 

   標準的な実施フローは「別紙２」のとおり。 

 

 

 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

２ 下線は、当省が付した。 
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図 2-(2)-①     別紙２  安全性緊急評価の標準的な実施フロー 
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（注）国土交通省の資料による。
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表 2-(2)-⑦  鉄道軌道近代化設備整備費補助金の概要 

 

 １ 制度の概要 

   経営基盤の脆弱な中小鉄道事業者に対し、鉄道軌道の近代化を促進し、安全性、設備、運行の保安度

の向上や、その経営収支・サービスの改善を図るため、安全対策投資、近代化設備の整備に要した費用

の一部を補助する制度 

 

 ２ 補助の概要 

  (1) 補助対象事業者： 原則として、赤字路線（経常損失）、かつ、全事業で赤字又は一定規模の黒字事

業者 

   (2) 補助対象経費： 近代化設備の整備に要した費用 

   (3) 補助率： 

   ① 国：１/５、地方：１/５（鉄軌道事業で経常損失、かつ、無配当の事業者が行う安全対策設備整

備については、国：１/３、地方：１/３）   

     ② 緊急保全整備事業費 <５年間に限る> 

         安全性緊急評価の結果を踏まえ、緊急に改善を要する設備のうち、橋梁等の整備（橋梁・トンネ

ル・落石等防止設備・軌道道床強化、ＡＴＳ設備の整備、重軌条交換、分岐器の重軌条化、制動装

置の新設及び改良）について国と地方公共団体が２/５ずつ補助 

     ただし、一定の要件に該当する黒字路線の事業者にあっては、緊急に改善を要する橋梁等の整備

について国と地方公共団体が１/３ずつ、その他の安全対策設備の整備について１/５ずつ補助 

     ③ 再生関連対策：17 年度～ 

     再生計画に基づき行う、利用者利便の向上に資する設備であって再生計画の実現に著しい効果が

期待できるものの整備（車両の更新、行違い設備の新設等）について、対象設備を追加する（Ｐ＆

Ｒ駐車場・駐輪場、部分的複線化、新駅設置）とともに、国と地方公共団体が１/３ずつ補助 

         ただし、再生計画期間中に限り黒字路線転換事業者も対象 

     ④ 安全管理体制・人材育成の強化 

     運輸安全法（改正鉄道事業法）制定に伴う新たな安全対策、強風対策・豪雪対策を踏まえ、安全

管理や人材育成の体制強化について、国と地方が１/３ずつ補助 

 

  （参考） 

    ○ 脱線防止対策：18 年度に限る 

      速度超過防止用ＡＴＳ等の緊急整備について、補助率かさ上げし、国と地方公共団体が２/５

ずつ補助（１/３⇒２/５） 

    ○ 安全対策教育指導費 <16 年度から３年間> 

      安全性緊急評価の結果を踏まえ、運転、電気、施設等に関する技能等の向上を図り輸送の安全

を確保するための教育指導について、国と地方公共団体が１/３ずつ補助 

 

（注）国土交通省の資料による。 

 

 

 



                                        - 111 -

 

表 2-(2)-⑧  「地方中小鉄軌道事業者の安全対策について」（平成 14 年２月 26 日国鉄施第 205 号） 

鉄道の安全は、国民の生命・財産にかかわる基本的な事項である。また、鉄道は大量輸送機関であり、ひ

とたび事故が発生するとその被害は甚大となる恐れがあることから、常に一定以上の安全水準を確保するこ

とが社会的に求められている。しかし、京福電気鉄道株式会社において、平成 12 年 12 月 17 日と平成 13 年

６月 24 日の約半年の間に、二度にわたる重大な列車衝突事故が発生した。同社に対しては、中部運輸局長

から平成 13 年７月 19 日付けで事業改善命令を発出し、安全管理について体制等の再構築を求めたところで

あるが、同社から平成 13 年 10 月 19 日付けで鉄道事業廃止届が提出され、現在、関係地方公共団体等で存

廃問題として議論されているところである。 

この事態の契機となった事故そのものを厳粛に受け止めるとともに、同種重大事故の再発防止を図るため

には、いかなる経営環境にあっても「安全輸送の確保」が鉄軌道事業の最大の使命であるということを深く

再認識する必要がある。 

今般、緊急に取り組むべき安全対策を下記のとおり実施することとしたので、関係地方公共団体の協力も

得て適切に実施されるよう、管下関係鉄軌道事業者を指導されたい。 

                    

  記 

 

 １ 自動列車停止装置（ＡＴＳ）の緊急整備 

  これまでも、正面衝突事故等を防止するため、自動列車停止装置の設置を順次進めてきたところであ

るが、現状においても未設置の路線があることから、今回の事故を踏まえ、自動閉そく式、特殊自動閉

そく式（安全側線が設置されている場合等を除く）を施行する路線であって、自動列車停止装置が未設

置となっている区間に、原則として平成 15 年度までの２カ年で集中的に誤出発防止機能を有する自動

列車停止装置を緊急整備することとする。このため、貴局管下鉄軌道事業者で緊急整備が必要な鉄軌道

事業者（別添１（略））に対し、自動列車停止装置の緊急整備計画の策定と当該計画の提出を指示し、

平成 14 年３月 31 日までに報告されたい。 

  なお、緊急整備が完了するまでの間は、運転に従事する係員の知識技能の保有状態及び心身状態の確

認を強化するとともに、運転取扱いに係る教育訓練の充実等を図り、列車の安全運行に万全を期すよう

指導されたい。 

 

２ 安全性緊急評価・対策事業の実施 

  地方中小鉄軌道事業者の有する施設及び車両（以下「施設等」という。）の現状について安全性の観

点から評価し、これに基づき緊急的に施設等の安全対策を講じる「安全性緊急評価・対策事業」を実施

するので次の要領により貴局管下鉄軌道事業者を指導されたい。 

 １）対象鉄軌道事業者 

   別添２に掲げる事業者。（略） 

 ２）安全性緊急評価 

   安全性緊急評価は、客観的かつ統一的な評価を行うため当該鉄軌道事業者以外の者に委託して、平

成 14 年度と平成 15 年度の２カ年度のうちいずれかの年度において実施することとし、評価後３年以

内に整備すべき緊急整備事項と概ね 10 年以内に整備すべき中長期整備事項を区分整理した評価報告

書を貴職あてに提出するよう指示し、提出があり次第報告されたい。 

                  （ 続 く ） 
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対象とする施設等は、鉄道線路、信号保安設備、車両とし、当該鉄軌道事業者の全施設等を対象と

するが、評価にあたっては、経年や管理状況等を勘案して安全上問題とならない範囲内において対象

施設等から抽出して評価することができるものとする。 

 ３）施設等の保全整備計画の策定 

   評価報告書に基づき、鉄軌道事業者が、事業費、実施予定時期等を検討し、緊急整備計画、中長期

整備計画に区分整理した保全整備計画を策定することとし、これを貴職あてに提出するよう指示し、

提出があり次第報告されたい。 

 ４）安全性緊急対策事業 

   保全整備計画に基づいた対策が着実に実施されるよう、当該鉄軌道事業者を適切に指導するものと

する。特に、安全性緊急対策事業としての緊急整備計画の実施については、時機を失することなく確

実に実施されるよう適切に指導するとともに、緊急整備が完了するまでの間は、点検を強化する等列

車の安全運行に万全を期すよう指導されたい。 

 

３ 推進体制の整備 

  自動列車停止装置の緊急整備や安全性緊急評価・対策事業を着実に実施するためには、国、沿線地方

公共団体及び鉄軌道事業者が密接に連携し推進することが必要であるため、貴局において次の会議を開

催して、十分な連絡、調整を図り、円滑な推進に努められたい。（別添３（略）） 

 １）安全対策会議 

   貴局、管下全対象事業者及び沿線都道府県で構成する安全対策会議を早期に開催し、貴局から趣旨

説明と協力要請を行うこと。また、実施年度の調整等事業推進に必要が生じた場合にはその都度適宜

開催すること。 

 ２）安全対策検討会 

   自動列車停止装置の緊急整備や保全整備計画に基づく対策の実施について目途が立たない場合等、

個別の事業者に限定して検討する必要がある場合にあっては、当該事業者からの申出により安全対策

検討会を設置して検討するものとする。 

この場合、当該事業者の沿線都道府県のほかに、必要な沿線関係市町村等を加えて安全対策検討会

を運営するものとする。 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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表 2-(2)-⑨       調査対象鉄道事業者における地下駅の火災対策基準の適合状況 

 

地下駅を有する 16 鉄道事業者の 401 地下駅についてみると、平成 17 年 11 月現在、昭和 50 年基準に不適

合となっているのは 125 駅（31％）であるのに対し、平成 16 年基準には 335 駅（84％）が不適合となってい

る。 

 

（単位：鉄道事業者、地下駅、％） 

ｃの昭和 50 年基準 

への適合状況 

ｃの平成 16 年基準 

への適合状況 

調査対象鉄道

事 業 者 数 

 

(a) 

ａのうち地

下駅を保有

する鉄道事

業者    (b) 

ｂの地下駅数

 

 

(c)

適 合 不 適 合 適 合 

 

不 適 合 

40 16 401(100) 276(68.8) 125(31.2) 66(16.5) 335(83.5) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

    ２ ( )内は、構成比である。 

 

 

表 2-(2)-⑩  調査対象鉄道事業者における地下駅の火災対策基準の適合状況（鉄道事業者別） 

（単位：鉄道事業者、地下駅、％） 

a の昭和 50 年基準 

への適合状況 

a の平成 16 年基準 

への適合状況 

番号 鉄道事業者名 地下駅数 

      (a) 

適 合 不 適 合 適 合 不 適 合 

１ Ａａ鉄道   1(100)    1(100)  0(  0) 0(  0)   1(100) 

２ Ｃａ鉄道 45(100)    30(66.7)  15(33.3) 0(  0)  45(100) 

３ Ｃｂ鉄道 13(100)   13(100)  0(  0)  6(46.2)   7(53.8) 

４ Ｄｈ鉄道 4(100)    4(100)  0(  0) 0(  0)   4(100) 

５ Ｂｂ鉄道 1(100)    1(100)  0(  0) 0(  0)   1(100) 

６ Ａｂ鉄道 14(100)   14(100)  0(  0) 10(71.4)    4(28.6)

７ Ｂｅ鉄道 148(100)    66(44.6)  82(55.4)  5( 3.4) 143(96.6)

８ Ｂｃ鉄道 11(100)     6(54.5)   5(45.5)  1( 9.1)  10(90.9) 

９ Ｂｄ鉄道 2(100)    2(100)  0(  0)  2( 100)   0(   0) 

１０ Ｃｃ鉄道 89(100)    71(79.8)  18(20.2) 18(20.2)  71(79.8) 

１１ Ｂｆ鉄道 4(100)     1(25.0)   3(75.0) 0(  0)   4(100) 

１２ Ａｄ鉄道 1(100)    1(100)  0(  0) 0(  0)   1(100) 

１３ Ｄｌ鉄道 7(100)     7(100)  0(  0) 0(  0)   7(100) 

１４ Ｂｇ鉄道 9(100)     7(77.8)   2(22.2) 0(  0)   9(100) 

１５ Ｃｅ鉄道 19(100)   19(100)  0(  0)  9(47.4)   10(52.6)

１６ Ｃｆ鉄道 33(100)   33(100)  0(  0) 15(45.0)  18(54.5) 

合  計 401(100) 276(68.8) 125(31.2) 66(16.5) 335(83.5)

（注）１ 当省の調査結果による。 

     ２ ( )は、構成比である。 



                                        - 114 -

表 2-(2)-⑪ 調査対象鉄道事業者における火災対策基準に不適合の地下駅についての同基準への適合に関 

する整備予定の状況（平成 17 年 11 月末現在） 

    （単位：駅、％） 

鉄道事業者名 地下駅

総数 

(a) 

火災対策基準 a のうち火
災 対 策 基
準 不 適 合
駅の数 

火災対策基準への適合に関する整備予定の

状況 

昭和 50年基準   0  Ａａ鉄道    1 

平成 16年基準   1 平成 17 年度内に整備予定 

昭和 50年基準  15 Ｃａ鉄道 

 

  45 

平成 16年基準  45 

平成 18 年度から 21 年度までに整備予定 

昭和 50年基準   0  Ｃｂ鉄道   13 

平成 16年基準   7 平成 17 年度から 18 年度までに整備予定 

昭和 50年基準   0  Ｄｈ鉄道    4 

平成 16年基準   4 不適合事項の一部は平成 17年度内に整備予

定、残りの不適合事項については 26 年度と

しているのみで具体的な整備時期は未定 

昭和 50年基準   0  Ｂｂ鉄道    １ 

平成 16年基準   1 平成 17 年度内に整備予定 

昭和 50年基準   0  Ａｂ鉄道   14 

平成 16年基準   4 平成 17 年度内に整備予定 

昭和 50年基準  82 平成 20 年度末までに整備予定 Ｂｅ鉄道 148 

平成 16年基準 143 平成 21 年度末までに整備予定 

昭和 50年基準   5 平成 20 年度末までに整備予定 Ｂｃ鉄道 

 

  11 

平成 16年基準  10 平成 21 年度末までに整備予定 

昭和 50年基準   0 Ｂｄ鉄道    2 

平成 16年基準   0 

 

昭和 50年基準  18 平成 20 年度末までに整備予定 Ｃｃ鉄道   89 

平成 16年基準  71 平成 17 年度から 20 年度まで 50 駅、21 年度

以降に残りの 21 駅を整備予定 

昭和 50年基準   3 Ｂｆ鉄道    4 

平成 16年基準   4 

整備計画を策定しておらず、具体的な整備

時期は未定 

昭和 50年基準   0  Ａｄ鉄道    1 

平成 16年基準   1 平成 20 年度末までに整備予定 

昭和 50年基準   0  Ｄｌ鉄道    7 

平成 16年基準   7 平成 20 年度末までに整備予定 

昭和 50年基準   2 Ｂｇ鉄道 

 

   9 

平成 16年基準   9 

平成 20 年度末までに整備予定 

昭和 50年基準   0  Ｃｅ鉄道   19 

平成 16年基準  10 平成 17 年度内に整備予定 

昭和 50年基準   0  Ｃｆ鉄道   33 

平成 16年基準  18 不適合事項の一部は平成 17年度内に整備予

定、残りの不適合事項については整備時期

未定 

昭和 50年基準 125 (31.2)   計 

(16 鉄道事業者) 

401 

(100) 平成 16年基準 335 (83.5)

 

（注）１ 当局の調査結果による。 

   ２ ( )内は、構成比である。 
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事例 2-(2)-① 平成 16 年基準に適合しておらず具体的な整備計画を策定していないもの 

鉄 道 事 業 者 名 内      容 

Ｂｆ鉄道 当該鉄道事業者が保有する地下駅は４駅である。平成 16 年基準に適合していない 15

事項のうち、３事項（２駅の床面又は壁面下部の通路誘導灯が未設置等）は 18 年度に

整備予定としている。 

しかし、残る 12 事項のうち６事項（３駅における駅務室内の排煙設備、避難階段の

防火戸等の未設置）について、当該鉄道事業者は、バリアフリー化等の駅の大規模改修

に併せて実施するとしているが、改修計画の策定に至っていない。このため、平成 16

年基準への適合に関する整備計画は策定に至っていない。 

（注）当省の調査結果による。 

 

 

 

 

 

 

事例 2-(2)-② 平成 16 年基準に適合しておらず整備時期が未定のもの 

鉄 道 事 業 者 名 内      容 

Ｃｆ鉄道 当該鉄道事業者が保有する地下駅は 33 駅ある。平成 16 年基準に基づき、避難経路図

等の表示設備の設置（17 駅）、簡易型売店の一部不燃化（11 駅）が必要となっている。

このうち、避難経路図等の表示設備の設置については、平成 17 年度内に整備を予定し

ているが、簡易型売店の一部不燃化については、具体的な整備時期は決まっていない。

Ｄｈ鉄道 当該鉄道事業者が保有する地下駅は４駅である。平成 16 年基準に基づき、①簡易売

店内の自動火災報知器設備及び旅客への周知表示設備の設置、②駅間における排煙設備

の非常用電源の整備が必要となっている。 

このうち、「①簡易売店内の自動火災報知器設備及び旅客への周知表示設備の設置」

については、平成 17 年度内に整備する予定となっている。 

しかし、当該事業者では、「②駅間における排煙設備の非常用電源の整備」について

は、ⅰ）整備に要する経費が４億円程度必要であると見込まれ直ちに着手できないこと、

ⅱ）少なくとも 10 年後までには整備が可能であろうとの想定に基づいていることから、

整備予定時期を平成 26 年度としているが、具体的な整備時期は決まっていない。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 2-(2)-⑫ 保全整備計画の策定状況 

 

安全性緊急評価事業を実施した 77 鉄道事業者のうち、平成 18 年 12 月現在、保全整備計画を策定して

いないものが４地方中小鉄道事業者（5.2％）みられる。 

 

（単位：事業者、％） 

地方運輸局名 
安 全 性 緊 急 評 価 

実施鉄道事業者数 

保全整備計画を策定

しているもの 

保全整備計画を策定

していないもの 
鉄道事業を廃止 

北 海 道 １ １ 0 0 

東 北 11 10 １ 0 

北 陸 信 越 9 9 0 0 

関 東 15 12 2 1 

中 部 13 13 0 0 

近 畿 9 9 0 0 

中 国 6 6 0 0 

四 国 5 5 0 0 

九 州 8 7 1 0 

合 計 77（100） 72（93.5） 4（5.2） 1（1.3） 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

２ 合計欄の（ ）内は、構成比である。 

 

 

表 2-(2)-⑬  保全整備計画を策定していない鉄道事業者の安全性緊急評価における指摘事項数 

 

保全整備計画を策定していない４鉄道事業者は、次表のとおり、いずれも、安全性緊急評価において

10 事項以上の指摘事項があり、さらに、３年以内に改善する必要がある緊急整備事項が指摘事項の半数

以上あるにもかかわらず、平成 18 年 12 月現在、いまだ保全整備計画を策定していない。 

 （単位：事項、％） 

安全性緊急評価指摘事項数 
鉄道事業者名 

安全性緊急評価

の実施年度  緊急整備事項数 中長期整備事項数 

Ｄｅ鉄道 14 17(100)  9(52.9) 8(47.1) 

Ｄｂ鉄道 15 19(100) 11(57.9) 8(42.1) 

Ｄｄ鉄道 15 23(100) 15(65.2) 8(34.8) 

Ｄｘ鉄道 15 21(100) 16(76.2) 5(23.8) 

（注）１ 国土交通省の資料による。 

２ ( ）内は、構成比である。 

 



                                          

表２-(2)－⑭ 保全整備計画を策定していない鉄道事業者の安全緊急評価事業における指摘事項数（鉄道事業者別）
(単位：事項）

事 項 踏切
信号
装置

ATS

締結
装置
等

まく
ら木

路
盤

動力
発生
装置

燃
料
系

車
体

そ
の
他

区 分

割
れ
・
激
し
い
摩
耗
等
要
取
替

キ
ズ
・
摩
耗
・
欠
損
・
通
り
不
良

継
目
部
不
良
・
遊
間
不
良

損
傷

腐
食
・
欠
損

ト
ン
グ
レ
｜
ル
欠
損

密
着
不
良
等
機
能
低
下

老
朽
化
等
更
新
の
検
討

砕
石
不
良
・
沈
下
等
要
補
充

噴
泥

側
溝
損
壊

土
砂
流
入
・
盛
土
流
出

土
留
壁
損
壊

浮
石
・
亀
裂
等

ク
ラ
ッ
ク
・
錆
等

腐
食
・
損
傷

ク
ラ
ッ
ク
等

洗
掘
・
傾
斜
等

保
護
枠
未
整
備

老
朽
化
・
機
能
低
下
の
お
そ
れ
等

車
輪
・
車
軸
・
台
車
枠
等
キ
ズ
・
変
形
・
摩
耗

探
傷
の
未
実
施

老
朽
化
・
機
能
低
下
の
お
そ
れ
・
配
線
・
配
管
の
未
更
新

タ
ン
ク
・
配
管
変
状
・
漏
れ

全
体
老
朽
化

避
雷
器
・
圧
力
計
等
の
不
良

緊  急 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9

中長期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

計 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 17

緊 急 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11

中長期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

計 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 19

緊 急 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15

中長期 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8

計 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23

緊 急 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

中長期 ○ ○ ○ ○ ○ 5

計 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 21

(注) 当省の調査結果による。

桁（含
歩道）

橋脚・
橋台

のり面

切土、盛土

橋りょう

鉄道事
業者名

損
壊
・
凹
凸
・
構
造
不
良
等

レール 分岐器 道床

軌道（線路） トンネル 車両
 
事
項
数
計

ク
ラ
ッ
ク

漏
水

老
朽
化
・
機
能
低
下
の
お
そ
れ
等

未
整
備
・
老
朽
化
・
機
能
低
下
の
お
そ
れ
等

ブレー
キ装置

走行装
置

Ｄｘ鉄
道

Ｄｅ鉄
道

Ｄｂ鉄
道

Ｄｄ鉄
道

-
117

-
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表 2-(2)-⑮ 保全整備計画に基づく改善措置の実施状況（平成 16 年度末現在） 

 

安全性緊急評価事業を実施した鉄道事業者のうち、調査対象 10 鉄道事業者における保全整備計画の実

施状況をみると、保全整備計画において平成 16 年度までに改善するとした緊急整備事項を 17 年度又は

18 年度に先送りしているものが２鉄道事業者みられた。 

 

（単位：事項） 

平成 16 年度まで

に改善するとし

た緊急整備事項

数       a

地方 

運輸 

局名 

鉄  道 

事業者名 

安全性

緊急評

価の実

施年度

区 分 事項数

ａのうち

平 成 16

年度まで

に改善し

た事項数

ａのうち

17 年 度

に先送り

し改善し

た事項数

ａのうち

18 年 度

に先送り

した事項

数 

先送りの理由 

軌 道 ２ ２ ０ ０ 

構造物 ３ ３ ０ ０ Ｄｃ鉄道 平成 14

車 両 ２ ２ ０ ０ 

 

Ｄｂ鉄道 15 
      

軌 道 ２ ２ ０ ０ 

東 北 

Ｄｔ鉄道 15 
車 両 １ １ ０ ０ 

 

軌 道 ２ ２ ０ ０ 
関 東 Ｄｕ鉄道 15 

構造物 ２ ２ ０ ０ 

 

構造物 ４ ２ ２ ０ 

電 気 ２ ２ ０ ０ Ｄｍ鉄道 14 

車 両 ３ ３ ０ ０ 

緊急に整備が必要な

箇所に事業費を移用

したため 

軌 道 ７ ２ ２ ３ 

中 国 

Ｄｎ鉄道 14 
構造物 ４ ４ ０ ０ 

（不明） 

Ｄｏ鉄道 

 
14 

      

四 国 

Ｄｖ鉄道 14 軌 道 ２ ２ ０ ０  

軌 道 ６ ６ ０ ０ Ｄｑ鉄道 

 
15 

車 両 ２ ２ ０ ０ 

 

九 州 

Ｄｐ鉄道 15 
      

（注）当省の調査結果による。 

 

保全整備計画は未策定 

平成 16 年度は実施する箇所なし 

平成 18 年度から実施予定 
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３ 事故発生時の対応体制の整備 

勧            告 説明図表番号

鉄道の重大事故等の発生に際して避難誘導、救急・救助活動を迅速かつ的確に行うため、

総務省及び国土交通省は、鉄道事業者における応急復旧体制の整備や防災訓練の充実、鉄

道事業者と消防機関との連携・協力体制の強化を図るなど、重大事故等発生時に備えた安

全管理の徹底を推進している。 

 

（制度の概要） 

運輸省（当時。現在は国土交通省）は、鉄道事故発生時の対応は極めて敏速な行動が要

請され、平素からの準備が極めて重要であるとして、昭和47年12月、「緊急時における救急

体制の整備について」（昭和47年12月22日付け鉄運第306号。以下「昭和47年通達」という。）

を発出し、鉄道事業者に対し、事故発生時の通報、救急出動等の体制を明確にした指導心

得を制定し、全従業員に周知させておくよう指導している。 

消防機関と鉄道事業者との連携・協力については、総務省（消防庁）は、平成13年10月、

「鉄道災害への対応について」（平成13年10月17日付け消防救第296号）により、鉄道災害

が発生した場合に迅速かつ効果的に救助活動を行うために協議すべき事項として、管轄消

防機関への連絡、救助隊の現場誘導や乗客の避難誘導など11項目を挙げ、これらについて

鉄道事業者と協議し取決め等を行うことを消防本部に周知するよう、各都道府県に通知し

ている。あわせて、国土交通省は、同年11月、「鉄道災害発生時における救急体制について」

（平成13年11月６日付け国鉄技第82号）により、鉄道事業者に対し、消防機関から消防救

助活動に関する協議の申出があった場合、これに応ずるよう指導している。 

両省は、平成14年11月、鉄道運転事故の負傷者を救助中の消防隊員の死傷事故が発生し

たことを踏まえ、「鉄道災害における安全管理体制の確保について」（平成14年11月11日付

け消防消第221号、消防救第234号）及び「鉄道災害発生時の救急体制の再確認等について」

（平成14年11月11日付け国鉄技第117号）により、二次災害防止のための安全管理の徹底に

ついて、各都道府県へ通知するとともに、鉄道事業者に対し指導している。 

さらに、両省は、平成15年２月、消防機関と鉄道事業者の意見交換、協議の場が必要で

あるとして、「消防機関と鉄道事業者との協議会の設置について」（平成15年２月10日付け

消防救第46号）及び「消防機関と鉄道事業者との協議会の設置について」（平成15年２月10

日付け国鉄技第159号）により、地方運輸局の管轄区域単位を原則として消防機関と鉄道事

業者との協議会を設置するよう、各都道府県及び地方運輸局に通知している。 

 

（調査結果） 

今回、鉄道事業者の応急復旧体制の整備状況及び消防機関と鉄道事業者との連携・協力

に関する協議についての指導状況を調査した結果、次のような状況がみられた。 

① 調査対象41鉄道事業者（支社を含む。）における応急復旧体制の整備状況をみると、指

導心得に相当する社内規程を制定しているものの、利用者に対する事故通報方法、緊急

通信設備の確保方法、被害者の把握に関する事項等が定められておらず、緊急時に敏速

に行動できるよう平素から準備しておくという指導心得の趣旨に照らして、応急復旧体

制として不十分なものが18鉄道事業者（44％）みられた。また、当該18鉄道事業者のう

ち３鉄道事業者は、昭和47年通達の内容を承知していない。 
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② 調査対象40鉄道事業者（支社を含み、貨物鉄道を除く。）と消防機関との協議状況をみ

ると、平成17年11月現在、協議会において基本方針を取りまとめたが、その後、消防機

関との具体的な協議を実施していないものが７鉄道事業者（18％）みられた。 

また、鉄道事業者と消防機関が協議すべき 11 項目についての協議・取決めの状況をみ

ると、消防機関からの協議の働きかけがないことなどを理由として、救助隊の現場誘導、

乗客（非負傷者）の避難誘導、電源の安全管理等の項目について協議・取決めを行って

おらず、救助体制として不十分なものが４鉄道事業者(10％)みられた。 

 

（所見） 

したがって、総務省及び国土交通省は、事故発生の緊急時における対応体制の整備を推

進する観点から、次の措置を講ずる必要がある。 

① 応急復旧体制に関する指導心得の整備について、特に留意すべき事項を整理して示す

等の方法により鉄道事業者を指導し、適切な内容の指導心得の整備を徹底すること。（国

土交通省） 

② 消防機関と鉄道事業者との協議・取決めに至っていない理由を把握し、これに応じた

必要な措置を講ずることにより、取決めを促進すること。（総務省（消防庁）、国土交通

省） 

 

表 3-⑤ 

事例 3-② 

 

事例 3-③ 
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（説 明） 

表 3-①    運転事故、災害等発生時の応急復旧体制の整備に関する法令等（抜粋） 

○ 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年 国土交通省令第 151 号） 

 （応急復旧の体制） 

第８条 鉄道事業者は、運転事故、災害等が発生した場合における応急復旧のための体制をあらかじ

め定めておかなければならない。 

 

○ 「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準について」 

（平成 14 年 3 月 8日付け国鉄技第 157 号 地方運輸局長あて鉄道局長通知） 

第８条（応急復旧の体制）関係 

運転事故、電気事故、災害等が発生した場合における体制は、「緊急時における救急体制の整備

について」（昭和 47 年 12 月 22 日付け鉄運第 306 号）の通達に基づき整えておくこと。 

 

○ 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号） 

 （安全管理規程等） 

第 18 条の３ 鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大

臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項

（第３種鉄道事業者にあっては、第５号に係るものを除く。）に関し、国土交通省令で定

めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。 

 

○ 運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関

する省令（平成 18 年国土交通省令第 78 号） 

 

（鉄道事業法施行規則の一部改正） 

第９条 鉄道事業法施行規則（昭和 62 年運輸省令第６号）の一部を次のように改正する。 

（略） 

（安全管理規程の内容） 

第 36 条の３ 法第 18 条の３第２項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおり

とする。   （略） 

三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げ

る事項 

 

（鉄道に関する技術上の基準を定める省令の一部改正） 

 第 15 条 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成 13 年国土交通省令第 151 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

 

 

（ 続 く ） 
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○ 「鉄道事業法施行規則第 36 条の３各号に規定する鉄軌道における安全管理規程の内容に関する解釈に

ついて」（平成 18 年７月 14 日付け国鉄施第 36 号、国鉄安第 33 号鉄道局長通知） 

 

記 

３．第３号関係 

（３）「事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項」は、「緊急時における救急体制の整備につい

て」（昭和 47 年 12 月 22 日付鉄運第 306 号）の通達に基づき規定すること。 

 

 

○「緊急時における救急体制の整備について」 

（昭和 47 年 12 月 22 日付け鉄運第 306 号、鉄道監督局民営鉄道部長通達）

                

近年、輸送需要の増大に伴い、運転事故が大型化の傾向を示しつつあり、運転事故発生時における事

故通報、情報把握の的確化、救助、救急活動の適正化および警察・消防・自治体等との連絡体制の緊密

化がより必要となっている。 

これまでにも異常時の緊急体制の確立について指導してきたところであるが、これら緊急時の対策は

極めて敏速な行動が要請されるため、平素からの準備が極めて重要である。 

よって、緊急時における救急体制の円滑な運営をはかるため、下記事項を明確にした指導心得を制定

し、平時からこれを全従事員に周知させておくことによって、事故発生時の救助・救急に遺憾のない措

置が講じられるよう管下事業者を指導されたい。 

                     記 

１ 事故発生時の通報及び処置体制 

  １－１ 事故発生時の報告経路 

（注）事故発見者から最高責任者に至るまでの報告経路を詳細に記載する。 

  １－２ 事故発生時の救急機関への要請経路 

（注）社内の担当部門を明確にするとともに要請先への経路を記載する。 

  １－３ 事故発生時の関係現場機関の処置 

（注）駅長、区長、運転指令者等のとるべき処置、たとえば事故の応急措置、他職場への

応援依頼、運転整理、関係部門への通報、乗務員への連絡等について職務及び処置要

領などを明確にする。 

  １－４ 監督官庁、司法機関への連絡方法 

（注）担当責任者及び担当者並びに連絡先を明確にする。 

   

２ 事故対策本部の設置 

  ２－１ 事故対策本部及び現地対策本部の設置基準 

（注）事故の程度により、対策本部の機構を変更するときは、種別ごとに記載する。 

  ２－２ 同本部の組織及び業務 

（注）事故調査担当係及び広報係は必ず組織の中に明確に定める。 

  

（ 続 く ） 
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３ 救急出動体制 

  ３－１ 職員の非常召集方法 

  ３－２ 救急応援先への連絡方法 

（注）警察署・消防署・救急医療機関等への連絡方法を記載する。 

 

４ 広報体制 

 ４－１ 利用者に対する事故通報方法 

（注）担当者及び通報方法（駅放送、車内放送、構内掲示、他の交通機関、報道機関等）

を記載する。 

 

５ 復旧及び代替輸送方法 

  ５－１ 職員の非常召集方法 

  ５－２ レッカー車等特殊車両の手配方法 

（注）連絡先、契約の有無等について記載する。 

  ５－３ 代替、振替輸送の確保方法 

（注）他の交通機関の連絡先、協定等について記載する。 

 

 ６ その他 

  ６－１ 緊急通信設備の確保方法 

（注）緊急時に通常通信設備以外に利用できる通信設備を本社、駅、区等で確認し、明確

にする。 

  ６－２ 被害者の把握 

（注）被害者の負傷程度の確認、見舞、補償あるいは被害者の家族への連絡等の担当者を

定めてその処理要領を明確にする。 

 

（注）１ 国土交通省の資料による。 
２ 下線は、当省が付した。 

 
 



 

 

- 124 -

表 3-②         消防機関と鉄道事業者との連携体制 

○「鉄道災害への対応について」 

（平成 13 年 10 月 17 日 消防救第 296 号 都道府県防災主管部長あて消防庁救急救助課長。抜粋） 

標記について、平成 12 年度の救助業務の高度化等検討委員会において、別添の報告書のとおり取りま

とめました。 

つきましては、各消防機関において、鉄道災害への対応について、本報告書を踏まえ別紙の項目に留意

し、管内の鉄道事業者の特性、地域特性等を考慮の上、鉄道事業者と協議し取り決め等を行い、鉄道災害

が発生した場合には相互に連携・協力して、迅速かつ効果的に救助活動を行うことができる体制を構築す

るよう、貴都道府県内消防本部に対し周知いただくとともに、別添の報告書を下記により配布願います。

なお、鉄道事業者へは国土交通省から本報告書に基づき消防機関に協力することを指導するよう依頼し

ておりますことを申し添えます。 

 

○ ｢鉄道災害発生時における救急体制について」 

（平成 13 年 11 月６日 国鉄技第 82 号 地方運輸局鉄道部長あて鉄道局安全対策室長。抜粋） 

   標記については、「緊急時における救急体制の整備について」（昭和 47 年 12 月 22 日付け鉄運第 306 号）

により、運転事故発生時の救助、救急体制を整備するよう鉄軌道事業者を指導しているところであるが、

今般、総務省消防庁救急救助課長より消防救助活動の高度化を図る観点から、鉄道災害に伴う消防救助

活動への協力依頼があった。緊急時における救急活動は極めて迅速な行動が必要とされるため、平素か

らの準備が重要である。 

よって、今後、消防機関から鉄軌道事業者に対して消防救助活動に関する協議等の申し出があった場

合には、これらの協議に応じるとともに、消防機関と協力し、鉄道災害発生時の救急・救助体制に遺漏

なき措置を講じるよう、貴局管内の鉄軌道事業者を指導されたい。 

 

○ ｢鉄道災害における安全管理体制の確保について」 

（平成 14 年 11 月 11 日 消防消第 221 号・消防救第 234 号 都道府県消防主管部長あて消防庁消防課長・

救急救助課長） 

平成 14 年 11 月６日、大阪市の鉄道軌道敷内において活動中の消防職員２名が走行中の列車と接触し、

１名が殉職、１名が負傷するという大変痛ましい事故が発生しました。鉄道災害の場合には列車との接

触、感電等の二次災害が発生する危険が高く、鉄道事業者側における十分な安全管理体制の確保のもと、

消防機関と鉄道事業者との十分な連携・協力体制に基づく消防活動を行うことが必要です。 

鉄道災害時の鉄道事業者との連携については、「鉄道災害への対応について」（平成 13 年 10 月 17 日付

消防救第 296 号救急救助課長通知）に基づき実施していただいているところです。当面、再発防止の観

点から、改めて同通知について確認し鉄道事業者と協議すべき項目について徹底するとともに、特に今

般の事故が、救助活動中の鉄道事業者側における安全確保が適切でなかったという状況を踏まえ、鉄道

事業者に対して消防機関への連絡体制の確立の再確認を求めるなど、二次災害防止のための安全管理に

万全を期すよう、貴都道府県内消防本部（消防の事務を処理する組合を含む。）に周知願います。 

なお、別紙のとおり、国土交通省からも各鉄道事業者を指導する旨、各地方運輸局鉄道部長あて通知

されていることを申し添えます。 

 

 

                     （続  く） 
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○ 「鉄道災害発生時の緊急体制の再確認等について」 

（平成 14 年 11 月 11 日 国鉄技第 117 号 地方運輸局鉄道部長あて鉄道局安全対策室長。抜粋） 

平成 14 年 11 月６日、列車と接触し負傷した公衆を救助するため、線路内に立ち入った消防隊員２名

が後続列車と接触し死傷するという大変痛ましい事故が発生した。 

鉄道災害発生時における救急体制については、平成 13 年 11 月６日付け国鉄技第 82 号により、消防

機関からの消防救助活動に関する協議への対応等について遺漏なきよう通達したところであるが、今般

の事故において救助作業中の安全確保が適切でなかったことに鑑み、貴局管内の鉄軌道事業者に対し、

鉄道災害発生時の緊急体制を再確認し、二次災害防止のための安全管理を徹底するよう指導されたい。

また、消防庁では、この事故に鑑み、各都道府県の消防機関に対し別紙のとおり通達されているので、

適切に対応するよう併せて指導されたい。 

 

○ 「消防機関と鉄道事業者との協議会の設置について」 

（平成 15 年２月 10 日 都道府県消防防災主管部長あて消防救第 46 号 消防庁救急救助課長。抜粋） 

   鉄道災害発生時の救急救助活動における安全管理体制の確保について、特に二次災害防止のための安

全管理に万全を期すよう「鉄道災害における安全管理体制の確保について」（平成 14 年 11 月 11 日付け

消防消第 221 号・消防救第 234 号、消防課長・救急救助課長通知）によりお願いしているところです。

消防庁においては、国土交通省と連携し「鉄道災害救急救助活動安全連絡協議会」を昨年 12 月に設

置し、消防機関と鉄道事業者との緊密な連携・協力体制の確保方策等について検討をしています。これ

らの体制構築を図るためには、単に連絡通報体制を確立するのみならず、相互の業務を理解し、適切な

対応方針を共有化するための消防機関と鉄道事業者との意見交換、協議の場が各地において必要である

と考えております。ついては、下記のとおり、国土交通省地方運輸局の管轄区域単位を原則として、今

年度中を目途に協議会を設置することについてご配意いただくとともに、貴都道府県消防本部（消防の

事務を処理する組合を含む。）に対しても周知願います。 

なお、本件については国土交通省とも協議済みであり、各地方運輸局鉄道部長あて、別添のとおり通

知されていることを申し添えます。 

                        記 

１ 設置単位 

    国土交通省地方運輸局の管轄区域を原則とする。(別紙参照) 

２ 委員 

    区域内各都道府県消防防災主管課及び代表消防本部、地方運輸局、主な鉄道事業者 

３ 一次調整 

    地方運輸局の所在する都道府県（関東Ⅰブロックにあっては東京都）の消防防災主管課及び代表消

防本部は、協議会の設置に係る事務について地方運輸局と連絡、調整を図るものとする。 

４ 協議内容 

    (1) 消防活動及び鉄道事業者の相互理解 

    (2) 区域内の消防機関及び鉄道事業者における鉄道災害時の対応に関する基本方針の取りまとめ 

５ 留意事項 

(1)  協議会において取りまとめられた基本方針に基づき、各消防機関と鉄道事業者との間で具体の協

議、調整を図ること。 

 

（続  く） 
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その際、「鉄道災害への対応について」（平成 13 年 10 月 17 日付け消防救第 296 号救急救助課長

通知）及び平成 12 年度「救助技術の高度化等検討委員会報告書・鉄道災害」の内容について確認

すること。 

(2) 既に同種協議会等が設置されている場合は、その活用を考慮するとともに、協議済みの内容等に

ついても否定するものではないこと。 

 

○ 「消防機関と鉄道事業者との協議会の設置について」 

（平成 15 年２月 10 日 国鉄技第 159 号 地方運輸局鉄道部長あて鉄道局安全対策室長。抜粋） 

   去る、平成 14 年 11 月６日にＪＲ西日本東海道線塚本駅～尼崎駅間で発生した事故の負傷者を救助中

の消防隊員が死傷する事故が発生した。 

鉄道災害発生時の救急救助活動において、列車との衝突、感電等の二次災害の発生を防止するために

は、鉄道事業者における安全管理体制の確保のもと、消防機関と鉄道事業者との緊密な連携・協力体制

に基づき、救急救助活動を行なえる環境を整えることが必要である。 

これは、単に連絡通報体制を確立するのみならず、相互の業務を理解し、適切な対応方針を共有化す

ることであり、このためには、鉄道事業者と消防機関が自由に意見を交換し、協議できる場が必要と考

える。 

そのため、貴局におかれては、予め消防庁が示す消防機関と連絡を取り、関係鉄道事業者にも参加を

求め、これらの目的を達するための別紙の協議会を今年度中を目途に開催することとされたい。    

なお、本件については、消防庁においても各都道府県の消防機関に対して協議会の設置についての通

知をしていることを申し添える。 

                   （略） 

 

（注）下線は、当省が付した。 
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表 3-③ ｢鉄道災害発生時の緊急体制の再確認等について」（平成 14 年 11 月 11 日 国鉄技第 117 号 

 地方運輸局鉄道部長あて鉄道局安全対策室長）に定める鉄道事業者と協議すべき 11 項目 

１ 管轄消防機関への連絡について 

(1) 鉄道災害の発生について鉄道事業者から通報を受けた場合に、当該鉄道災害が管轄区域外における

ものであるときには、管轄消防機関に速やかに通報があった旨連絡すること。 

(2) 鉄道災害の発生について通報を受けた場合に、その発生場所が管轄区域の境界付近であるときに

は、通報を受けた消防機関は出動するとともに、隣接する消防機関にも出動を要請し、早急に現場を

確認すること。 

 

２ 鉄道事業者からの事故の通報について 

(1)  鉄道災害が発生した場合における鉄道事業者の消防機関への通報体制について、日頃から認識して

おくこと。 

(2)  鉄道災害の発生について、一般人から携帯電話により通報を受けた場合には、鉄道事業者にその情

報を提供すること。また、鉄道事業者に情報を提供する場合の連絡先を、あらかじめ明確にしておく

こと。 

 

３ 二次災害の防止について 

ターミナル駅等の構内において鉄道事故が発生した場合には、救助活動を開始する前に、駅に列車の

運行状況を確認し、事故発生路線の列車を停止させるとともに、必要に応じて他の鉄道事業者の列車を

停止させるよう要請すること。駅を通じて要請する間がない場合には、消防機関から直接、事故が発生

した駅を管轄する運転指令室に対して列車の運行停止を依頼すること。 

 

４ 救助隊の現場誘導について 

駅又は駅付近において、鉄道災害が発生した旨通報を受けた場合には、救助隊の進入口を確認すると

ともに、救助隊を進入口から事故現場まで誘導する駅員を配置するよう要請すること。 

 

５ 乗客（非負傷者）の避難誘導について 

(1)  鉄道災害が発生した場合における乗客（非負傷者）の避難誘導について、鉄道事業者の現場責任者、

活動内容等を確認しておくこと。 

(2)  救助活動に当たっては、鉄道事業者の責任者に状況を説明した上で、構内アナウンス、車内アナウ

ンス等により乗客に事故の状況を説明し、動揺を抑えるとともに、乗客の協力を得た円滑な避難誘導

を行うよう要請すること。 

(3)  鉄道事業者の責任者又は現場の職員と協力して、乗客（非負傷者）の避難誘導を実施すること。 

 

６ 電源等の安全管理について 

救助活動を行うため軌道内に進入する場合には、列車の電源が遮断されていることを確認すること。

電源が遮断されていない場合には、鉄道事業者に電源を遮断するよう要請するか又は鉄道事業者から派

遣された技術者の指示を受けて救助活動を実施すること。 

 

 

（続  く） 
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７ 救助活動における車両の一部破壊・ジャッキアップ等について 

(1)  要救助者が車輪の下敷きになった場合や列車とホームの間に挟まれたような場合は、要救助者の負

傷部位を悪化させることのない、安全かつ迅速な救助方法を選択すること。 

(2)  救助活動において車両の一部を破壊する必要がある場合には、早期に最寄りの駅の駅長又は運転指

令室に鉄道事業者の技術者の派遣を依頼し、協力を得ること。技術者の派遣が時間的、体制的に困難

な場合も想定されるので、あらかじめ管内の鉄道事業者が保有する車両の構造を把握し、破壊可能箇

所及び範囲を認識しておくこと。 

(3)  救助隊は、列車全体の構造については運転士から、ドアの開閉等に係る車両の外形的な構造につい

ては車掌から、情報を収集すること。 

(4)  ジャッキアップによる救助活動が終了した後、車輪を元の位置に戻す場合には、車輪を正確にレー

ル上に戻さなければ車輪が破損するため、鉄道事業者の技術者と連携して行うこと。 

(5)  鉄道は多くの乗客が利用する公共機関でもあるため、鉄道の運行に対する影響がなるべく小さくな

るような救助方法を選択すること。 

 

８ 特殊な場所への進入について 

(1)  トンネル内や橋梁上で鉄道災害が発生した場合には、鉄道災害が発生した路線又は反対側の路線を

走行することのできる回送列車を使用して、事故現場近く又は最寄りの駅まで救助隊、救急隊を搬送

するよう、鉄道事業者に要請すること。 

(2)  高架、鉄橋、トンネル内への進入方法について、事前に鉄道事業者の協力を得て調査しておくこと。

 

９ 救助資機材の調達について 

(1)  大規模な鉄道災害が発生し、鉄道事業者の保有している大型ジャッキや列車を吊り上げることがで

きる工事車両等の資機材を使用することが必要となる場合には、事故発生場所への進入経路及び作業

スペースが確保されるよう、救助隊は鉄道事業者と協議し、その協力を得ること。 

(2)  鉄道事業者が保有している資機材について、どこから、どのようなものが、どのような経路で調達

することができるか、日頃から確認しておくこと。 

 

10 大規模災害時の対応 

鉄道災害が発生した場合には、状況によっては多くの負傷者が発生することを想定し、事故を覚知し

た初期段階から、広域応援、ヘリコプターの活用等を考慮しながら救助活動を進めていくこと。 

 

11 訓練の実施について 

鉄道事故を想定した、鉄道事業者との合同の救助訓練を行っていない消防機関は、鉄道事業者と訓練

を実施している消防機関と連絡調整を図るなどして、広く訓練に参加するよう努めること。 

 

（注）総務省の資料による。 
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表 3-④  応急復旧体制の整備が不十分なもの 

調査対象 41 鉄道事業者（支社を含む。）における応急復旧体制の整備状況をみると、指導心得に相当する

社内規程を制定しているものの、利用者に対する事故通報方法、緊急通信設備の確保方法、被害者の把握に

関する事項等が定められておらず、緊急時に敏速に行動できるよう平素から準備しておくという指導心得の

趣旨に照らして、応急復旧体制として不十分なものが 18 鉄道事業者（44％）みられた。 

                                                                           （単位：鉄道事業者） 

事故発生時の通報
及び処置体制 

事故対策本
部の設置 

救急出動体
制 

広報
体制

復旧及び代替輸送
方法 

その他 事  項 
 
 
 
 
 
 
 
 
鉄道 
事業者名 

報告
経路 

救急
機関
への
要請
経路 

監督
官庁
司法
機関
への
連絡
方法 

事故
対策
本部
及び
現地
本部
の設
置基
準 

上記
本部
の組
織及
び業
務 

職員
の非
常召
集方
法 

救急
応援
先へ
の連
絡方
法 

利用
者に
対す
る事
故通
報方
法 

職員
の非
常召
集方
法 

レッ
カー
車等
特殊
車両
の手
配方
法 

代替､

振替
輸送
の確
保方
法 

緊急
通信
設備
の確
保方
法 

被害
者の
把握

未規定･
不明確
事項数 

Ｄｂ鉄道      △        １事項

Ｄｃ鉄道          ×    １事項

Ｄｕ鉄道    ×    ×      ２事項

Ｄｈ鉄道            ×  １事項

Ｂｃ鉄道  △    × △  △     ４事項

Ｂｅ鉄道  △            １事項

Ｂａ鉄道  △  △  △ △ × △ ×    ７事項

Ｂｄ鉄道  ×            １事項

Ｄｊ鉄道          × ×   ２事項

Ｄｋ鉄道     △   ×  × × × × ６事項

Ｄｎ鉄道  △  △  × △ △ × × △ △ △ 10 事項

Ａｄ５支社          △   △ ２事項

Ｄｍ鉄道        △      １事項

Ａｅ鉄道   △     △    △ △ ４事項

Ｄｖ鉄道           △   １事項

Ａｆ鉄道    ×          １事項

Ｄｐ鉄道        ×      １事項

Ｄｑ鉄道 △             １事項

合 計 

 
１ ５ １ ４ １ ４ ３ ７ ３ ６ ４ ４ ４ 47 事項

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ 「×」印は関係規定がないこと、「△」印は関係規定はあるものの、その内容が不適切であること

を示す。 
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事例 3-①    昭和 47 年通達の内容を承知しておらず応急復旧体制の整備が不十分な例 

鉄道事業者名 内   容 

Ｄｎ鉄道 当該鉄道事業者は、鉄道事故発生時の対応に関する社内規程として、「異常時対応の手

引き」（平成 17 年４月改訂）等を定めているが、昭和 47 年通達に基づき指導心得を定め

ることは承知していない。 

当該社内規程の内容を昭和 47 年通達による指導心得に定めるべき事項に照らしてみる

と、指導心得に定めるべき事項が規定されていない、又は、規定されていても内容が不適

切となっている事項が 10 事項あり、中には、次のとおり事故発生時の対応に支障等が生

じるおそれがあるものがある。 

１ 事故発生時の通報及び処置体制（救急機関への要請経路） 

Ｏ県地域防災計画の鉄道災害対策計画では、多数の負傷者が発生した場合、Ｄｎ鉄道

から県消防防災課へ直接電話することとなっており、県消防防災課から、①知事権限に

基づく消防庁への緊急援助隊等の派遣要請や自衛隊への災害派遣要請、②医療対策課を

通じて医療機関等へ医療救護チームの派遣要請などが行われる仕組みとなっている。し

かし、当該鉄道事業者の「異常時対応の手引き」においては、県消防防災課へ連絡する

ことを明示しておらず、また、消防機関との協議の結果をまとめた「列車事故対応マニ

ュアル」の中でも、「予想以上の疾病者の発生が見込まれるときは、消防サイドにおい

て広域応援、防災ヘリコプター等の活用を考慮すること」と記載しており、県地域防災

計画の鉄道災害対策計画とは異なる対応となっている。 

当該鉄道事業者では、県地域防災計画は承知していたが、「鉄道災害対策計画」を細

かく承知していなかったとしている。 

２ 事故対策本部の設置 

事故対策本部は、運転指令室から第一報を得た運輸営業課に置き、他の区、課、室等

がこの対策本部の下に組織されることを明示している。 

しかし、「状況により現地に設置する場合もある。」とする現地対策本部は、組織及び

業務について明記されていないため、誰が現地対策本部の責任者となり、誰が指揮下に

入って、どのような業務を行うのか明示されていない。 

３ 緊急出動体制（職員の非常召集方法） 

中国運輸局に届け出ている「鉄道災害警備心得（自然災害への対応を規定したもの）」

の中で、職員の非常召集方法について、次のとおり規定している。 

① 区長等は、災害その他必要があるときは、所属従業員の非常召集方法を定めなけれ

ばならない（第３条）。 

② 区長等は、あらかじめ氏名、住所、電話番号等を記した非常召集計画表を作成し、

分かりやすい場所に掲出等すること（第４条）。 

  しかし、実際には、区長等において、非常召集計画表までは策定しておらず、現在は、

社員数も少ないことから社員名簿により連絡を取ることで対応している。 

４ 広報体制（利用者に対する事故通報方法） 

「異常時対応の手引き」においては、車内放送や報道機関への対応などの通報方法は、

それぞれ誰が担当するか明確にし、車内放送については、繰り返し案内することや、そ

の放送の仕方の例まで実践で使用できるよう記載している。しかし、駅構内で列車を待

つ利用客への対応については、有人駅の役割分担として、「旅客への案内」と総括的に
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鉄道事業者名 内   容 

明示しているにとどまり、実際の事故等発生時に取り組む①口頭での利用客への呼びか

けや構内掲示（有人駅）、②駅放送（無人駅）について、これらの通報方法を誰がどの

ように担当するのか具体的に記載していない。 

５ 復旧及び代替輸送方法（レッカー車等特殊車両の手配方法） 

事故対策本部となる運輸営業課においても実際にレッカー車等特殊車両の手配をど

この区・課が実施し、どこの運送・クレーン業者等へ連絡しているか承知していない状

況にある。 

Ｄｋ鉄道 当該鉄道事業者は、鉄道事故発生時の対応に関する社内規定として、「鉄道事故及び災

害応急処理手続」（平成３年４月）等を定めているが、昭和 47 年通達に基づき指導心得を

定めることは承知していない。 

当該社内規定の内容を昭和 47 年通達による指導心得に定めるべき事項と照らしてみる

と、指導心得に定めるべき事項が規定されていない、又は、規定されていても内容が不明

確となっている事項が６事項あり、中には、次のとおり事故発生時の対応に支障等が生じ

るおそれがある事項がみられる。 

① 事故対策本部における組織及び業務について、誰が何を行うのか具体的に明記されて

いない。 

② 事故発生時における被害者の把握方法等について、規定しなければならないことを認

識していないため、規定されていない。 

Ｄｖ鉄道 当該鉄道事業者は、鉄道事故発生時の対応に関する社内規定として、「運転事故報告手

続（規程）」（昭和 63 年４月１日社達第 20 号）等を定めているが、昭和 47 年通達に基づ

き指導心得を定めることは承知していない。 

当該社内規定の内容を昭和 47 年通達による指導心得に定めるべき事項と照らしてみる

と、「代替、振替輸送の確保方法」に関する事項が定められておらず、各事業本部で次の

とおり取扱いが異なっている。 

① Ｄｖ３本部は、沿線のバス・タクシー会社等代替輸送の依頼可能な交通機関の連絡先

を明確にし、事前に事故等発生時の協力の有無を確認している。 

② Ｄｖ１本部は、事故等発生の都度、電話帳で代替輸送の可能な交通機関を把握すると

している。 

（注）当省の調査結果による。 
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表 3-⑤ 調査対象鉄道事業者における消防機関との消防救助活動に関する協議・取決めの実施状況 

（単位：鉄道事業者、％） 

区 分 消防機関との協議状況 事業者数 

消防機関と

の協議を実

施していな

いもの 

鉄道災害救急救助活動安全対策連絡協議会において、基本方針を取りまとめ

たが、その後、消防機関との具体的な協議を実施していないもの 

7 

(17.5) 

消防機関との取決め等はないが協議を実施したとするもの 7 

 (17.5) 

事業者又は消防機関が作成した事故対応マニュアル等を手交しているもの 7 

(17.5) 

消防機関と取決め等を行ったもの 18 

 (45.0) 

消防機関と

の協議を実

施したもの 

小 計 32 

(80.0) 

消防機関との協議の実施状況が不明なもの 1 

(2.5) 

計 40 

(100) 

（注）１ 当省の調査結果による。 

   ２ ( )内は、構成比である。 



 

 

- 133 -

事例 3-② 鉄道災害救急救助活動安全対策連絡協議会において、基本方針を取りまとめたが、その後、消防

機関との具体的な協議を実施していないもの（７鉄道事業者） 

鉄道事業者名 内        容 

Ａｆ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関との協議を実施するに当たって、消防機関が市町村単位に

あるため、九州各県の幹事となったＳ県に対し、連絡窓口の一本化を要請したが、Ｓ県か

ら「窓口を一本化するよう市町村を指導することは困難である。」との回答があったことを

契機に、平成 15 年度以降、Ｓ県との間で協議を実施していない。 

一方、Ｓ県は、Ａｆ鉄道と協議を実施していないことについて、 

① 平成 15 年４月に開催した「九州ブロック鉄道災害救急救助活動安全連絡会議」後、当

該鉄道事業者と「鉄道災害救急救助活動安全連絡に係る協議」の『たたき台』を同社が

作成し、それを基にＳ県から本県の関係機関及び九州各県との調整を行う。」との打ち合

わせを行った、 

② しかしながら、平成 15 年６月になっても同社からの連絡がなく、同年６月 26 日、九

州運輸局から鉄道事業者と消防機関との協議状況について、電話照会があったため、同

社に対し、打ち合わせ等を行うことについて依頼する文書（メール）を送付したが、何

の回答も得られなかった、その後も、数回にわたり電話、メール等で依頼したが、連絡

を得られず、16 年度以降は何も実施していない状態となっており、九州各県の幹事にな

ったこともあり、その後の状況等について九州各県及び県内の消防機関から照会があり、

対応に苦慮している、 

としており、当該鉄道事業者とＳ県との間における円滑な意思疎通が図られていない。

Ｄｂ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関からの協議の申出はないとして協議を実施していない。 

この理由として、当該鉄道事業者は、沿線のＢｂ消防本部と毎年１回、合同の鉄道事故

訓練を実施しており、その際に、訓練現場において、連絡体制、車両運行及び安全対策に

関する情報交換を実施しているため、としている。 

Ｄｕ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関からの協議の申出はないとして協議を実施していない。 

この理由として、当該鉄道事業者は、管轄消防機関（Ｅｂ消防本部）の現地視察の際に

同行するなどにより情報交換を行っているため、としている。 

Ｄｈ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関からの協議の申出はないとして協議を実施していない。 

この理由として、当該鉄道事業者は、沿線の消防機関とは消防・救助訓練を実施してい

るほか、予防査察の際にも設備の確認を行っているため、としている。 

Ｃｅ鉄道 

Ｃｆ鉄道 

当該鉄道事業者は、①交通局と消防局は同じ市の組織であり、地下鉄の防災という観点

から常日頃連携していること（例えば、地下鉄の駅舎、防災センター等の建設計画段階の

協議から始まり、駅舎建設後に舎内に新たな店舗を設置する際の消防施設変更時、各駅に

おける駅消防計画策定時、消防査察時に協議等を実施）、②消防局（署）と合同で防災訓練

（駅火災、列車火災、脱線復旧等）を計画・実施していることから、改めて協議を実施す

る必要性は乏しいとしている。 

Ｄｍ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関からの協議の申出はないとして協議を実施していない。 

この理由として、当該鉄道事業者は、平素から、管轄消防機関と事故発生時の緊急連絡

体制の確認や合同の消防・救助訓練を実施しているため、としている。 

（注）当省の調査結果による。 

 



 

 

- 134 -

事例 3-③ 消防機関と協議すべき 11 項目について、協議・取決めを行っていないもの（４鉄道事業者） 

鉄道事業者名 内        容 

Ｄｐ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関（Ｔｃ消防本部）と協議すべき事項（11 項目）のうち、「救

助隊の現場誘導について」、「乗客（非負傷者）の避難誘導について」、「電源等の安全管理

について」及び「特殊場所（高架、鉄橋、トンネル内）への進入について」の４項目につ

いて、協議・取決めを行っていない。このうち、「乗客（非負傷者）の避難誘導について」

は、当該鉄道事業者は、協議の必要があると認識しているが、Ｔｃ消防本部からの申出が

ないため協議していないとしている。一方、Ｔｃ消防本部では、協議の申出は、随時行っ

ているとしており、両者間における意思の疎通を欠いている。 

Ｄｖ鉄道 当該鉄道事業者は、Ｒ県内７消防機関と鉄道災害時の安全対策に関する覚書を締結し、

当該覚書の締結以降、ⅰ）当該覚書の内容等、現状における消防機関との連携状況に特段

支障が生じていないこと、ⅱ）消防機関からの協議の申出がないことから、改めて、消防

機関との協議・取り決めは行っていない。 

しかしながら、管轄の消防機関（Ｒｂ消防本部）は、当該覚書は県下で統一された基本

的事項のみを定めたものであり、各鉄道事業者及び消防機関の状況に合わせた具体的な内

容とするため、修正が必要であるとして、当該鉄道事業者との協議の必要性を認識してい

るが、ⅰ）鉄道事業者からの働きかけがないこと、ⅱ）覚書は、Ｒ県下で統一的に作成さ

れているため、県下の全消防機関が協議した上で、鉄道事業者に申出を行う方が望ましい

と考えていることから、協議の申出を行っていない。 

Ｒｂ消防本部は、当該鉄道事業者に対し、①進入困難箇所への進入経路の確保、②負傷

者が多数発生した場合の病院への搬送手段（バス・タクシー等）の確保について、協議す

ることを要望している。 

Ｄｎ鉄道 当該鉄道事業者は、消防機関（Ｏａ消防本部及びＯｂ消防本部）との協議は終了してい

るが、次のとおり、消防機関との協議内容が不十分となっている。 

① 当該鉄道事業者とＡｄ鉄道との並走区間において、事故等が発生した場合の取扱いに

ついて、鉄道事業者間で協議を行っているが、当該取扱内容について、消防機関に連絡

していない。 

② 消防機関は、現地連絡責任者が救急隊員の現場誘導を行うものと認識しているが、当

該鉄道事業者は消防機関に相談することなく現地連絡責任者の業務を社内で決めている

等のため、社内規程では、現地連絡責任者の業務に救助隊員の現場誘導の業務が明示さ

れていない。 

③ 高架橋や鉄橋などの特殊な場所について、沿線の消防機関側は事前調査の申出をして

おらず、このうち独自に特殊な場所を調査した消防機関は高架橋の進入口は確認してい

るが、進入口を施錠している鍵の場所や鍵が現場に到着するまでに要する時間を承知し

ていない。 

Ａｆ２支社 当該鉄道事業者と消防機関（Ｔａ及びＴｂ消防局）との協議は終了しているが、当該協

議内容をみると、鉄道事業者と協議すべき事項（11 項目）のうち、「二次災害防止について」、

「電源等の安全管理について」及び「救助資機材の調達について」の３項目は、消防機関

から協議の申出がないとして、協議が行われていない。 

（注）当省の調査結果による。 

 



(参考） 調査対象鉄道事業者における問題事例一覧

ア 認定
鉄道事業
者制度

ウ 鉄道事
故等の再発
防止対策の
届出

適性検査

運転士に
対するＳ
ＡＳ知識
の普及を
行ってい
ないもの

チェック
シートを
活用して
いないも
の

簡易検査
機を設置
していな
いもの

定期健康
診断時に
おける問
診を実施
していな
いもの

精密検査
を実施し
ていない
もの

北海道 Ａa鉄道 ○

Ｃa鉄道 ○ ○

東 北 Ｄb鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｃb鉄道 ○ ○

Ｄc鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

Ｄt鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

関 東 Ａb鉄道 ○ ○

Ａg鉄道 ○

Ｂa鉄道 ○ ○ ○ ○

Ｂb鉄道 ○ ○

Ｂc鉄道 ○ ○

Ｂd鉄道 ○ ○

Ｂe鉄道 ○ ○

Ｄu鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｄh鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

中 部 Ａc鉄道 ○

Ｂf鉄道 ○ ○ ○ ○

Ｃc鉄道 ○

Ｄj鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

近 畿 Ａd鉄道 ○

Ｄk鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂg鉄道 ○ ○ ○

Ｃe鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

中 国 Ａd鉄道 ○ ○

Ｄr鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

Ｄn鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｄm鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○

四 国 Ａe鉄道 ○ ○ ○

Ｄo鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｄv鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○

九 州 Ａf鉄道 ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｂh鉄道

Ｃf鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

Ｄq鉄道 ○ ○ ○ ○ ○

Ｄp鉄道 ○ ○ ○ ○

（注）当省の調査結果による。

応急復旧
体制の整
備が不十
分なもの

ＳＡＳへの対応状況 ＳＡＳ該
当者の有
無を把握
していな
いもの

診断や治療に必要な設備の充実

平成16年
基準に適
合してお
らず具体
的な整備
計画を策
定してい
ないもの

平成16年
基準に適
合してお
らず整備
時期が未
定のもの

保全整備
計画の緊
急整備事
項の実施
を先送り
している
もの

保全整備
計画を策
定してい
ないもの

鉄道災害
救急救助
活動安全
対策連絡
協議会に
おいて、
基本方針
を取りま
とめた
が、その
後、消防
機関との
具体的な
協議を実
施してい
ないもの

消防機関
と協議す
べき11項
目につい
て協議・
取決めを
行ってい
ないもの

実施基準
中に、定
期検査の
周期、対
象とする
部位及び
方法の一
部を定め
ていない
もの

実施基準の
中に、検査
の部位及び
方法の一部
について記
述がなく、
定められた
内容の妥当
性について
地方運輸局
の確認を受
けることの
ない社内規
程に従って
検査を実施
するとして
いるもの

実施基準
に定めた
検査周期
で定期検
査を実施
していな
いもの

実施基準
に定めた
整備基準
値と定期
検査の整
備基準値
が異なっ
ているも
の

実施基準
に定めた
検査項
目、方法
で検査を
実施して
いないも
の

一部の検
査項目に
ついて検
査結果が
記録され
ていない

年間教
育・訓練
計画が未
策定で定
例的な教
育・訓練
が実施さ
れていな
いもの

一部の運
転関係係
員以外の
運転関係
係員につ
いて実施
要領が未
策定で定
例の教
育・訓練
が実施さ
れていな
いもの

合格基準
に達して
いない運
転関係係
員につい
て、必要
な適性を
保有して
いること
を確かめ
ることな
く、作業
に従事さ
せている
もの

地方運
輸局名

鉄 道
事業者名

２ 鉄道係員の資質管理及び施設・車両の整備の適正化

認定鉄道
事業者の
不適切な
設計・確
認業務に
よるもの
（踏切設
備の設計
図面が技
術基準省
令に適合
している
か否かを
確認せず
施工）

１ 事後チェックの効果的な実施
（１）規制緩和の一環で設けられた制度

安全性緊急評価

再発防止
対策につ
いて届出
がないも
の

教育・訓練

指導心得

イ 技術基準に関する鉄道事業者における実施基準

３ 事故発生時の対応体制の整備
消防機関との連携（１）鉄道係員の資質管理 （２）鉄道施設・車両の整備

地下駅の火災対策ＳＡＳ
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